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序
咋
年
一
二
月
一
一
口
、
法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
は
、
①
少
年
審
判
に
お
け
る
裁
定
合
議
制
度
の
導
入
、
②
検
察
官
の
審
判
関

与
、
③
弁
議
卜
し
た
る
附
添
人
の
必
．
県
的
関
与
、
④
観
池
桃
山
期
間
の
延
長
、
⑤
山
本
胞
裁
判
所
に
お
け
る
事
実
認
定
に
対
す
る
検
察
官
の

抗
行
怖
の
付
与
、
⑥
保
護
処
分
終
了
後
に
お
け
る
救
済
予
統
の
整
制
、
⑦
検
察
行
立
会
事
件
に
つ
い
て
の
一
が
不
一
円
理
効
の
付
与
、
⑧

被
害
若
等
に
対
す
る
少
年
審
判
の
結
果
等
の
通
知
、
と
い
う
八
点
を
答
申
案
の
内
容
と
し
て
決
定
し
た
。

非
行
事
実
に
関
す
る
争
い
と
い
う
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、

A
H
議
制
を
と
り
う
る
範
川
を
広
く
設
定
し
、
検
察
行
に
対
し
削
広
い
権
限

を
与
え
て
い
る
こ
と
が
、
以
終
的
な
泣
け
山
・
案
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。
符
山
’
案
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
少
年
事
件
に
限
ら
ず
、
触
法
事
件
、

虞
犯
事
件
に
つ
い
て
も
合
議
制
を
探
り
え
、
非
行
事
実
に
争
い
が
な
い
場
合
や
処
遇
決
定
に
お
い
て
も
合
議
制
を
探
リ
う
る
。
ま
た
、

犯
罪
少
年
事
件
で
死
刑
又
は
無
期
む
く
は
長
期
三
年
を
超
え
る
懲
役
許
し
く
は
然
鋼
に
当
た
る
罪
の
が
件
の
場
A
け
に
は
、
非
行
心
中
実
に

争
い
が
な
い
場
介
で
も
家
厄
裁
判
所
の
決
定
の
も
と
検
察
行
が
少
年
審
判
に
立
ち
会
い
、
被
害
者
死
亡
の
紡
川
本
を
伴
う
事
件
に
お
い
て

は
以
則
と
し
て
検
察
行
が
立
ち
会
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
保
護
処
分
決
定
に
対
す
る
検
察
行
の
抗
告
は
、
形
式
的
に
は
「
非
行
事

実
認
定
に
関
す
る
法
令
違
反
又
は
事
実
ぷ
認
」
に
限
ら
れ
る
も
の
の
、
「
例
え
ば
、
殺
人
が
過
失
致
死
と
誤
認
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
誤
認

が
な
け
れ
ば
保
護
処
分
の
栂
類
が
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
場
合
」
に
も
、
な
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
実
質
的
に

は
処
遇
内
容
に
ま
で
断
み
込
む
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

確
か
に
、
法
務
引
け
が
強
く
川
え
た
、
「
犯
行
の
動
機
」
な
ど
も
「
事
実
」
に
合
ま
れ
る
と
い
う
「
街
持
関
連
事
実
」
論
な
ど
に
よ
リ
、

特
に
検
察
行
の
立
会
範
川
や
抗
告
範
同
が
拡
大
し
た
経
緯
が
あ
る
こ
と
も
、
会
議
議
事
録
か
ら
は
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
法
務
省
の



「
密
接
関
連
事
実
」
諭
と
日
以
高
裁
判
所
の
「
事
実
認
定
手
続
の
適
正
化
」
論
と
が
「
同
氏
の
信
頼
」
論
の
上
で
強
い
共
鳴
を
見
せ
て
い

る
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
笠
H

申
案
な
ら
び
に
法
制
審
議
会
の
議
論
の
基
本
的
な
問
題
性
は
、

A
1
M
の
審
議
を

強
力
に
惟
し
進
め
た
H
M
h
H
川
裁
判
所
に
よ
る
「
事
実
認
定
子
統
の
適
正
化
」
論
れ
体
の
川
脳
性
を
多
分
に
反
映
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

法
制
審
議
会
の
「
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
・
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
」
に
お
い
て
「
事
実
認
定
子
統
の
適
正
化
」
の
ぷ
引
と
し
て
品
尚
裁
判
所
が
提

示
し
た
「
多
角
的
視
点
の
確
保
」
や
「
少
年
と
家
裁
と
の
対
崎
状
況
の
阿
避
」
と
い
う
視
点
の
具
体
的
内
容
に
も
表
さ
れ
て
い
る
。
「
多

角
的
視
点
の
確
保
」
と
い
う
悦
以
か
ら
処
遇
決
定
に
ま
で
及
ぶ
裁
定
A
口
議
制
度
の
導
入
が
提
附
さ
れ
、
「
少
年
と
家
裁
と
の
刈
川
状
況
の

川
避
」
と
い
う
悦
座
か
ら
検
察
行
の
寄
判
関
与
が
奥
付
け
ら
れ
、
「
上
級
事
に
お
け
る
多
向
的
悦
点
の
航
保
」
と
い
う
悦
角
か
ら
検
察
行

現行少年法制定過科から見た四六と審判の分開t

へ
の
抗
告
権
の
付
与
が
基
礎
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
、
審
判
廷
に
お
け
る
少
年
像
、
少
年
の
人
権
保
怖
と
は
無
縁
の
も
の
と
し

て
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
観
護
措
置
則
間
の
延
期
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
あ
る
以
上
、
少
年
の
教
育
を
受
け
る

権
利
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
議
論
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
逆
に
、
「
事
実
認
定
子
統
の
辿
正
化
」
論
は
、
成
長
発
達

過
程
に
あ
る
少
年
に
対
す
る
権
利
保
障
と
は
い
ほ
対
の
方
向
性
す
ら
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

2

し
か
し
、
「
事
実
認
定
子
統
の
適
正
化
」
論
は
、
次
の
二
以
に
お
い
て
矛
前
を
内
包
す
る
。
ひ
と
つ
は
、
抗
出
裁
判
所
が
推
し
進

め
た
で
下
実
認
定
子
続
の
適
正
化
」
論
れ
体
が
、
検
察
行
に
よ
る
少
年
審
判
の
監
悦
を
、
し
た
が
っ
て
検
察
刊
に
よ
る
裁
判
行
や
調
査

官
の
監
視
を
も
帰
結
す
る
こ
と
で
あ
る
。
広
い
範
囲
で
検
察
官
が
審
判
に
立
ち
会
い
、
抗
告
権
を
も
つ
こ
と
は
、
実
質
的
に
は
、
処
遇

決
定
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
。
「
家
裁
と
少
年
と
の
対
峠
状
況
の
川
避
」
の
た
め
に
検
察
刊
を
手
続
に
関
与
さ
せ
る
と
い
う
論
即
日
は
、
審

判
延
に
お
け
る
二
人
の
検
察
行
と
い
う
「
二
人
一
役
」
を
附
く
現
実
的
な
危
険
性
と
と
も
に
、
相
側
先
行
を
も
ん
内
ん
だ
家
・
恒
裁
判
所
が
検

察
｛
日
の
監
視
に
さ
ら
さ
れ
る
危
険
性
を
内
包
す
る
。

77 

も
う
ひ
と
つ
の
矛
盾
は
、
よ
り
本
質
的
な
事
柄
に
か
か
わ
る
。
今
凶
の
改
正
論
議
は
現
行
少
年
法
の
基
本
枠
組
み
内
で
の
改
正
に
と
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mh念
的
な
変
革
を
伴
わ
な
い
限
度
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
法
制
事
議
会
、
の
誠
論
の
前
提
と
し
て
強
制
附
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
法
制
審
議
会
で
の
議
論
で
は
新
た
な
施
策
の
「
必
要
性
」
は
強
調
さ
れ
て
い
て
も
、
現
行
少
年
法
の
基
本
枠
組
み
、

理
念
的
枠
組
み
か
ら
の
そ
の
「
許
容
性
」
は
論
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
審
判
廷
に
立
ち
会
う
検
察
官
の
地
位
す
ら
不
明
確
な
ま
ま
で
あ
る
。

ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、

九大法学77~·

こ
の
よ
う
な
示
前
は
、
現
住
少
年
司
法
が
抱
え
る
真
の
問
題
を
必
起
す
る
と
き
、
よ
り
一
層
重
大
な
も
の
と
な
る
。
現
実
の
少
年
事

件
が
呈
示
し
た
真
の
問
題
は
、
捜
査
の
あ
り
方
、
特
に
補
充
捜
査
の
あ
り
方
と
そ
れ
に
対
す
る
司
法
的
抑
制
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
附
A
H

中
山
呆
に
よ
れ
ば
、
検
察
行
の
審
判
関
与
と
い
う
州
市
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
補
光
地
査
が

版
川
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
（
検
・
M
m
打
の
問
先
権
限
｜
引
川
行
）
そ
れ
れ
体
を
制
約
す
る
根
拠
は
な
い
」
、
「
れ
ず
と
補
充
捜
任
の
あ
り
ょ
う

に
つ
い
て
も
お
互
い
の
共
通
の
認
識
を
得
て
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
意
見
交
換
も
で
き
る
」
、
「
そ
こ
に
裁
判
所
の
言
わ
ば
適
切
な
職
権

の
行
使
も
期
待
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
法
制
帯
議
会
の
議
論
で
は
補
充
捜
査
の
具
体
的
な
抑
制
策
す
ら
講
じ
ら
れ

て
い
な
い
。
補
充
捜
査
が
現
行
少
年
法
の
埋
念
と
原
理
か
ら
見
て
、
大
き
な
疑
問
を
払
拭
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
の
本
質
的

矛
盾
を
拡
大
し
、
立
法
的
に
糊
塗
す
る
こ
と
は
、
現
行
少
年
法
の
基
本
枠
組
み
内
で
の
改
正
と
い
う
大
き
な
前
提
に
反
す
る
も
の
で
あ

り
、
法
制
事
品
会
の
議
論
は
’
H
家
柿
行
に
陥
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

3

別
行
少
年
法
を
貫
く

m念
と
以
内
を
A
1
一
度
維
認
す
る
必
．
県
が
あ
る
。
本
稿
は
、
特
に
少
年
法
第
問
一
条
、
第
間
二
条
な
ら
び

に
第
一
六
条
の
沿
革
と
意
義
を
把
握
す
る
こ
と
を
手
懸
り
と
し
て
、
現
行
少
年
法
の
理
念
と
原
型
と
を
確
認
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

法
制
帯
議
会
に
お
け
る
「
事
実
認
定
子
統
の
適
正
化
」
論
は
、
特
に
一
九
七

0
年
代
終
わ
り
か
ら
見
ら
れ
た
「
川
法
的
機
能
」
論
や
一

九
九

0
年
代
半
ば
頃
か
ら
少
年
司
法
実
務
の
側
か
ら
強
く
主
張
さ
れ
た
「
適
正
な
事
実
認
定
」
論
を
基
盤
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
問
題

性
が
最
も
よ
く
顕
在
化
し
て
い
る
の
が
職
権
証
拠
調
べ
や
補
充
捜
査
の
問
題
で
あ
り
、
少
年
法
第
問
一
条
、
第
四
二
条
な
ら
び
に
第
一

六
条
の
解
釈
で
あ
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
捜
査
と
審
判
と
の
分
離
構
造
を
形
作
り
、
あ
る
い
は
ま
た
そ
の
よ
う
な
構
造
を
前
提
と



的
措
置
に
よ
り
、
」
れ
ら
の
条
項
の
意
義
を
．
覆
減
さ
せ
る
こ
と
は
、

す
る
こ
れ
ら
の
条
項
が
現
行
少
年
法
の
即
日
念
や
原
埋
と
強
い
結
び
つ
き
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
再
確
認
し
、
検
察
行
関
与
と
い
う
立
法

し
た
が
っ
て
法

引
行
少
年
法
の
理
念
と
本
質
的
に
抵
触
す
る
こ
と
、

制
審
議
会
に
よ
る
容
中
案
は
本
質
的
か
つ
重
大
な
矛
前
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

論
が
拠
っ
て
立
つ
前
総
を
把
仰
向
す
る
。
そ
の
上
で
、

以
下
で
は
、
ま
ず
、
法
制
審
議
会
の
「
事
実
認
定
子
統
の
適
正
化
」
論
の
基
盤
と
な
る
「

4
法
的
機
能
」
論
と
「
適
正
な
事
実
認
定
」

そ
れ
と
あ
わ
せ
て
現
行
少
年
法
の
珂
念
と
以
理
を
確
認
す
る
。

川
河
行
少
年
法
第
問
一
条
、
第
問
二
条
な
ら
び
に
第
一
六
条
の
治
不
と
ぷ
義
を
掠
り
、

.fjl行少年H；制定過料から兄た捜査と審判の分離

（1
）
法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
に
至
る
ま
で
の
論
議
な
ら
び
に
法
制
審
議
会
に
お
け
る
論
議
の
前
提
に
つ
い
て
は
、
土
井
政
和
「
事
実
認
定
を
め
ぐ
る

少
年
法
改
正
一
対
審
化
論
の
検
討
」
法
律
時
報
七

O
巻
八

U
（
一
九
九
八
）
六
氏
以
下
、
小
川
中
聴
樹
「
少
年
審
判
へ
の
検
察
行
関
与
論
批
判
」
季

刊
刑
事
弁
護
士
ハ
号
（
一
九
九
八
）
一

O
頁
以
下
を
特
に
参
照
。

（2
）
検
察
行
関
与
や
検
察
官
に
よ
る
抗
告
を
介
し
て
の
具
体
的
な
処
遇
内
容
へ
の
影
響
の
み
な
ら
ず
、
合
議
制
度
が
処
遇
決
定
手
続
に
ま
で
拡
大
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
処
遇
決
定
手
続
自
体
の
変
容
を
通
じ
て
の
具
体
的
な
処
遇
内
容
へ
の
影
響
や
調
査
制
度
自
体
の
変
質
が
生
じ
る
こ
と
も
危
恨
さ
れ

る
。
行
動
科
学
の
専
門
家
と
し
て
の
調
査
行
一
人
に
よ
る
処
遇
意
見
が
三
人
の
裁
判
行
に
よ
る
A
H
議
体
で
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
の
か
、
似
に
共
同

制
査
に
よ
り
凋
先
行
の
歓
を
調
整
す
る
こ
と
で
対
応
す
る
と
し
て
も
、
ケ
ー
ス
・
ワ
ー
ク
の
基
礎
が
一
対
一
の
関
係
に
あ
る
よ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
そ

れ
は
そ
れ
で
調
査
制
度
全
体
の
さ
ら
な
る
変
質
を
如
く
危
険
性
が
あ
ろ
う
。

（3
）
「
総
体
と
し
て
の
非
行
事
実
認
定
が
的
確
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
、
そ
の
少
年
の
処
遇
の
大
前
提
」
で
あ
る
た
め
に
、
「
構
成
．
安
件
誠
叫
が
実
」
だ
け

で
な
く
「
犯
行
の
動
機
、
犯
行
の
準
備
状
況
、
犯
行
の
手
段
・
態
織
、
犯
行
に
よ
る
被
害
の
結
果
等
」
の
「
密
接
関
連
事
実
」
も
「
事
実
」
に
合
ま

れ
る
、
と
い
う
主
艇
に
つ
い
て
は
、
法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
第
七
三
川
会
議
論
れ
鉢
六
三
．
氏
、
川
第
七
阿
川
会
議
議
事
鉢
一
六
．
良
を
参
照
。

（4
）
「
事
実
認
定
子
続
の
適
正
化
」
論
が
少
年
に
対
す
る
人
権
保
陣
を
必
ず
し
も
怠
昧
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
次
の
二
点
か
ら
も
川
ら
か
で
あ
ろ
う
。

ひ
と
つ
は
、
「
引
実
認
定
子
統
の
適
正
化
」
の
た
め
に
法
改
．
止
が
必
．
製
で
あ
る
珂
山
と
し
て
、
成
人
事
件
に
比
し
て
共
犯
恥
件
の
割
合
が
高
い
こ
と
、

引
実
関
係
が
拘
雑
で
あ
る
こ
と
、
日
現
A
H
わ
せ
な
ど
の
働
き
か
け
を
す
る
例
が
少
な
く
な
い
こ
と
、
少
年
は
共
犯
行
を
か
ば
っ
た
不
A
H
m
な
供
述
を

79 



80 ｝し大法学77号

脊
坊
に
行
う
ミ
と
と
い
う
側
面
の
み
が
「
少
年
事
件
」
の
特
質
と
捉
え
ら
れ
、
審
判
廷
に
現
れ
る
少
年
が
現
実
と
し
て
社
会
的
、
環
境
的
に
ど
の
よ

う
な
状
況
に
出
か
れ
て
い
る
の
か
に
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
法
制
帯
議
会
少
年
法
部
会
第
七
一
一
川
会
品
議
事
録
二
二
以
以
下
、

川
第
七
三
川
会
議
議
事
鉢
一
二
頁
以
下
を
参
照
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
「
弁
議
士
た
る
附
添
人
の
必
要
的
関
与
」
に
し
て
も
、
政
定
作
品
や
身
柄
拘
束
間

前
が
と
ら
れ
る
4
と
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
検
察
行
関
与
と
の
「
均
術
上
」
、

e慮
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
山
本
－
U
紘
判
所
は
本

米
的
に
処
遇
選
択
に
つ
い
て
必
．
安
な
制
度
を
整
備
し
て
お
り
、
市
ね
て
必
要
的
附
添
制
度
は
要
ら
な
い
、
あ
る
い
は
身
柄
拘
点
が
行
わ
れ
た
か
ら
と

い
っ
て
必
史
的
に
附
添
人
が
必
要
と
な
る
釈
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
同
際
的
に
見
て
も
「
少
年
の
人
権
保
附
」
と
い
う
に
は
余
り
に
子
薄

い
も
の
と
な
ろ
う
。
法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
第
七
六
川
会
議
議
事
鉢
一
一
氏
以
ド
を
参
照
。
ド
イ
ツ
少
年
続
判
所
法
は
、
一
九
九

O
年
の
改
・
止
に

当
た
っ
て
、
未
決
勾
部
を
執
行
す
る
場
合
に
は
遅
滞
な
く
弁
護
人
が
選
任
さ
れ
る
行
の
規
定
（
第
六
八
条
）
を
新
設
し
て
い
る
が
、
一
九
八
九
年
の

述
郎
政
府
草
案
に
附
さ
れ
た
瑚
山
主
は
、
こ
の
措
恒
例
の
必
要
性
を
「
少
年
の
防
禦
能
力
の
与
嘩
」
と
「
成
長
期
に
あ
る
少
年
が
拝
段
の
生
活
環
境
か

ら
切
り
離
さ
れ
る
意
味
の
考
慮
」
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
〈
巴
・
回
ロ
ロ
門
町
向
。
阿
佐

E
コ
明
開
王
者
己
正
巳
コ
2
町
民
き
の
2
2
N
B
N
C『
日
伊
豆
め

E
口
問
母
ω

』ロ
mgd門ぽ均一
n
y
z
m
g
E
N
2
2・
」
の
の
〉
コ
己
の
）
〈
。
ヨ

N吋－
H
H
・5
∞
一
戸
田
吋
；

u
g－－－＼印∞－
N
C
m
m－z
・
N∞同・

（5
）
法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
第
七
六
副
会
議
議
事
録
阿
六
頁
は
、
次
の
よ
う
な
発
言
を
記
録
し
て
い
る
。
「
確
か
に
無
罪
推
定
は
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
や
は
り
観
護
柿
慌
を
と
る
と
き
に
、
犯
罪
の
峨
騒
が
こ
の
少
年
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
観
護
措
間
が
ま
ず
基
本
的
に
存
認
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
す
ね
。
こ
れ
だ
け
の
嫌
疑
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
法
律
で
定
め
る
期
間
内
収
容
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
は
仕
方
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
法
作
が
認
め

て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
」

（6
）
法
制
審
議
会
の
事
議
で
も
、
そ
も
そ
も
故
高
裁
判
所
が
椛
附
す
る
形
で
の
法
改
正
を
行
う
必
要
性
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
を
奥
付
け
る
立
法
引
実
が

ト
作
ル
忙
す
る
の
か
、
と
い
う
「
必
要
性
」
に
つ
い
て
は
川
組
組
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。
法
制
官
府
議
会
少
年
法
部
会
第
七
一
一
川
会
品
議
事
録
一
九
百
日
。

法
制
事
議
会
の
帯
議
に
お
い
て
は
、
少
年
審
判
に
立
ち
会
う
検
察
行
の
地
位
に
つ
い
て
、
「
な
る
ほ
ど
家
庭
裁
判
所
の
帯
判
に
お
け
る
位
山
づ
け
と

し
て
は
ま
さ
に
職
怖
主
義
構
造
の
下
で
の
事
判
協
力
行
で
あ
る
」
が
、
「
そ
も
そ
も
検
山
市
山
口
が
少
年
事
判
に
関
与
す
る
趣
行
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
ゴ

わ
ぱ
ス
ポ
ッ
ト
的
な
お
子
伝
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
：
・
（
中
略
）
公
益
の
代
表
者
と
し
て
家
庭
裁
判
所
の
審
判
手
続
の
適
正
化
を
削
保
す
る
、

そ
う
い
う
役
割
を
判
っ
て
い
る
も
の
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
る
」
と
も
説
川
さ
れ
て
い
る
。
法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
第
七
七
川
合
唱
州
地
引
鉢
問

a

a

－－

t
。

－一，
r
b

（
7
）
法
制
帯
品
会
少
年
法
部
会
第
七
阿
川
会
議
議
事
録
三
八
以
。
附
郁
七
五
川
会
議
識
が
鉢
九
頁
、
同
第
七
七
川
会
議
議
事
鉢
八
訂
以
下
、
二
二
民
以
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ド
も
参
照
。

（8
）
矢
口
洪
一
「
京
庇
政
判
所
の
一
二
十
川
年
を
迎
え
て
」
家
峰
此
判
川
制
コ
二
巻
九
U
V

（
一
九
七
九
）
江
氏
以
．
卜
を
特
に
参
照
。
「
司
法
的
機
能
」
諭
の

川
組
以
に
附
し
て
は
、
佐
々
本
光
州
「
少
年
寄
判
い
お
け
る
司
法
的
機
能
の
友
利
」
法
律
時
報
六
三
巻
一
二
号
（
一
九
九
一
）
二
八
頁
以
ド
を
特
に

参
加
。

（9
）
八
木
正
一
「
少
年
法
改
革
へ
の
純
一
百
日
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
八
問
サ
（
一
九
九
五
）
三
五
頁
以
ド
、
横
瀬
健
二
「
少
年
審
判
に
お
け
る
非
行
が
実
M
叫

定
」
犯
罪
と
非
行
一

O
八
け
（
一
九
九
六
）
間
以
以
．
卜
（
荒
木
仲
恰
制
符
『
非
行
ポ
実
の
川
町
叫
ん
必
」
弘
文
堂
（
一
九
九
七
）
．
二
一
一
氏
以
ド
て
が
、
井
一

夫
・
噴
瀬
健
二
・
波
床
H
H
則
・
河
川
町
俊
也
『
少
年
事
件
の
処
聞
に
問
す
る
実
務
上
の
諸
問
阻
』
法
判
全
（
一
九
九
七
）
を
特
に
参
問
。
ま
た
、
知
瀬

川
川
一
一
郎
「
少
年
寄
判
制
度
の
現
状
と
民
情
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

O
八
七
社
（
一
九
九
六
）
三
六
百
以
以
下
も
参
照
。
よ
れ
ら
の
議
論
の
川
凶
刊
に
附
し
て

は
、
川
崎
英
明
「
少
年
司
法
の
改
革
課
題
と
改
革
論
議
の
あ
り
右
」
季
刊
刑
事
弁
護
七
号
（
一
九
九
六
）
七

0
．
員
以
下
、
斉
藤
盟
治
「
刑
事
法
学
の

動
さ
」
法
作
時
報
六
九
巻
八
号
ご
九
九
七
）
一

O
七
訂
以
下
を
特
に
参
問
。

（
叩
）
ミ
れ
ま
で
に
も
、
現
行
少
年
法
下
に
お
け
る
補
充
使
査
の
理
論
的
・
実
際
的
問
題
性
に
つ
い
て
は
、
説
得
力
の
あ
る
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
問
題
性
に
つ
い
て
は
、
村
井
敏
邦
「
捜
査
は
い
つ
終
わ
る
？

l
少
年
事
件
と
捜
査
」
法
学
セ
こ
、
ナ

l
同
三
七
号
二
九
九
二
九
九
頁
以
下
（
同

『
刑
事
訴
訟
法
』
日
本
評
論
社
（
一
九
九
六
｝
一
五
六
頁
以
ド
て
前
野
吟
之
「
研
究
行
か
ら
兄
た
補
充
健
在
」
法
律
時
報
六
三
巻
一
二
社
（
一
九
九

一
）
三
八
頁
以
下
、
須
納
瀬
学
「
弁
護
士
か
ら
見
た
補
充
捜
査
」
法
体
時
報
六
三
巻
二
一
号
二
九
九
二
問
三
頁
以
下
、
川
崎
英
明
「
補
充
砲
査
」

法
作
時
報
六
七
巻
七
け
（
一
九
九
－
h
．
）
一
八
a

氏
以
一
卜
、
服
部
削
「
少
年
司
法
改
車
の
動
向
と
課
題
」
法
律
時
報
六
九
巷
八
件
（
一
九
九
七
）
三
間
引

以
下
を
特
に
参
照
。
ま
た
、
一
九
八
三
年
最
高
裁
決
定
と
一
九
九

O
年
最
而
裁
決
定
と
の
聞
に
お
い
て
揺
れ
動
く
家
庭
法
判
所
の
職
権
証
拠
調
べ
の

純
川
、
限
度
、
ト
刀
法
に
関
す
る
適
．
J

忙
な
あ
リ
万
を
検
討
す
る
必
要
性
か
ら
、
少
年
事
判
子
統
に
お
い
て
刑
引
訴
訟
法
に
い
う
伝
聞
川
拠
い
あ
た
る
よ

う
な
証
拠
市
制
が
無
限
定
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
瑚
山
を
川
少
年
法
下
に
お
け
る
運
用
に
ま
で
遡
っ
て
検
討
し
、
一
九
八
三
年
決
定
に
沿
っ

て
「
立
川
の
テ
ー
マ
」
を
設
定
す
る
必
要
性
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
守
M
克
彦
「
非
行
事
実
の
事
実
認
定
と
少
年
審
判
」
犯
即
と
非
行
一

O
二

リ
（
一
九
九
州
）
問
貞
以
下
（
荒
木
仲
恰
一
端
許
・
前
蛸
井
一
九
九
七
北
（
9
）
二
・
h
H以
ド
、
守
同
克
彦
「
現
代
の
非
行
と
少
年
事
判
』
別
早
川
．
M
W

（
一
九
九
八
）
二
二
九
氏
以
ド
）
を
参
照
。
・
本
稿
も
、
ミ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
負
う
と
よ
ろ
が
大
き
い
。

則
行
少
年
法
の
制
定
過
程
を
め
ぐ
る
全
般
的
な
議
論
に
つ
い
て
は
、
滞
枝
俊
維
「
少
年
法
改
正
作
業
の
時
史
」
法
作
時
報
川
二
巻
一
三
U
V

（
一
九

七
O
）
一
六
百
以
．
卜
、
松
尾
治
也
「
少
年
法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六

O
O
U
（
一
九
七
札
）
二
六
六
氏
以
．
卜
を
特
に
参
照
。
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補
充
捜
査
と
検
察
官
関
与
｜
｜
捜
査
手
続
と
審
判
手
続
の
連
結
｜
｜

も
と
も
と
、
少
年
司
法
実
務
に
お
い
て
は
、
「
少
年
に
不
利
な
万
向
」
で
の
職
権
証
拠
調
べ
は
で
き
ず
、
ま
た
家
紋
送
致
後
の
が

件
に
つ
き
補
充
般
査
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
理
山
の
中
核
は
、
家
庭
裁
判
所
の
裁
判
所
と
し
て
の
中
立
性
に
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
「
犯
罪
の
捜
査
を
し
た
と
き
は
」
事
件
を
検
察
行
に
送
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
を
定
め
る
刑
事
訴
訟
法
第
二
川
六
条
と

は
卵
、
な
り
、
少
年
法
第
問
一
条
、
第
問
二
条
は
「
岐
点
且
を
遂
げ
た
結
果
」
事
件
を
家
庭
裁
判
所
に
送
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

少
年
審
判
規
則
第
八
条
第
二
項
は
、
家
裁
へ
の
事
件
送
致
時
に
書
類
、
証
拠
物
そ
の
他
参
考
と
な
る
資
料
が
あ
る
と

規
定
し
て
お
り
、

き
は
、
あ
わ
せ
て
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
送
付
さ
れ
た
資
料
を
基
に
す
で
に
帯
判
開
始

決
定
時
に
非
行
事
実
あ
り
の
蓋
然
的
心
証
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
裁
判
所
と
し
て
の
中
立
性
と
い
う
観
点
か
ら

も
少
年
に
不
利
な
方
向
で
の
証
拠
調
べ
は
で
き
ず
、
ま
し
て
や
「
裁
判
所
に
事
件
が
係
属
後
、
瞥
察
を
し
て
新
た
に
捜
査
さ
せ
る
こ
と

と
抗
」
る
こ
と
は
、
中
立
性
の
観
点
か
ら
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
少
年
保
護
手
続
に
お
い
て
は
拠
育
と
審
判
と
は
断
絶
し
て
い

る
と
い
う
即
日
解
を
前
鈍
と
し
た
考
え
で
あ
る
。

し
か
し
、
最
高
裁
判
所
昭
和
五
八
年
一

O
月
二
六
日
第
一
小
法
延
決
定
（
州
集
三
七
巻
八
り
一
二
六
O
頁
）
の
「
合
理
的
裁
民
」
論

の
転
換
を
通
し
て
、
少
年
司
法
実
務
に
お
け
る
防
相
似
的
実
体
的
氏
支
主
義
へ
の
傾
斜
が
生
じ
る
。
「
1

川
法
機
関
」
性
と
「
職
権
主
義
的
帯

川
構
造
」
を

m山
と
し
て
、
家
庭
裁
判
所
に
は
実
体
的
真
実
の
発
見
に
努
め
る
べ
き
職
員
が
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
形
で
司
法
機
関
と
し
て
の
中
立
性
が
否
定
さ
れ
、
あ
る
い
は
逆
に
、
司
法
機
関
と
し
て
の
「
中
立
性
」
と
「
公
正
さ
」
を
保

つ
た
め
に
こ
そ
非
行
事
実
認
定
方
向
で
の
職
権
証
拠
調
べ
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
補
充
岐
本
は
が
必
要
で
あ
る
と
、
正
張
さ
れ
る
に
主
る
内

2 



そ
の
結
果
、

少
年
保
護
子
統
に
お
け
る
使
査
と
審
判
が
連
続
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
な
お
丹
き
」
に
お
い
て
「
捜
育
機
関
は
、
少
年
の
被
疑
事
件
を
家
庭
裁
判
所
に
送
致
し
た
後
に
お
い
て
も
補
充
仰
木
川
が

で
き
、
家
庭
政
判
所
は
事
実
調
官
の
た
め
、
捜
査
機
関
に
対
し
、
右
加
問
先
権
限
の
発
動
を
促
し
、

又
は
少
年
法
第
二
ハ
条
の
削
判
定
に
本

づ
い
て
補
充
捜
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
最
高
裁
判
所
平
成
二
年
一

O
月
二
四
日
第
一
小
法
廷
決

定
（
刷
集
問
問
巻
七
日
す
六
三
九
．
h
）
は
、
審
判
段
階
に
お
い
て
少
年
が
否
認
し
、
ア
リ
バ
イ
を
主
張
し
た
事
案
で
あ
り
、
積
極
的
に
非
行

事
実
認
定
方
向
で
の
補
充
捜
査
を
認
め
た
事
案
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
な
ぜ
家
裁
送
致
後
の
事
件
に
つ
き
地
育
機
関
は
納
光
州
問
責

そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
現
実
的
に

権
限
を
も
ち
う
る
の
か
、
ま
た
そ
の
限
度
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
本
決
定
は
論
理
を
明
示
せ
ず
、

現行少年法制定過科から見た捜育．と審判の分離

捜
査
機
関
に
よ
る
野
放
図
な
補
充
捜
査
と
家
庭
裁
判
所
に
よ
る
安
易
な
補
充
捜
査
依
頼
を
招
来
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
少
年
法
第
二
ハ

条
に
基
づ
く
援
助
依
頼
に
よ
り
警
察
及
ぴ
検
察
か
ら
送
付
を
受
け
た
証
拠
の
存
在
を
附
添
人
に
了
知
さ
せ
な
か
っ
た
原
原
審
の
措
置
を

「
妥
当
性
を
欠
い
た
も
の
」
と
位
置
づ
け
つ
つ
も
、
証
拠
全
体
の
小
で
最
要
な
位
置
を
占
め
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
少
年
に

対
し
て
は
審
判
全
体
を
通
じ
十
分
な
防
禦
の
機
会
が
保
障
さ
れ
、
当
該
回
答
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
リ
防
禦
卜
特
段
の
不

利
益
を
生
じ
た
と
も
い
え
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
「
違
法
」
で
は
な
い
と
判
示
し
た
最
高
裁
判
所
平
成
一

0
年
四
月
二
一
日
第
三
小

法
廷
決
定
（
川
集
五
二
巻
三
サ
二

O
九
頁
）
も
、
こ
の
一
九
九

O
年
以
高
裁
決
定
を
前
提
と
す
る
。
し
か
し
多
数
意
見
に
従
う
と
し
て
も
、

そ
の
論

mと
結
論
は
、
逆
に
、
補
充
捜
本
は
の
結
果
収
集
さ
れ
た
証
拠
の
側
値
が
現
実
的
に
は
極
め
て
低
い
と
い
う
補
充
仰
木
川
の
一
般
的

属
性
を
例
証
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
も
そ
も
補
充
捜
査
を
行
う
必
要
性
自
体
が
乏
し
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

3

一
九
九

O
年
決
定
を
契
機
と
し
て
、
捜
査
機
関
関
係
者
の
み
な
ら
ず
、
裁
判
所
側
か
ら
も
補
充
捜
査
を
積
極
的
に
認
め
る
見
解

が
強
く
主
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
第
問
一
条
、
第
問
二
条
な
ら
び
に
第
一
六
条
を
ど
の
よ
う
に

83 

解
釈
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
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少
年
法
第
問
一
条
、
第
間
二
条
は
、
次
の
よ
う
に

m解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
使
古
を
終
了
し
た
後
の
事

件
送
致
要
件
の
む
無
を
判
断
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
事
件
送
致
後
の
捜
査
権
限
の
有
無
に
ま
で
触
れ
る
も
の
で
は

ま
ず
、

九人－~k"f:77 ~；－ 

な
い
。
し
た
が
っ
て
家
叱
裁
判
所
に
係
M
胸
中
の
が
件
に
つ
い
て
も
叫
先
機
関
は
補
充
仰
木
川
権
限
を
有
す
る

と
。
ニ
こ
で
は
、
「
犯
罪
の

問
先
を
し
た
と
き
は
」
事
件
を
込
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
主
す
る
刑
事
訴
訟
法
第
二
間
六
条
と
「
校
先
を
遂
げ
た
紡
県
」
事
件

を
送
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
少
年
法
第
四
一
条
、
第
問
二
条
と
の
文
言
の
差
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
の
意
義
に
実

質
的
な
去
述
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
少
年
法
第
四
一
条
、
都
内
二
条
を
内
解
し
、
家
－
U
政
判
所
送
致
後
の
引
件
に
お
い
て
も
仰
木
山
機
関
は
問
符
権
限
を
も
っ

と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
少
年
法
第
一
六
条
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
。
少
年
法
第
一
六
条
第
一
項
に
い
う
「
謝
任
」

と
は
、
家
庭
裁
判
所
が
少
年
保
護
事
件
に
つ
い
て
訓
売
す
る
す
べ
て
の
場
合
で
あ
り
、
「
引
実
調
木
H
一
」
も
合
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
～
永
厄

裁
判
所
は
、
「
符
療
行
」
に
対
す
る
媛
肋
依
頼
と
し
て
補
充
健
在
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
で
、
少
年
法
第
一
六
条
第
二
項
に

い
う
家
庭
紋
判
所
の
「
職
務
」
と
は
、
ん
系
嵯
裁
判
所
の
職
務
全
般
に
わ
た
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
で
の
協
力
依
頼
の
相

F
U
に
つ

い
て
は
制
限
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
検
察
行
や
欝
察
将
に
対
す
る
協
力
依
頼
と
し
て
補
光
地
計
．
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
店
説

的
兄
解
に
よ
れ
ば
、
少
年
法
第
一
六
条
第
一
項
と
第
二
項
と
は
「
特
別
規
定
」
と
「
一
般
規
定
」
と
の
関
係
に
立
つ
が
、
そ
の
ど
ち
ら

に
よ
っ
て
も
家
庭
裁
判
所
は
慢
査
機
関
に
補
充
捜
査
の
依
頼
が
で
き
る
。
仮
に
第
一
頃
に
よ
る
「
援
助
依
頼
」
と
し
て
補
充
捜
古
依
頼

が
で
き
な
い
と
し
て
も
、
第
一
川
と
の
関
係
に
お
い
て
「
一
般
規
定
」
で
あ
る
第
二
川
を
似
拠
に
拠
先
機
関
に
よ
る
補
充
仰
木
川
の
「
協

と
。
以
上
の
よ
う
な

m解
を
辿
じ
て
、
般
市
子
統
と
審
判
子
続
と
が
連
結
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
の
パ
ッ
ク
・
ポ

l
ン
と
な
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
考
え
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
少
年
法
に
は
「
少
年
の
健
全
育
成
」

力
依
頼
」
が
で
き
る
、

と
い
う
け
標
が
あ
り

そ
の
た
め
に
法
は
非
行
あ
る
少
年
に
対
し
保
護
処
分
を
行
う
こ
と
を
日
的
と
し

保
護
を
．
要
す
る
少
年
に
適
切



な
保
護
を
加
え
る
こ
と
を
日
的
と
す
る
。
非
行
事
実
の
作
．
h
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
ニ
の
法
の
け
的
を
達
成
す
る
た
め
の
大
前
提

と
な
る

し
か
し
、

少
年
川
州
議
手
続
に
お
い
て
は
、
検
察
行
が
審
判
に
関
与
し
て
お
ら
ず
、
裁
判
所
の
果
た
す
べ
き
役
割
に
よ
り
積
傾

的
な
も
の
が
ボ
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
司
法
機
関
で
あ
る
家
庭
裁
判
所
に
は
実
体
的
真
実
の
発
見
に
努
め
る
べ
き
職
責
が
あ
リ
、
「
職
権
主

主
的
容
川
構
造
」
を
と
る
少
年
保
護
子
統
に
お
け
る

は
巾
丹
市
ド
者
、
正
義
的
対
審
構
造
を
と
る
刑
事
訴
訟
法
子
統
と
同
様
の
も

’It 

の
と
は
併
せ
ら
れ
な
い

の
即
一
解
と

非
行
を
犯
し
た
嫌
悦

非
行
事
実
認
定
万
向
へ
と
傾
斜
し
た

’1・11: 

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

が
あ
る
以
上
、
逃
揃
な
く
「
氏
支
」
を
発
見
す
る
こ
と
で
少
年
を
「
保
識
」
し
、
あ
る
い
は
鼎
状
と
均
衡
し
た
処
分
を
科
す
こ
と
で
「
健

全
行
成
」
を
附
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
刷
版
的
実
体
的
点
八
%
、
正
義
的
な
「
必
保
護
」
主
義
と
で
も
呼
ぷ
べ
き
与
え
を
、
こ
こ
に

現if少年法制主i品れから比たt:!Utと審判lの分離

認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
九
九

O
午
沿
い
H

川
裁
決
定
を
契
機
と
し
て
議
論
さ
れ
た
補
光
地
在
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
主
張
の
基
本
線
は

一
九
七

0
年
代

4 
終
わ
り
か
ら
実
務
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
・
準
備
さ
れ
特
に
一
九
八
三
年
決
定
の

「
合
理
的
裁
は
」
論
の
怠
義
を
転
換
さ
せ
る
役
割
を
担
っ

た
「
司
法
的
機
能
」
論
と
川
一
底
し
て
お
り

一
九
九

O
午
代
下
ば
叫
か
ら
似
庇
化
し
議
論
を
し
札
法
論
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
移
す
役
川
を
川
一
つ

た
「
適
正
な
事
実
認
定
」
論
に
も
献
爪
さ
れ
て
い
る
。

本
吃
此
判
所
の

「
司
法
機
関
性
」
を
強
調
し
点
実
発
見
の
必
．
要
性
を
布
川
す
る

、ーー..，
た 1iJ
ぇ；）~
る（l~J
も機
の fit
で」
は；i'i命
な5は
~ 

「
必
．
耐
火
な
証
拠
調
べ
を
行
わ
な
い
ま
ま
安
坊
に
『
非
行
な
し
』
の
帯
判
を
す
る
の
は

司
法
的
機
能
の
型
前
に

少
年
に
不
利
な
方
向
で
の
職
権
祉
拠
調
べ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
を
説
く
。

い
が
ゆ
え
に

そ
し
て

川
河
行
少
年
法
の
事
判
構
造
で
は

「
適
正
な
事
実
認
定
」
が
確
保
で
き
ず
、

法
改
正
が
必
要
で
あ
る
行
を
説
く
「
適
正
な
れ
・
実
認
定
」
論

は
、
「
実
際
に
は
罪
を
犯
し
て
い
る
少
年
が

否
認
を
押
し
通
せ
ば

非
行
な
し
不
処
分
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
、
少
年
法
の

日
的
で
あ
る
少
年
の
健
全
育
成
は
達
成
さ
れ
ず
、
社
会
の
安
全
へ
の
必
彩
響
も
懸
念
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

非
行
を
犯
し
た
少
年
に
対

85 

し
て
は
必
要
な
保
護
等
が
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
努
め
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
安
易
に
非
行
な
し
の
判
断
を
し
、

犯
罪
的
危
険
性
の
あ
る
少
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年
を
放
置
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

JL大法学77号

こ
れ
ら
の
主
張
内
容
は
、
当
然
に
、
「
少
年
の
健
全
な
育
成
」
や
「
教
育
」
の
理
解
に
も
影
響
を
及
ぼ
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
「
司
法
的

機
能
」
論
が
「
処
分
を
決
め
る
に
当
た
っ
て
、
少
年
の
健
全
育
成
を
け
的
と
し
な
が
ら
も
、
社
会
、
公
共
の
安
全
と
は
無
関
係
で
は
あ

リ
え
な
い
」
と
説
き
、
「
適
正
な
事
実
認
定
」
論
が
、
「
も
の
に
は
限
度
が
あ
り
、
本
人
や
保
護
者
の
反
省
、
更
に
は
被
害
者
の
納
得
が

そ
れ
で
許
さ
れ
な
い
よ
う
な
重
大
な
事
件
に
つ
い
て
は
、
本
人
に
対
す
る
教
育
、
処
分
の
公
平
さ
や
社
会
防
衛
の
観
点
等

の
総
合
的
な
判
断
か
ら
厳
し
く
対
処
す
る
こ
と
も
要
約
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
き
、
こ
こ
で
の
「
少
年
の

あ
っ
て
も
、

健
全
な
育
成
」
や
「
教
育
」
の
実
質
が
川
ら
か
と
な
ろ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
こ
で
は
、
「
適
正
な
が
実
認
定
」
論
が
い
う
「
適
正
」

さ
の
実
質
的
内
容
も
自
ず
と
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
九
九

0
年
代
半
ば
頃
か
ら
顕
在
化
し
議
論
を
立
法
論
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
移
す
役
割
を
担
っ
た
「
適
正
な
事
実
認
定
」
論
が
こ
の
よ
う

な
基
本
線
の
上
に
立
つ
以
上
、
そ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
片
而
的
当
事
者
主
義
」
論
や
「
一
人
三
役
」
（
「
一
人
二
役
」
）
縦
｜
｜
す
な
わ
ち
、

現
行
の
職
権
主
義
構
造
は
少
年
の
権
利
を
保
附
し
た
と
き
か
ら
「
片
而
的
当
事
者
主
義
」
と
な
り
「
中
立
性
」
、
「
公
平
性
」
を
保
持
で

き
な
い
事
態
に
な
る
と
い
う
考
え
、
な
ら
び
に
川
河
在
の
少
年
審
判
が
職
権
構
造
を
と
り
検
察
行
を
排
除
し
て
い
る
以
上
、
裁
判
山
口
が
検

察
行
や
附
添
人
の
役
割
を
も
担
わ
ざ
る
を
え
ず
、
少
年
に
附
添
人
が
附
い
た
と
し
て
も
検
察
｛
日
の
役
割
は
残
り
、
そ
の
よ
う
な
「
一
人

三
役
」
、
「
一
人
二
役
」
に
は
限
界
が
あ
る
が
ゆ
え
に
法
改
正
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
ー
ー
を
重
要
な
構
成
要
素
と
す
る
に
至
っ
た

ニ
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、
こ
の
点
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
法
制
御
町
議
会
に
お
け
る
故
高
裁
の
「
事

実
認
定
子
統
の
適
正
化
」
論
を
そ
の
延
長
線
上
に
位
前
つ
け
る
こ
と
は
同
蛾
な
こ
と
で
は
な
い
。
「
適
正
な
事
実
認
定
」
論
に
お
い
て
潜

在
的
な
検
察
宵
が
、
「
事
実
認
定
手
続
の
適
正
化
」
論
に
お
い
て
具
体
的
に
顕
在
化
し
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、
最
高
裁
判
所
が
強
力
に
議
論
を
推
し
進
め
た
法
制
審
議
会
に
お
け
る
「
事
実
認
定
子
統
の
適
正
化
」
論
が
、
殊
更
に
補
充
捜
査
を



問
題
と
し
な
か
っ
た
こ
と
も
．
小
思
議
で
は
な
い
。

し
か
し
、
制
定
過
程
か
ら
織
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
現
行
少
年
法
の
理
念
と
子
統
構
造
の
服
用
に
照
ら
し
て
み
た
場
介
、
こ
こ
に
比

ら
れ
る
よ
う
な
少
年
法
第
同
一
条
、
第
間
二
条
な
ら
び
に
第
一
h

ハ
条
に
関
す
る
開
解
や
捜
査
手
続
と
審
判
手
続
と
を
述
結
さ
せ
る
考
え
、

そ
し
て
そ
の
背
後
に
あ
る
そ
も
そ
も
の
基
本
的
な
与
え
が
A
H
m
性
を
も
ち
う
る
か
は
疑
わ
し
い
。
少
年
法
第
一
し
ハ
条
の
理
解
に
つ
い
て

は
、
補
充
捜
査
を
柿
極
的
に
認
め
る
見
解
に
よ
り
引
き
合
い
に
山
山
さ
れ
る
「
通
説
的
見
解
」

の
前
提
を
舷
認
す
る
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。

以
ド
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
条
項
の
沿
革
と
趣
行
を
確
認
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

現
行
少
年
法
の
理
念
と
原
理
を
再
確
認
す
る
こ
と

に
し
ト
晶
、
7
0
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（
日
）
川
和
三
九
年
全
凶
少
年
係
裁
判
行
会
同
な
ら
び
に
附
和
問
問
年
全
川
少
年
係
裁
判
行
会
同
に
お
け
る
家
庭
局
見
解
を
特
に
参
照
。
家
庭
裁
判
月
報

一
六
巻
一
一
号
（
一
九
六
阿
）
三
三
頁
以
下
、
家
庭
裁
判
月
報
二
一
巻
一
一
号
こ
九
六
九
）
五
一
頁
以
下
。

（
ロ
）
附
和
問
同
年
全
同
少
年
係
裁
判
官
会
同
に
お
け
る
家
庭
局
見
解
。
前
掲
一
九
六
九
註
（
日
）
五
一
一
良
。

（日）

4
の
よ
う
な
転
換
が
ケ
ー
ス
・
ワ

l
ク
の
後
退
と
連
動
し
、
ま
た
川
時
進
行
的
で
あ
っ
た
よ
と
に
つ
い
て
は
、
斉
藤
型
治
「
少
年
司
法
と
適
正
子

統
」
法
律
時
報
六
七
巻
七
日
す
こ
九
九
五
）
六
頁
以
下
（
川
『
少
年
法
研
究
1
適
正
予
続
と
誤
判
救
済
」
成
文
堂
（
一
九
九
七
）
一
二
以
以
下
）
、
前

野

4
之
「
少
年
審
判
の
事
実
認
定
に
お
け
る
司
法
と
悩
祉
」
日
本
の
科
学
者
三
二
巻
五
号
（
一
九
九
六
）
三
八
頁
を
特
に
参
照
。

（M
）
流
山
中
央
高
校
欣
火
点
遂
事
件
い
関
す
る
一
九
八
三
年
伯
尚
裁
決
定
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
出
崎
行
雌
裁
判
行
の
意
見
で

あ
る
。
尼
崎
意
見
は
、
一
九
八
三
年
決
定
、
特
に
川
蝉
補
足
怠
見
と
の
関
係
で
問
題
を
捉
え
、
「
少
年
に
対
し
て
卜
分
な
防
御
の
機
会
を
h
u
f
f

え
る
こ
と

は
、
家
庇
裁
判
所
の
事
実
認
定
に
対
す
る
少
年
の
納
得
な
い
し
社
会
の
信
頼
を
確
保
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
が
、
ょ
の
よ
う
な
七
頼
は

少
作
法
の
合
同
す
る
教
育
的
機
能
の
前
提
を
な
す
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
阿
川
容
の
間
抗
は
、
「
法
一
条
の
古
川
す
る
少
年
法
の
基
本
町
念
い
照
ら

し
て
違
法
と
い
う
ほ
か
な
い
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
よ
よ
で
は
ま
た
、
判
断
の
前
提
と
し
て
、
「
山
冬
恒
雄
判
所
が
問
先
機
関
に
刈
し
て
偲
肋
な
ど
の

依
舶
を
す
る
」
こ
と
は
「
判
断
機
関
と
し
て
み
れ
ば
例
外
的
な
措
置
」
で
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

本
決
定
の
評
釈
と
し
て
は
、
三
川
町
幹
夫
「
少
年
法
一
h

ハ
条
に
基
づ
く
掠
助
協
力
の
依
頼
に
よ
り
抽
問
先
機
関
か
ら
送
付
を
受
け
た
証
拠
の
作
住
を
附

87 
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添
人
に
了
知
さ
せ
な
か
っ
た
情
出
が
違
法
と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
た
引
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
三
九
ザ
（
一
九
九
八
）
一
八
八
玩
以
下
、
川
山
敏
裕

「
少
年
法
一
六
条
に
棋
づ
く
地
流
機
関
へ
の
彼
助
協
力
依
頼
に
よ
り
仰
ら
れ
た
証
拠
の

ιι
を
附
添
人
に
了
知
さ
せ
な
い
ニ
と
の
池
内
」
法
学
教
主

二
二

O
守
二
九
九
九
）
一
三

O
以
以
ド
が
あ
る
。

（
日
）
補
充
仰
木
川
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
証
拠
の
説
明
力
が
倒
的
て
低
い
・
」
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
町
内
野
持
之
「
少
年
事
判
制
度
へ
の
挑
帆
」
法
学

セ
ミ
ナ
ー
問
七
七
日
ヅ
（
一
九
九
問
）
八
頁
以
下
を
参
問
。
引
納
瀬
学
・
的
制
論
文
一
九
九
一
花
（
叩
）
間
三
以
以
下
は
、
納
光
地
上
流
の
問
削
は
山
什

川
取
の
四
本
川
の
あ
り
万
を
反
映
し
て
い
る
ニ
と
を
指
摘
す
る
。
荒
木
仲
払
川
「
少
年
事
判
に
お
け
る
非
行
引
支
の
認
定
」
犯
罪
と
非
訂
一

O
一
サ
（
一

九
九
州
）
問
九
以
（
荒
木
仲
恰
制
許
・
前
拠
品
川
H

一
九
九
七
一
日
（

9
）
三
二
百
）
も
、
「
犯
罪
仙
問
先
脱
範
や
少
年
野
療
治
品
川
要
綱
を
遵
守
し
た
問
先
を
京

佐
此
判
所
へ
送
致
前
に
行
っ
て
い
れ
ば
、
補
充
抽
出
査
が
必
要
と
な
る
が
案
は
ほ
と
ん
ど
生
じ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
」
と
指
摘
す
る
。

（
同
）
古
川
佑
紀
「
家
裁
送
致
後
の
少
年
事
件
に
つ
い
て
補
充
抽
捜
査
を
求
め
る
こ
と
の
可
否
」
研
修
五
一
二
せ
（
一
九
九
二
川
七
頁
以
ド
、
新
庄
一
郎

「
京
地
送
致
後
の
少
年
事
件
の
補
充
地
官
の
実
務
的
対
応
」
瞥
禦
尚
子
論
集
川
川
巻
六
川
ザ
ご
九
九
二
七
二
以
以
下
を
参
照
。

（
口
）
門
肝
博
「
補
充
限
定
に
閲
す
る
諸
問
題
」
家
庭
裁
判
月
報
問
二
巻
一
二
号
（
一
九
九

O
）
一
長
以
下
、
金
谷
晩
「
家
庭
裁
判
所
の
捜
査
機
関
に
対

し
補
充
捜
査
を
促
し
又
は
求
め
る
権
限
」
法
曹
時
報
四
川
巻
一
一
号
二
九
九
二
）
二
一
一
一
頁
以
下
、
刺
同
科
卒
「
家
庭
裁
判
所
が
地
査
機
関
に
刈

し
補
光
地
任
を
促
し
λ
は
求
め
る
ニ
と
の
吋
a

小
川
」
家
庭
此
判
川
組
問
川
巻
一
守
ご
九
九
一
一
）
一
九
九
頁
以
下
。
川
崎
英
明
・
前
掲
論
文
一
九
九
五

詑
（
凶
）
一
八
頁
以
下
は
、
警
察
・
検
察
実
務
家
に
よ
り
な
さ
れ
た
「
補
充
世
査
推
進
論
」
と
家
庭
裁
判
実
務
家
に
よ
り
な
さ
れ
た
「
家
裁
主
導
の

州
光
叫
古
容
認
論
」
と
の
川
に
は
、
補
充
拠
木
日
を
全
出
的
に
川
放
す
る
諭
刊
で
あ
る
か
向
か
、
川
滑
な
書
判
迎
悦
な
ど
の
品
単
で
州
光
州
川
町
を
制
約

す
る
「
家
政
の
論
珂
」
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
百
か
で
隔
た
リ
が
あ
っ
た
よ
と
、
一
九
九

O
年
H

財
布
続
決
定
に
は
こ
の
ふ
た
つ
の
論
理
が
併

ιし

て
い
た
こ
と
、
し
か
し
な
が
ら
、
「
｛
・
杢
秘
主
導
の
補
充
問
責
存
認
論
」
白
体
が
論
珂
的
限
界
性
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
凶
）
注
（
口
）
に
柑
げ
た
文
献
に
加
え
て
、
浜
作
一
・
犬
・
樹
瀬
健
二
・
波
山
山
川
・
川
川
阿
倍
也
・
前
柑
汗
一
九
九
七
花
（
9
）
二

O
九
以
以
下
、
円
肝

間
「
柿
光
地
点
叫
」
川
山
内
格
制
「
少
年
法
判
例
．
h
選
』
打
斐
聞
こ
九
九
八
）
九
八
一
氏
以
ド
、
川
官
裕
・
成
瀬
健
二
制
『
注
釈
少
年
法
』
む
斐
附
（
一

九
九
八
）
一
一
・
h
H以
下
も
参
照
。

（
円
｝
叫
1

山
（
げ
で
（
同
）
に
挙
げ
た
文
献
に
加
え
て
、
小
川
．
止
持
「
少
午
似
品
川
市
V
件
に
お
け
る
戦
権
証
拠
調
べ
」
京
嵯
政
判
川
知
コ
一
七
巻
じ
サ
ご
九
八

五
）
六
頁
以
．
ト
も
参
照
。

（
初
）
附
和
五
九
年
度
の
「
京
嵯
政
判
一
州
事
件
の
概
・
此

l
少
年
引
件
l
」
京
峰
此
判
川
棚
三
六
巻
三
H
V

（
一
九
八
問
）
八
六

H
。
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（
れ
）
浜
井
一
・
犬
・
店
瀬
健
一
一
・
波
山
市
川
口
川
・
河
原
俊
也
・
前
掲
汗
一
九
九
七
註
（

9
）
間
百
円
。
な
お
、
本
品
川
一
九

O
貞
の
説
（
時
）
は
、
「
職
権
主
義
的

得
川
構
造
を
保
川
す
る
少
年
市
判
に
お
い
て
は
、
：
・
（
中
略
）
少
午
の
健
全
な
育
成
を
究
断
的
な
け
的
と
し
て
、
れ
ら
、
少
年
に
有
利
な
証
拠
も
．
小

利
な
証
拠
も
収
保
し
て
、
少
午
が
非
行
を
犯
し
た
か
ど
う
か
を
僻
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
「
引
に
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、

．
（
中
略
）
検
察
山
口
を
立
ち
会
わ
せ
な
が
ら
、
裁
判
所
は
少
年
に
有
利
、
不
利
を
問
わ
ず
、
事
実
の
真
相
解
明
の
権
限
、
職
権
調
査
、
証
拠
調
べ
の

義
務
が
深
さ
れ
、
実
際
に
も
梢
倒
的
に
職
権
を
行
使
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
と
の
比
較
か
ら
見
れ
ば
、
我
が
同
の
少
年
審
判
で
は
検
察
宵
の

な
会
が
な
い
分
、
さ
ら
に
銭
判
所
の
職
此
が
加
抗
さ
れ
て
い
る
も
の
と
も
い
え
よ
う
」
と
述
べ
、
峨
瀬
健
二
・
前
叫
ん
岬
文
一
九
九
た
抗
（
9
）
一
…
円

以
以
下
（
荒
木
制
許
・
前
拘
品
川
一
九
九
七
証
（
9
）
二
二

O
H以
下
）
も
同
様
の
指
摘
を
す
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
諸
外
国
法
制
の
「
職
権
主
義
的
審
問
構
造
」
の
前
提
を
確
泌
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ま
ず
一
般

的
な
事
柄
と
し
て
「
職
権
主
義
的
寄
問
構
造
」
に
お
け
る
裁
判
所
の
事
実
解
明
義
務
は
法
治
国
家
原
則
の
下
で
、
起
訴
法
定
主
義
を
前
提
と
し
た
も

の
で
あ
る
・
』
と
、
公
判
に
お
い
て
は
い
仇
持
、
五
指
と
口
一
山
ド
．
義
が
町
制
さ
れ
る
・
』
と
が
れ
巾
：
県
で
あ
り
、
さ
ら
に
少
年
子
統
に
つ
い
て
は
、
削
切
実
的
に
、

少
年
係
検
紫
行
同
様
、
少
年
此
判
所
を
構
成
す
る
少
年
係
政
判
山
り
川
身
に
聞
か
な
経
験
と
職
慌
が
ボ
め
ら
れ
、
教
育
学
、
少
年
心
瑚
学
、
少
年
制
神

医
学
、
犯
罪
学
及
ぴ
柾
会
学
の
知
識
と
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
職
業
訓
練
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
特
に
少
年
裁
判
所
法
第
三
七
条
な
ら
び
に
第
三

七
条
い
閲
す
る
本
準
を
参
照
）
が
抗
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
川
実
の
卜
．
で
も
、
少
年
政
判
所
の
拙
山
性
を
判
保
す
る
た
め
に
、
特
に
少
年
係
政

刊
行
に
は
さ
ら
に
聞
か
な
経
験
と
資
質
、
少
年
子
統
に
ふ
さ
わ
し
レ
山
中
門
教
育
・
職
業
教
育
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
学

説
の
み
な
ら
ず
、
過
去
の
法
作
官
や
ら
収
法
抱
京
に
お
い
て
も
繰
り
返
し
強
訓
さ
れ
て
き
た
引
制
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
凶
問
先
に
つ
い
て
も
、
法

治
同
家
原
則
の
．
卜
、
司
法
行
的
性
格
を
も
っ
と
も
い
わ
れ
る
検
察
行
が
警
察
に
対
す
る
指
揮
監
督
権
を
も
ち
、
現
実
的
な
統
制
を
及
ぽ
す
’
」
と
、
そ

う
し
た
上
で
も
、
機
察
行
が
市
判
延
に
立
ち
会
う
が
ゆ
え
に
れ
動
的

ι地
査
が
適
．
K
化
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
瞥
察
に
お
け
る
未
成
年
者
の

4
川
に
つ
い
て
は
教
育
権
行
や
法
定
代
用
人
を
立
ち
会
わ
せ
る
側
’
川
い
あ
る
こ
と
が
抗
要
で
あ
ろ
う
。
瞥
療
行
職
務
川
崎
川
三
八
二
「
少
年
事
件
の
処

開
」
が
一
九
九

ι年
に
改
訂
さ
れ
た
際
に
、
野
療
に
お
け
る
よ
成
年
お
の
尋
問
に
つ
い
て
教
育
権
者
や
法
定
代
即
日
人
が
立
会
権
を
も
つ
こ
と
を
明
記

し
た
よ
と
は
ポ
イ
ン
ト
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
。
川
淀
川
段
階
に
お
い
て
も
少
年
に
ふ
さ
わ
し
い
形
で
法
的
川
家
的
保
陣
を
及
ぼ
し
、
そ
の
上
で
も
な
お

寄
判
段
階
に
お
い
て
少
年
子
統
に
ふ
さ
わ
し
い
裁
判
有
が
事
実
解
明
義
務
を
負
う
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
の
「
職
権
主
義
的
審
問
構
造
」
で
あ
る
。

川
目
先
段
階
に
大
き
な
川
組
を
も
っ
わ
が
川
に
お
い
て
「
職
権
主
持
的
事
問
構
造
」
に
お
け
る
政
判
所
の
職
内
を
ド
イ
ツ
に
倣
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ

の
帰
結
と
し
て
「
加
申
さ
れ
」
る
の
は
、
加
川
上
町
機
関
の
嫌
疑
を
先
川
町
さ
せ
る
「
戊
定
地
見
」
義
務
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
爪
持
ト
仁
誌
と

H
M
Lれ
義
を
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貫
徹
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
れ
を
吟
味
検
討
す
る
方
向
で
の
事
実
解
明
義
務
で
あ
り
、
少
年
子
統
に
か
か
わ
る
裁
判
宵
の
豊
か
な
職
歴
と
教
育
的
資
質

そ
し
て
呼
門
教
育
や
職
業
教
育
に
つ
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ド
イ
ツ
少
年
裁
判
所
法
な
ら
び
に
川
法
法
準
の
邦
訳
と
し
て
は
、
七
井

政
相
・
武
内
謙
治
「
ド
イ
ツ
少
年
裁
判
所
法
お
よ
び
同
法
基
準
」
九
州
大
学
法
政
研
究
六
問
巻
一
号
（
一
九
九
七
）
一
七
七
頁
以
下
を
参
照
。
ド
イ

ツ
少
年
政
判
所
法
に
関
係
す
る
比
較
的
地
近
の
法
作
案
や
法
律
従
軍
の
な
か
で
、
殊
に
少
年
係
政
判
山
口
の
資
質
と
山
中
川
教
育
・
職
業
教
育
の
必
要
性

に
触
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
次
の
文
献
を
特
に
参
照
。
↓

Z
ω
g
弘司印目以円）

NC『
河
内
州
問
。
吋
ヨ
己
g
』
c
m
o
a－q吉
弘
ロ
巳

g
n
y
z・
N
E』
己
何
回
』
m・3
5∞N

ω・
。
。
『
『
・
・
〉
コ
守
山
m四円
凶

mwH
・
司
『
ω一
良
一
。
コ
岳
山
・
印
刷
】
巴
・
河
内
川
町
。
コ
同
色
。

ω
］口問。ロ門首
2
・一
ny円
ω〈
2
・p
y『命ロ
m
－
国
同
，
i
U
『
ω・
ニ
＼

kmmwNC・
m・－叫『よ

目。
ω
n
Z
E
r
o
E
u
r
z
g
m
c
E
回
。
「
一
の
宮
内
町
ω
河内刊の
Z
8
5
R
E
g
g
s－〉
5
R
Y
C
E）
〈
。
ョ

5
・。・－

S
0・
回
吋

t
u
g－
己
＼

2
N－－
m・ω・・明，
C司
巴
コ

ロ
2
2
』己ぬ
g
a
m
q
r
z
m
m
g
E
N・〈
O『円
Z
似
何
一
命
色
。
『
巴
〈
己
。
町
内
。
ョ
ヨ
一
部
一
。
ロ

NC『河内川町
O吋ヨ
a
g
』
cm。
E
Wユ
ヨ
一
ロ
巴

g
n
y
z・
ロ
〈
己
1

』
oc
ヨ
ω一－

tM＼
E
S
ω
・H
吋『・普－
MM山
口
職
務
規
則
三
八
二
「
少
年
事
件
の
処
理
」
に
関
し
て
は
、
同
ぷ
】
｝
一

N巴向日目
g
a〈
O『
ωny『｛同門（司ロ〈）
ω
∞N
a
d
g号
巴

E
D
m
gロ

］己問。
a
s
n
y
s－－・ロ〈』』
1

』
O
C
3色
目
＼

E
S
ω
－u
R・
を
参
照
。

（
泣
）
矢
口
洪
一
・
前
掲
論
文
一
九
七
九
証
（
8
）
ah
．
良
以
下
。

（
幻
）
噴
瀬
健
二
「
少
年
審
判
の
現
状
（
上
こ
警
察
学
論
集
同
五
巻
三
サ
二
九
九
二
）
コ
一
間
頁
。
同
「
少
年
審
判
の
引
状
（
下
こ
警
察
学
論
集
同
五

巷
間
号
ご
九
九
一
一
）
一
問
O
長
も
参
照
。

（M
）
八
木
正
一
・
前
掲
論
文
一
九
九
札
誌
（
9
）
三
六
丘
、
噺
瀬
健
二
・
前
掲
論
文
一
九
九
六
此
（
9
）
一
六
氏
（
荒
木
仲
恰
・
前
掲
九
一
九
九
七
詑

（
9
）
一
一
一
二
以
以
下
）
を
特
に
参
照
。

（
お
）
一
九
九

0
年
代
半
ば
か
ら
顕
在
化
し
た
「
適
正
な
事
実
認
定
」
諭
が
、
す
で
に
「
適
正
な
が
実
認
定
」
を
確
保
す
る
た
め
の
立
法
提
案
と
し
て
、

裁
定
A
H
議
制
度
の
導
入
、
審
判
手
続
へ
の
検
察
行
の
立
会
、
観
護
抽
出
期
間
（
事
実
認
定
の
た
め
の
身
柄
拘
束
期
間
）
の
延
長
、
検
察
行
に
非
行
事

実
な
し
不
処
分
に
刈
す
る
抗
告
権
を
付
与
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
法
制
寄
議
会
に
お
け
る
「
事
実
認
定
手
続
の
適
正
化
」
論
が

「
適
正
な
事
実
河
川
定
」
論
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

な
お
、
樹
瀬
健
二
・
前
拍
論
文
一
九
九
六
証
（
9
）
二
五
頁
以
下
（
荒
木
仲
恰
編
許
・
前
拍
洋
一
九
九
七
此
（
9
）
二
二
九
頁
以
．
卜
）
は
、
身
柄

拘
点
期
間
の
延
長
に
附
す
る
提
案
に
お
い
て
、
「
年
此
少
年
の
最
大
・
内
．
忠
な
非
行
に
つ
い
て
は
帯
聞
の
必
要
性
が
優
越
し
、
あ
る
程
度
長
則
川
の
身

柄
拘
束
も
や
む
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
反
対
に
、
年
少
者
の
軽
徴
な
非
行
に
つ
い
て
は
、
証
拠
上
の
問
題
が
大
き
く
て
も
身
柄
拘
束
を
凶
避
す
べ
き

寝
前
が
上
川
る
場
合
が
多
い
と
忠
わ
れ
る
」
と
述
べ
、
「
年
齢
や
非
行
事
実
の
軽
重
等
に
よ
り
身
柄
拘
束
の
可
否
・
期
間
な
ど
手
続
に
差
違
を
設
け
る



の
は
、
前
記
英
、
独
、
仏
の
よ
う
に
比
較
法
制
的
に
見
て
も
、
少
年
子
続
の
大
勢
と
い
っ
て
よ
い
の
に
、
わ
が
同
で
は
、
こ
の
よ
う
な
考
慮
を
欠
い

て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
、
こ
の
観
点
か
ら
も
改
正
が
必
要
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。

し
か
し
、
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
の
議
論
を
動
的
に
観
察
し
た
場
介
、
結
論
の
方
向
性
は
む
し
ろ
逆
に
あ
る
。
一
般
的
に
未
決
勾
留

M
避
を
強
く
求

め
る
議
論
傾
向
の
な
か
で
、
年
少
者
に
対
し
現
在
妥
当
し
て
い
る
比
較
的
厳
格
な
未
決
勾
問
要
件
を
他
の
年
齢
段
階
に
あ
る
者
に
ま
で
及
ぽ
し
、
年

少
お
に
対
し
て
は
さ
ら
に
未
決
勾
留
そ
の
も
の
を
禁
止
す
る
と
い
う
の
が
、
そ
の
基
本
的
な
万
向
性
で
あ
る
。
一
六
歳
未
満
の
少
年
に
対
す
る
逃
走

の
お
そ
れ
を
即
日
山
と
し
た
未
決
勾
留
の
要
件
を
厳
栴
化
し
た
一
九
九

O
年
少
年
比
批
判
所
法
第
一
次
改
正
案
に
対
し
て
す
ら
、
不
十
分
な
も
の
で
あ
る

と
の
批
判
が
な
さ
れ
、
一
六
哉
未
満
の
少
年
に
対
し
て
は
未
決
勾
附
（
あ
る
い
は
さ
ら
に
進
ん
で
白
山
制
奪
処
分
全
般
）
を
全
面
的
に
然
止
し
、
現

在
一
六
議
未
渦
の
少
年
に
妥
引
し
て
い
る
未
決
勾
問
要
件
の
対
象
年
齢
を
引
き
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
有
力
な
立
法
提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
そ
の
証
左
で
あ
る
と
い
え
る
。
一
九
九

O
年
少
年
掠
判
所
法
第
一
次
改
正
法
以
降
の
布
力
な
立
法
提
案
と
し
て
は
特
に
次
の
文
献
を
参
照
。
ロ
〈
己

E
S
（〉ロヨ－
M
H
）・

ω∞－
N
・N
P
ω

吋
？
〉
号
巴
百
『
者
。
Z
F
Z
2
∞

g仏
g〈
q
σ
g己・
φ
〈・・』

cmg色
。
ぎ
ぬ
N
C
W
C
コ
弓
目
。
ロ

D
E
S－∞－
N
N
・
拙
稿
「
少

年
子
統
に
お
け
る
「
教
育
忠
忽
』
と
『
法
治
国
家
附
則
」
」
九
大
法
学
七
六
日
ザ
（
一
九
九
八
）
問
札
頁
以
下
も
参
問
。

JJl行少年w:1i1J定過れから見た~1Uti と審判の分1~11:

現
行
少
年
法
第
四
一
条
、
第
四
ニ
条
の
意
義
｜
｜
痩
査
手
続
と
審
判
手
続
の
分
離
｜
｜

川
少
年
法
第
二
七
条
は
、
死
刑
、
無
期
又
は
短
期
三
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
鋼
に
あ
た
る
犯
罪
、
な
ら
び
に
一
六
歳
以
上

の
者
に
よ
り
犯
さ
れ
た
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
検
察
行
か
ら
送
致
を
受
け
た
場
合
以
外
、
少
年
審
判
所
の
審
開
に
付
さ
な
い
行
を
規
定
し

た
。
ま
た
、
第
六
二
条
は
、
検
察
官
が
保
護
処
分
相
当
と
思
料
す
る
場
合
は
、
事
件
を
少
年
審
判
所
に
送
致
す
べ
き
旨
規
定
し
た
。

ニ
際
シ
、

九
二
二
年
（
大
正
一
一
年
）
二
月
の
「
少
年
法
案
理
由
」
が
、
第
六
二
条
の
趣
旨
と
し
て
、
「
検
事
技
査
ヲ
終
リ
起
訴
不
起
訴
ヲ
決
定
ス
ル

少
年
ニ
針
ス
ル
刑
事
事
件
ニ
付
キ
科
刑
セ
ン
ヨ
リ
モ
保
護
慮
分
ヲ
偶
ス
ヲ
通
常
ナ
リ
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
其
事
件
ヲ
少
年

ハH
J
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寄
判
所
ニ
込
致
、
ン
適
品
川
ナ
ル
川
町
ヲ
講
セ
シ
ム
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
条
項
は
、

い
わ
ゆ
る
検

九人・リ；ρ？＝77'•} 

店
内
小
山
口
先
議
制
伐
を
保
っ
た
川
少
年
法
の
特
伎
を
端
的
に
長
し
て
い
る
。
「
川
少
年
法
の
巡
川
は
検
察
行
の
起
必
州
開
花
、
正
義
、
特
に
起
訴
術

，
r処
分
の
内
存
を
情
成
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
評
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

死
刑
又
は
山
山
刑
に
あ
た
る
べ
き
非
を
犯
し
た
少
年
の
場
合

に
、
刑
務
所
に
収
容
し
て
刷
の
仇
行
を
行
う
の
で
な
け
れ
ば
到
底
改
陵
の
見
込
み
が
な
い
指
や

一
般
瞥
成
の
た
め
に
刑
の
執
行
が
必

要
で
あ
る
と
認
め
た
者
だ
け
を
起
訴
し
、
執
行
猶
予
の
言
波
し
を
す
る
の
が
相
当
な
事
件
に
つ
い
て
は
．
小
起
訴
に
し
、
罰
金
又
は
科
料

に
あ
た
る
罪
に
つ
い
て
も
特
に
一
般
子
防
上
必
．
安
な
事
件
を
除
い
て
不
起
訴
処
分
に
し
て
、

た
い
と
い
う

H
の
司
法
行
の
通
牒
も
、

少
年
審
判
所
の
処
分
に
委
ね
る
よ
う
に
し

こ
の
よ
う
な
制
度
枠
組
み
を
前
蛇
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

戦
後
の

G
H
Q
に
よ
る
少
年
司
法
改
午
の

k
阪
は

行
の
排
除
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

2 

ま
さ
に
こ
の
検
察
行
先
議
制
度
の
山
崎
止
と
得
判
延
か
ら
の
徹
氏
し
た
検
察

一
九
州
七
年
『
附
和
一
一
一
一
午
）
一
一
川
二
六

H
に
は

民
間
情
報
部
公
安
法
監
獄
班
ル
イ
ス
同
士

に
よ
る
「
少
年
法
改
正
ぷ
見
」

「
ル
イ
ス
改
正
広
見
」
と
記
す
）
が
一
小
さ
れ
て
い
る
。

ル
イ
ス
改
正
広
川
は

検
察
行
に
よ
る
が
件

n 
ド

一
六
版
本
耐
の
少
年
に
対
す
る
刑
制
作
飢
判
所
移
送
の
渋
止
、
一
定
純
川
で
の
成
人
事
件
に
対
す
る
少
年
事
判
所
管

帖
の
拡
艇
を
慌
リ
込
ん
だ
。
そ
の
小
で
も
、
川
法
行
に
円
以
も
衝
撃
を
与
え
た
の
は
、
検
察
行
に
よ
る
が
件
似
リ
分
け
の
防
止
で
あ
っ
た
。

ル
イ
ス
改
正
怠
兄
第
三
条
は
、
「
外
に
定
め
が
な
い
と
き
は
、
少
年
犯
人
は
、
こ
の
法
律
の
定
め
る
所
に
よ
っ
て
扱
は
れ
、
少
年
審
判
所

は
、
少
年
に
関
す
る
刑
事
事
件
及
び
保
護
処
分
事
件
に
つ
き
本
来
の
専
属
的
符
轄
権
を
有
す
る
」
と
規
定
し
、
さ
ら
に
第
三
九
条
は
、

．t
j・ナキ
1

ワ
A
d
吃
L
t
．

－
－
ー
ノ
d
p
h
〆
ν
L
1
v
l

「
卜
ム
ハ
ぷ
以
上
の
少
年
が

成
人
が
犯
し
た
と
す
れ
ば
刑
事
処
分
に
付
せ
ら
れ
る
べ
き
牧
民
の
犯
非
を
犯
し
て
起
訴
さ
れ
た
と
き
は

少
年
事
判
所
は

そ
の
作
帖
椛
を
保
併
す
る
か

川
織
の
犯
罪
を
犯
し
た
成
人
に
つ
い
て
作
帖
権

或
い
は
刑
引
処
分
に
付
す
る
た
め

を
有
す
る
此
判
所
に
移
込
す
る
か
を
、

－U』
v

込
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
た
。

向
山
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
六
蔵
に
渦
た
な
い
少
年
に
つ
い
て
は
か
か
る
移

し

川
少
午
法
が
保
っ
た
検
察
山
口
先
議
制
度
を
廃
止
し

少
年
抜
判
所
に
す
べ
て
の
少
年
事
件
の
咋



属
加
山
日
特
権
を
与
え
、

現
行
少
年
法
の
骨
子
が
示
さ
れ

そ
の
少
年
裁
判
所
が
少
年
に
対
す
る
処
分
の
第
一
次
的
な
判
断
を
行
う
と
い
う
、

た
ニ
と
に
な
る
。

ル
イ
ス
改
正
提
案
に
対
す
る
司
法
行
の
反
論
は

九
間
七
年
江
川
一
一
一
一
日
の

「
少
年
法
の
改
一
止
な
兄
に
刈
す
る
ル
イ
ス
問
・
七
の
従

川
法
大
刊
行
．
W
川
州
議
沫
が
刑
事
川
と
の
A
H
議
の
ト
．
で
．
一
小
し
た
こ
の
反
論
は
、
「
少
年
の

犯
罪
事
件
が
検
事
の
子
え
に
行
く
こ
と
な
く
、
先
ず
少
年
審
判
所
に
送
ら
れ
、
少
年
帯
判
所
が
、
自
ら
保
護
処
分
に
付
す
る
か
、
そ
れ

と
も
、
川
却
を
科
す
た
め
作
批
判
所
に
移
送
す
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
」
、
「
刑
事
責
任
年
齢
の
引
き
上
げ
」
、
「
少
年
審
判
所
が
一
定
の
事

案
に
つ
い
て
の
な
見
」
と
し
て
．
刑
さ
れ
て
い
る
け

件
に
つ
い
て
は
、
成
人
に
対
し
て
も
作
帖
怖
を
有
す
る
こ
と
」
と
い
う
三
点
を
ル
イ
ス
改
．
止
広
見
の
特
徴
と
し
て
従
え
、

そ
れ
ぞ
れ
に

IJ.!f j·少年u~ ；fi11定過程から見た問先と審判の分離

反
論
を
試
み
て
い
る
。

点
か
ら
成
る
。
①
少
年
の
犯
罪
事
件
に
つ
い
て
の
検
事
の
起
訴
率
は
約
一
O
%
で

す
な
わ
ち
検
察
行
先
識
の
廃
止
に
か
か
わ
る
反
論
の
大
．
裂
は

ル
イ
ス
改
正
必
見
の
「
第
一
の
特
徴
」

;x 
σ3 

残
り
の
九
O
%
は
不
起
訴
と
な
リ

全
体
の
八
六

%
が
少
年
審
判
所
に
送
致
さ
れ
て
い
る
か
ら

刑
刈
優
先
に
は
な
ら
な
い
。

②
検
事
が
少
午
の
犯

検
察
山
口
が
先
議
し
て
も
連
川
上
は

知
事
件
に
全
く
関
与
し
な
い
こ
と
は

刷
説
法
郁
二
七
八
条
に
よ
り
与
え
ら
れ
て
い
る
犯
罪
訴
追
に
関
す
る
唯
一
の
公
誌
の
代
点
打
で

か
つ
絶
刈
の
H
H
刊
行
で
あ
る
検
事
の
地
位
と
乎
附
す
る
。
ま
た
、
少
年
と
共
犯
関
係
に
あ
る
成
人
の
犯
罪
に
つ
い
て
も
十
分
に

慢
育
．
を
遊
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
結
果
を
招
く
。
③
検
事
は
警
察
に
対
し
て
犯
罪
問
査
の
指
揮
権
を
も
つ
が
、
も
し
少
年
犯
罪
事
件
に

険
事
が
関
与
せ
ず
、
警
察
か
ら
直
掠
少
年
寄
判
所
に
事
件
が
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
警
察
と
少
年
審
判
所
と
の
関
係
は
、
持
察
と

あ
り
、

検
事
の
川
ほ
ど
官
掠
で
な
い
か
ら

響
察
と
し
て
は

治
安
上
欣
山
で
き
な
い
程
度
の
が
件
で
な
く
て
は
少
年
審
判
所
へ
送
致
し
な
い

よ
う
に
な
り

μ
仰
い
川
保
護
の
け
的
が
十
分
に
述
せ
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

そ
の
後
、

ル
イ
ス
改
正
必
見
に
対
し
て
は

さ
ら
に
一
九
問
七
年
六
月
二
日
に
司
法
大
臣
官
房
保
護
課
に
よ
リ

所
を
し
て
保
護
処
分
を
行
わ
せ
る
こ
と
の
よ
し
あ
し
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
反
論
が
一
ボ
さ
れ
て
い
る
。

「
羽
衣
の
少
午
審
判

同
年

J1_ 
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か
し



94 

は
法
務
庁
設
罰
法
の
制
定
に
よ
り
少
年
裁
判
所
の
設
出
が
確
定
的
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
後
の
改
．
止
作
業
は
、
先
の
ル
イ
ス
改
正
怠
見

に
よ
り
一
以
さ
れ
た
構
想
に
沿
っ
て
少
年
法
を
全
面
的
に
改
正
す
る
方
向
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

九大法学77号

現
行
少
年
法
第
四
一
条
、
第
問
二
条
の
直
接
的
な
沿
革
と
な
る
規
定
が
出
現
す
る
の
は
、

一
九
四
七
年
二
月
二
六
日
の
ル
イ
ス

3 

一
九
阿
八
年
一
月
二

O
H
の
保
護
課
立
法
部
に
よ
る
「
少
年
法
第
三
改
正
草
案
」
、

改
正
意
見
以
降
、

一
九
四
八
年
二
月
七
日
の
「
少
年

裁
判
所
法
に
関
す
る
G
・H
・Q
の
提
案
」
、

そ
れ
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
同
年
四
月
五
日
の
少
年
矯
正
局
立
法
部
に
よ
る
「
少
年
裁
判

現
行
少
年
法
制
定
作
業
が
終
盤
に
さ
し
か
か
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。

一
九
山
八
年
五
月
五
日
の
少
年
矯
正
局
立
法
部
に
よ
る
「
少
年
裁
判
所
法
第
二
次
案
」
と
同
日
付
で
作
成
さ
れ
た
「
少
年
事
件
特
別

処
理
法
第
一
次
案
」
は
、
第
三
条
及
び
第
川
条
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
規
定
し
た
。
「
検
察
行
は
、
十
六
歳
以
上
の
少
年
の

被
疑
事
件
に
つ
い
て
捜
査
を
遂
げ
た
結
果
、
死
刑
又
は
無
期
若
く
は
有
期
の
懲
役
若
し
く
は
禁
鋼
に
あ
た
る
罪
を
犯
し
た
も
の
と
思
料

す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
少
年
裁
判
所
に
送
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
年
審
判
所
の
審
判
に
付
す
べ
き
少
年
で
あ
る
と
思
料
す
る
と

き
も
同
級
で
あ
る
」
（
第
三
条
第
一
叫
）
、
「
前
倒
の
規
定
は
、
少
年
裁
判
所
法
第
二
条
第
一
項
第
二
け
に
掲
げ
る
成
人
の
被
疑
れ
件
に
こ
れ

を
準
川
す
る
」
（
第
三
条
第
二
項
）
。
「
川
法
警
察
員
は
、
少
年
の
被
疑
事
件
に
つ
い
て
捜
査
を
遂
げ
た
結
果
、
罰
金
以
下
の
刑
に
あ
た
る
罪

所
法
第
一
次
案
」
を
経
た
上
で
の
こ
と
で
あ
り
、

を
犯
し
た
も
の
と
思
料
す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
少
年
裁
判
所
に
送
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
年
裁
判
所
の
審
判
に
付
す
べ
き
少
年

で
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
も
、
同
様
で
あ
る
」
（
第
問
条
）
。
さ
ら
に
、
そ
の
五

H
後
、
五
月
一

O
日
付
の
「
少
年
事
件
の
特
別
処
理
及
ぴ

成
人
起
訴
猶
予
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
案
」
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
文
言
に
修
正
が
施
さ
れ
、

条
と
ほ
ぼ
同
様
の
文
言
を
も
っ
第
三
条
、
第
四
条
が
罰
か
れ
て
い
る
。

現
行
少
年
法
第
四
一
条
、
第
四
二

な
ぜ
、

少
年
法
改
正
作
業
が
終
盤
に
さ
し
か
か
っ
た
こ
の
時
期
に
、

現
行
少
年
法
第
四
一
条
及
ぴ
第
問
二
条
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
き

継
が
れ
る
削
判
定
が
出
現
し
た
の
か
、
そ
の
町
山
を
広
接
的
に
明
示
す
る
史
料
は
現
在
公
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
少
年
の
被
疑
事



件
に
つ
い
て
娘
任
を
遂
げ
た
紡
県
、
：
・
こ
れ
を
少
年
裁
判
所
に
送
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
文
・
討
を
も
つ
条
項
が
少
年
刑
事
事

件
特
別
処
理
法
第
一
次
案
に
規
定
さ
れ
、
こ
の
草
案
が
一
九
四
八
年
五
円
五
日
と
い
う
時
期
に
初
め
て
一
ボ
さ
れ
た
と
い
う
略
史
的
事
実

は
、
現
行
少
年
法
の
哩
念
や
そ
れ
を
反
映
し
た
審
判
延
か
ら
検
察
行
を
徹
底
的
に
排
除
す
る
と
い
う
子
統
構
造
と
深
い
か
か
わ
り
を
も

っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、

少
年
法
と
並
行
し
て
進
め
ら
れ
た
刑
事
訴
訟
法
制
定
作
業
に

お
い
て
現
行
刑
事
訴
訟
法
法
第
二
四
六
条
に
あ
た
る
条
項
が
出
現
し
た
時
期
と
経
緯
、
な
ら
び
に
そ
れ
を
支
え
た
論
理
と
の
比
較
を
試

み
よ
う
。
次
い
で
、
少
年
法
第
一
条
の
け
的
規
定
の
変
遷
を
中
心
に
、
現
行
少
年
法
の
時
念
な
ら
び
に
凶
埋
と
関
連
し
て
こ
の
条
項
が

も
つ
意
味
を
把
握
し
よ
う
。

.fJl行少年法制定過れから見た叫1tと審判の分離
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「
犯
罪
の
拠
査
を
し
た
と
き
は
」
引
件
を
検
察
行
に
送
致
す
る
こ
と
を
求
め
る
現
行
刑
事
訴
訟
法
第
二
四
六
条
の
沿
革
と
な
っ

た
規
定
は

一
九
州
七
年
三
日
に
作
成
さ
れ
た
「
刑
事
訴
訟
法
草
案
（
第
六
次
案
こ
で
初
め
て
姿
を
叫
す
。
こ
の
第
六
次
案
は
、
第
三

一
九
条
と
し
て
、
「
司
法
警
察
此
は
、
犯
罪
の
地
位
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
介
を
除
い
て
は
、
速
や
か
に
汗

煩
及
ぴ
証
拠
物
と
と
も
に
が
件
を
検
察
行
に
送
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
検
れ
総
長
が
特
に
指
定
し
た
事
件
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
」
と
い
う
、
現
行
刑
事
訴
訟
法
第
二
四
六
条
と
極
め
て
近
似
す
る
文
胃
を
も
っ
条
項
を
置
い
た
。

刑
事
訴
訟
法
案
第
五
次
案
ま
で
の
草
案
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
の
よ
う
な
条
項
が
第
六
次
案
に
お
い
て
新
た
に
挿
人

さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
第
五
次
案
に
対
し
検
察
側
か
ら
な
さ
れ
た
修
正
意
見
の
強
い
影
響
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
九
四
七

年
二
月
二
五
日
付
の
「
刑
訴
法
草
案
に
対
す
る
修
正
意
見
」
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
五
次
案
に
対
す
る
修
正
提
案
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
大

要
、
次
の
よ
う
な
「
意
見
」
を
展
開
す
る
。
第
五
次
案
は
、
司
法
瞥
察
官
の
捜
査
事
件
が
必
ず
検
察
背
に
送
致
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
規
定
し
て
い
な
い
。
明
文
が
な
い
以
上
、
任
意
捜
査
に
か
か
る
一
切
の
事
件
（
身
柄
を
逮
捕
し
な
い
も
の
）
及
ぴ
逮
捕
し
た
後

釈
放
し
た
事
件
は
、
融
宵
察
行
が
も
し
公
訴
悦
起
を
必
．
耐
火
と
し
な
い
と
考
え
た
な
ら
ば
、
検
察
行
に
事
件
を
送
致
し
な
い
こ
と
が
で
き
る

95 
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結
川
本
に
な
る
。
し
か
し
、
第
・
九
次
案
は
一
・
万
に
お
い
て
検
狭
山
口
の
公
訴
権
行
使
に
関
す
る
便
｛
札
、
正
義
制
度
を
保
川
し
て
い
る
。
起
訴
便

宜
、
主
義
制
度
は
、
捜
古
事
件
が
す
べ
て
検
察
行
の
前
に
提
示
さ
れ
、
検
察
行
の
総
合
的
な
判
断
に
よ
っ
て
起
訴
の
要
否
が
決
定
さ
れ
る

と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
る
。
検
察
官
が
一
般
行
政
官
と
異
な
り
司
法
宵
に
準
じ
る
特
別
な
官
史
と
し
て
身
分
を
保
障
さ
れ
て
い
る
理
由
も

九人：iJ；学77ザ

こ
こ
に
あ
リ
、
川
法
裁
判
の
権
威
も
検
察
行
の
こ
の
職
権
の
適
．
止
妥
当
な
行
使
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
も
し
川
法
瞥
察
行
の
恋
な
に
よ

っ
て
が
件
送
致
が
決
ま
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
検
察
行
は
h
H
1
L
に

r．
一
小
さ
れ
る
少
数
の
事
件
に
つ
い
て
起
訴
の
山
氏
合
を
決
め
る
ほ
か
な
い

の
で
あ
っ
て
、
公
訴
権
行
使
の
大
出
則
そ
の
も
の
ま
で
も
刑
事
政
策
的
怠
義
を
失
う
こ
と
に
な
り
、
軍
大
な
影
響
を
蒙
る
こ
と
に
な
る
、

と

こ
の
よ
う
に
修
正
広
見
に
お
い
て
は
、
起
訴
似
宜
主
義
と
の
か
か
わ
り
で
、
検
察
行
を
介
さ
ず
に
瞥
祭
段
附
に
お
い
て
れ
件
が
終
川

的
に
処
即
日
さ
れ
な
い
よ
う
、
検
察
行
へ
の
事
件
送
致
を
明
文
化
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
の
準
司
法
行
た
る
検
察
行
の
特
別
な
地

位
や
司
法
政
判
の
権
威
が
強
制
州
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
縄
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
そ
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
犯
罪
の
訴
追

に
閃
し
て
は
、
検
察
行
が
唯
一
の
公
益
の
代
表
行
で
あ
り
、
か
つ
絶
対
の
責
任
行
で
あ
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
刑

事
訴
訟
法
草
案
第
六
次
案
は
、
こ
の
よ
う
な
主
張
を
容
れ
、
第
三
一
一
九
条
を
新
設
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
ま
ず
行
け
し
た
い
の
は
、
「
刑
訴
法
草
案
に
対
す
る
修
正
怠
兄
」
が
山
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
「
刑
訴
法
草
案
に
対
す
る
修
正

意
見
」
が
作
成
さ
れ
た
の
は
一
九
州
七
年
二
川
二
．
h
．H
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
さ
に
少
年
法
制
定
作
業
に
お
い
て
ル
イ
ス
改
．
汁
．
な
凡
が
一
ボ

さ
れ
る
前
日
に
あ
た
る
。
そ
し
て
こ
の
ル
イ
ス
改
正
怠
兄
へ
の
反
論
を
試
み
る
「
少
年
法
の
改
正
草
案
に
対
す
る
ル
イ
ス
博
士
の
提
案

に
つ
い
て
の
意
見
」
が
作
成
さ
れ
た
の
が
同
年
五
月
一
三
円
で
あ
る
か
ら
、

は
ぽ
同
時
期
に
、

刑
事
訴
訟
法
制
定
作
業
と
少
年
法
制
定

作
業
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
検
察
行
の
権
限
に
か
か
わ
る
ほ
ぽ
川
じ
論
瑚
構
治
を
も
っ
検
察
関
係
者
の
主
張
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

一
方
で
、
起
訴
便
宜
主
義
を
採
り
な
が
ら
、
司
法
警
察
官
の
捜
査
事
件
が
必
ず
検
察
官
に
送
致
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
円
の
規
定
を



設
け
な
か
っ
た
刑
事
訴
訟
法
草
案
第
五
次
案
に
対
し
て
、
「
刑
訴
法
草
案
に
対
す
る
修
正
意
見
」
は
、
準
司
法
古
た
る
検
察
宵
の
地
位
や

司
法
裁
判
の
権
威
を
強
調
し
、
原
則
的
に
起
訴
の
要
百
を
判
断
す
る
権
限
が
検
察
有
に
州
属
す
る
こ
と
の
明
雌
化
を
凶
る
た
め
に
、
管

察
は
事
件
を
必
ず
検
察
有
に
送
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
明
文
化
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
他
方
、
検
察
官
に
よ
る
事
件
振
り

分
け
の
廃
止
を
求
め
る
ル
イ
ス
改
正
広
見
に
直
而
し
、
「
少
年
法
の
改
正
草
案
に
対
す
る
ル
イ
ス
博
上
の
純
案
に
つ
い
て
の
広
見
」
は
、

「
公
訴
ハ
検
察
官
之
ヲ
行
フ
」
と
規
定
す
る
川
刑
事
訴
訟
法
第
二
七
八
条
を
根
拠
と
し
て
、

犯
罪
の
訴
追
に
関
す
る
限
り
検
事
が
唯
一

の
公
誌
の
代
表
告
で
あ
リ
、

か
つ
絶
対
の
責
任
者
で
あ
る
こ
と
、
検
事
が
そ
の
職
責
を
果
た
す
た
め
に
は
犯
罪
の
一
般
的
動
向
に
つ
い

て
の
十
分
な
知
識
と
情
報
が
必
要
で
あ
り
、
少
年
の
犯
罪
事
件
に
つ
い
て
全
く
関
知
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
検
事
の
地
位
と
矛
盾
す
る

現行少年法制定過程から見た捜1tと審判のす離

こシ』、

少
年
事
件
に
関
与
で
き
な
い
こ
と
は
、

少
年
と
共
犯
関
係
に
あ
る
大
人
の
犯
罪
に
つ
い
て
も
十
分
な
四
六
を
行
う
こ
と
が
で
き

そ
し
て
少
年
犯
罪
事
件
に
検
事
が
関
与
せ
ず
、
事
件
が

な
い
結
果
と
な
り
、
検
事
の
職
責
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
、

警
察
か
ら
位
掠
少
年
来
判
所
に
送
ら
れ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
響
察
は
治
安
上
放
置
で
き
な
い
程
度
の
事
件
で
な
け
れ
ば
送
致
し
な

い
よ
う
に
な
り
、

少
年
保
護
の
日
的
が
達
せ
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
主
張
か
ら
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
問
題
の
焦
点
は
、
形
式
的
な
事
件
の
桜
リ
分
け
権
限
の
有
無
と
い
う
点
に

と
ど
ま
ら
ず
、
公
益
を
代
表
し
犯
罪
を
訴
追
す
る
者
の
当
該
手
続
に
お
け
る
か
か
わ
り
方
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
川
時
期
に
、
同
じ
論

理
構
造
を
も
っ
主
張
が
検
察
関
係
者
に
よ
り
な
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
と
し
て
、
刑
事
訴
訟
法
制
定
手
続
に
お
い
て
は
そ
れ

が
受
容
さ
れ
、
少
年
法
制
定
子
続
に
お
い
て
は
そ
れ
が
拒
絶
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
差
違
は
、
手
続
構
造
の
差
達
、
そ
れ
を
規

定
す
る
埋
念
及
ぴ
原
理
の
差
違
に
帰
着
す
る
と
考
え
ら
れ
え
よ
う
。
現
行
少
年
法
第
同
一
条
、
第
問
二
条
が
、
現
行
少
年
法
の
理
念
及

ぴ
そ
れ
を
頂
点
と
し
た
原
理
と
強
い
結
び
つ
き
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

97 

一
九
州
八
年
五
月
五
日
付
の
「
少
年
刑
事
事
件
特
別
処
理
法
第
一
次
案
」
に
お
い
て
、
「
捜
査
を
遂
げ
た
結
果
」
と
の
文
言
を
附
い
た
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現
行
少
年
法
第
問
一
条
、
第
問
二
条
の
沿
革
と
な
る
規
定
が
初
め
て
出
現
し
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
推
・
烈
を
決
定
的
な
も
の
と
す
る
。

引
行
刑
事
訴
訟
法
制
定
作
業
の
流
れ
と
重
ね
A
H
わ
せ
れ
ば
、
「
少
年
刑
事
事
件
特
別
処
埋
法
第
一
次
案
」
が
作
成
さ
れ
た
の
は
、
現
行
刑

事
訴
訟
法
の
什
栴
が
す
で
に
完
成
し
た
時
期
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
か
ら
で
あ
る
。
刑
事
訴
訟
法
制
定
を
め
ぐ
っ
て
は
、

九大法学77ザ

一
九
州
七
年

一
O
川
二

O
H
に
「
刑
事
訴
訟
法
草
案
（
第
九
次
案
こ
の
作
成
を
児
た
後
、

朝
一
九
州
八
年
三
月
二
三
日
か
ら
問
川
五
日
ま
で
刑
事
訴

訟
法
小
市
議
会
が
開
催
、
問
月
一
三
日
か
ら
五
月
五
日
に
か
け
て
刑
事
訴
訟
法
改
正
協
議
会
で
の
審
議
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
刑

事
訴
訟
法
制
定
作
業
は
、
五
月
八
日
か
ら
五
月
二

O
Hま
で
の
刑
訴
小
委
員
会
に
お
け
る
議
論
へ
と
進
み
、
五
月
二
五
日
に
は
、
刑
事

訴
訟
法
を
改
正
す
る
法
律
案
が
閣
議
に
付
議
、
翌
五
月
二
六
日
に
は
、
衆
議
院
に
提
出
、
叶
法
委
員
会
に
付
託
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
少

年
法
制
定
手
続
に
お
い
て
少
年
刑
事
事
件
特
別
処
理
法
第
一
次
案
が
示
さ
れ
た
一
九
四
八
年
五
月
五
日
は
、
ま
さ
に
刑
事
訴
訟
法
改
正

作
業
が
大
詰
め
を
迎
え
た
時
期
で
あ
っ
た
。
少
年
法
制
定
作
業
は
刑
事
訴
訟
法
制
定
作
業
と
並
行
し
て
お
り
、
そ
れ
を
参
照
し
つ
つ
進

め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
「
少
年
刑
事
事
件
特
別
処
理
法
第
一
次
案
」
は
、
そ
の
名
が
示
す
よ
う
に
、
少
年
に
関
す
る
「
被

疑
事
件
の
手
続
」
、
「
裁
判
所
に
お
け
る
特
別
処
開
」
、
「
刑
の
執
行
」
な
ど
を
規
整
す
る
特
別
法
と
し
て
企
附
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
な

か
で
も
検
察
官
や

4
法
警
察
員
に
よ
る
少
年
裁
判
所
へ
の
事
件
送
致
が
規
定
さ
れ
て
い
る
「
第
二
章
被
疑
事
件
の
手
続
」
は
明
ら
か

に
刑
事
訴
訟
法
の
特
別
法
を
構
成
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
少
年
保
護
事
件
に
お
け
る
事
件
送
致
が

刑
事
訴
訟
子
統
と
は
異
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
表
現
す
る
た
め
に
、
少
年
刑
事
事
件
特
別
処
理
法
第
一
次
案
第
三
条
、
第
問

条
は
、
ま
さ
に
敢
え
て
「
仰
木
川
を
遂
げ
た
結
果
」
と
い
う
断
昔
日
的
な
文
言
を
川
い
た
と
考
え
る
の
が
素
爪
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
現
行
刑
事
訴
訟
法
第
二
問
六
条
の
沿
革
な
ら
び
に
そ
れ
を
支
え
た
論
理
と
の
比
較
を
行
い
、
刑
事
訴
訟
法
制
定
作
業

と
民
ね
A
H
わ
せ
て
み
れ
ば
、
現
行
少
年
法
第
問
一
条
、
第
問
二
条
は
、
敢
え
て
「
捜
伐
を
遂
げ
た
結
果
」
と
焼
｛
足
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
断
言
的
な
文
言
が
現
行
少
年
法
の
理
念
と
の
強
い
結
び
つ
き
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の



引
行
少
年
法
の
開
念
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
「
捜
査
を
遂
げ
た
結
果
」
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
ど

こ
に
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
条
．
唄
と
引
行
少
年
法
の
瑚
念
と
の
関
係
へ
と
考
察
を
進
め
よ
う
。

5 

守
Mm
克
彦
は

日
本
川
態
法
下
に
お
け
る
現
行
少
年
法
と
教
育
基
本
法
と
の
聞
に
は

共
通
の
少
年
観
あ
る
い
は
教
育
観
が
流

IJlfi少 fJ'-H~制定過程から見た捜査と審判の分離

引
行
少
年
法
施
行
直
後
か
ら
少
年
叶
法
実
務
に
お
い
て
、
現
行
少
年
法
の
開
念
が
ケ
ー
ス
・
ワ

l
ク
則
論

と
辿
閃
し
て
開
解
さ
れ
て
き
た
所
以
を
次
の
よ
う
に
原

m的
に
説
川
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
行
少
年
法
の
「
健
全
な
育
成
」
と
は

教
育
基
本
法
的
文
に
い
う
「
例
人
の
噂
厳
を
市
ん
じ
、
内
民
即
．
と
平
和
を
め
求
す
る
人
間
」
の
育
成
を
意
味
し
、
川
法
第
一
条
に
い
う
「
平

和
的
な
凶
家
及
ぴ
社
会
の
形
成
行
と
し
て
、
真
瑚
と
正
義
を
愛
し
、
例
入
の
州
航
を
た
っ
と
ぴ
、
勤
労
と
責
任
を
草
ん
じ
、
山
主
的
な

精
神
に
充
ち
た
心
身
と
も
に
健
康
な
凶
民
の
育
成
」
を
意
味
す
る
。
少
年
を
次
代
を
背
負
う
同
氏
と
し
て
最
大
限
に
尊
吊
し
、
そ
の
人

格
の
尊
厳
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
少
年
は
凶
家
に
対
し
て
、
れ
ら
の
人
格
の
円
満
な
発
達
の
た
め
の
教
育
を
．
要
求
す
る
権
利
の
主

体
で
こ
そ
あ
れ
、
国
家
の
教
育
の
単
な
る
客
体
で
は
あ
リ
え
な
い
、
と
い
う
の
が
そ
の
少
年
観
で
あ
る
。
他
方
で
ケ
ー
ス
・
ワ
ー
ク
瑚

れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、

論
は
、
少
年
を
一
個
の
独
立
し
た
人
絡
を
有
す
る
倒
人
と
し
て
尊
重
す
る
と
い
う
思
想
な
ら
び
に
少
年
の
れ
立
性
の
本
認
と
そ
れ
に
対

す
る
信
頼
と
い
う
忠
忽
を
基
盤
と
す
る
。
少
年
の
人
格
の
尊
厳
を
認
め
、
少
年
を
単
に
静
的
な
存
在
と
し
て
捉
え
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

自
ら
犯
罪
や
非
行
を
克
服
し
て
発
展
し
て
い
く
動
的
な
存
在
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
近
代
性
と
民
主
主
義
的
内
容
が
環
論
に
内
在
す
る

ケ
ー
ス
・
ワ

l
ク
理
論
は

H
本
同
憲
法

F
の
少
年
保
護
の
指
導
珂
念
と
な
リ
え
た
の
で
あ
り
、

た
め
に
、

川
少
年
訟
初
期
の
「
愛
必
」

の
忠
恕
は
、
少
年
の
人
格
の
独
立
を
認
め
る
視
点
が
欠
落
し
て
い
た
た
め
に
、
現
行
少
年
法
の
基
本
理
念
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
、

と

こ
の
よ
う
な
主
張
と
関
連
し
て
守
係
克
彦
は
、

現
行
少
年
法
制
定
過
程
に
焦
点
を
合
わ
せ
、

ケ
ー
ス
・
ワ
ー
ク
理
論
と
分
か
ち
雌
く

結
合
す
る

m念
が
最
終
的
に
現
行
少
年
法
に
至
る
ま
で
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ
て
き
た
の
か
を
論
じ
て
い
る
。

一
九
四
七
年
一
月

99 

七
日
付
の

一
九
四
八
年
一
月
二

O
日
付
の
「
少
年
法
第
三
改
正
草
案
」
、
同
年
四
月
五
日
付
の
「
少
年
裁
判
所

「
少
年
法
改
正
草
案
」
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法
第
一
次
案
」
と
い
う
各
草
案
に
お
け
る
目
的
規
定
の
変
化
を
捉
え
、
川
家
優
位
の
発
恕
か
ら
少
年
の
育
成
を
主
た
る
日
的
と
し
た
も

の
へ
と
教
育
忠
恕
が
実
質
的
に
変
遷
し
て
い
る
こ
と
を
行
取
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
少
年
法
改
正
革
案
に
お
い
て
は
、
少
年
法

の
日
的
に
つ
き
、
「
犯
罪
性
の
あ
る
少
年
に
対
し
、
仁
愛
の
粕
川
に
ぶ
つ
き
、
こ
れ
に
適
応
す
る
保
護
処
分
又
は
刷
れ
処
分
を
な
し
て
、

こ
れ
を
健
全
な
社
会
人
に
育
成
す
る
こ
と
を
け
的
と
す
る
」
と
川
判
定
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
少
年
法
第
三
改
正
午
案
で
は
、
「
こ
の
法

律
は
、
少
年
の
将
来
性
と
心
身
の
特
質
に
鑑
み
民
主
同
家
の
権
威
と
責
任
に
お
い
て
、
基
本
的
人
権
を
尊
直
し
つ
つ
而
も
強
力
に
、
少

年
の
性
格
の
矯
正
及
ぴ
環
境
の
調
整
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
修
正
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
少
年
は
仁
愛
の
対
象
と
し
て
愛
護
さ

れ
る
立
場
か
ら
、
基
本
的
人
権
を
尊
重
さ
れ
る
存
在
に
昇
格
し
た
が
、
同
時
に
刑
事
政
策
に
お
け
る
同
家
の
権
威
も
ま
た
強
制
さ
れ
て

い
た
。
そ
れ
が
、
「
少
年
の
健
全
な
育
成
を
期
し
、
非
行
の
あ
る
少
年
又
は
保
護
者
か
ら
放
任
さ
れ
て
い
る
少
年
に
対
し
て
性
格
の
矯
正

及
び
環
境
の
調
整
に
関
す
る
保
護
処
分
を
講
ず
る
と
共
に
、
少
年
の
悩
祉
を
害
す
る
成
人
に
対
し
て
刑
事
の
裁
判
を
行
う
た
め
、
裁
判

所
法
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
地
方
裁
判
所
と
し
て
少
年
抜
判
所
を
お
く
」
と
規
定
す
る
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
第
一
条
に
お
い

て
は
、
川
家
の
権
威
を
象
徴
し
、
そ
れ
を
強
調
す
る
文
言
は
迩
を
消
す
に
宇
一
る
。
以
降
の
草
案
も
同
一
の
表
現
を
用
い
た
ま
ま
現
行
法

に
ポ
一
る
。
川
家
の
権
威
を
象
徴
す
る
よ
う
な
文
言
が
日
的
規
定
か
ら
消
え
、
少
年
の
育
成
を
主
た
る
口
的
に
据
え
た
か
ら
こ
そ
、
呪
行

刑
事
政
策
の
一
環
を
担
う
も
の
で
あ
り
な
が
ら
教
育
法
の
一
翼
を
も
担
う
と
い
う
性
格
を
浮
き
彫
り
に
さ
せ
る
こ
と
に
な

九大j去学77与；－

少
年
法
は
、

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
桁
h

仙
に
よ
れ
ば
、
川
家
．
優
枕
の
発
恕
か
ら
少
年
の
育
成
を
主
に
し
た
け
的
へ
と
少
年
法
の
日
的
規
定
が
転
換
を
見
せ
る
の
は
、

一
九
州
八
年
間
川
．
1
1
H
の
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
引
に
こ
の
少
年
裁
判
所
法
第

一
次
案
に
お
い
て
は
、
現
行
少
年
法
の
即
．
念
が
ケ
ー
ス
・
ワ
ー
ク
州
論
と
結
介
す
る
た
め
の
土
台
の
整
備
が
見
ら
れ
、
羽
行
少
年
法
の

以
即
日
的
な
的
牙
が
H
ん
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
守
口
町
克
彦
が
指
摘
す
る
よ
う
な
目
的
規
定
の
明
ら
か
な
変
遷
が
兄
ら
れ
る
と
川
時
に
、



事
判
の
方
式
に
か
か
わ
る
条
項
や
科
学
的
福
祉
主
義
と
か
か
わ
り
の
深
い
規
定
が
新
た
に
出
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
加
え
て
、
審

判
延
か
ら
の
検
察
宵
の
排
除
が
よ
り
強
同
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

現
行
少
年
法
第
二
二
条
に
該
当
す
る
条

引
が
、
「
審
判
は
、
な
ご
や
か
な
ふ
ん
同
気
に
お
い
て
、
懇
切
を
行
と
し
て
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
文
言
で
第
二

そ
し
て
呪
行
少
年
法
施
行
此
後
か
ら
理
念
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
が
説
か
れ
る
ケ
ー
ス
・
ワ
ー
ク
理
論
を
支
え

七
条
第
二
項
と
し
て
、

る
調
査
の
科
学
主
義
を
定
め
る
条
項
が
、
「
前
条
の
調
査
は
、
な
る
べ
く
、
少
年
、
保
護
者
リ
人
は
関
係
人
の
行
状
、
経
暦
、
素
質
、
環
境

持
に
つ
い
て

長．丸子、

l
’t
d
一

こ
れ
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

一、，，．・’
p

．、

、d
U
H－－
h

，aa

，H

．rf，、
K
』

社
会
学
そ
の
他
の
い
専
門
的
知
識
を
活
川
し
て

教
育
学
、

呪it少年法制定j出lれから見たJ望台．と審判lのす離

な
い
」
と
い
う
引
行
少
年
法
第
九
条
と
ほ
ぼ
川
一
の
文
言
で
第
一
間
条
と
し
て

し
て
い
る
。

少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
に
お
い
て
は
じ
め
て
山
引

そ
し
て
さ
ら
に

一
九
問
八
年
一
月
二

O
H
付
の
少
年
法
第
三
改
正
草
案
が
原
則
的
に
は
少
年
審
判
所
先
議
制
度
を
採
り

7
f
》

J
h
A
U

ム
M
‘，レ
4

温
法
第
八
二
条
第
一
一
項
似
詐
に
ぬ
げ
ら
れ
る
犯
罪
や
一
六
歳
以
上
で
．
化
刑
又
は
無
期
刑
に
あ
た
る
非
を
犯
し
た
少
年
の
場
合

に
は
検
察
牝
先
議
制
度
を
伐
し
て
い
た
の
に
対
し
、

少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
は
全
両
的
に
少
年
裁
判
所
先
議
制
度
を
採
川
し
て
お
り

そ
の
一
万
で

G
H
Q側
の
な
’
川
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、

少
午
側
に
の
み
抗
告
権
を
与
え
る
と
い
う
少
年
法
第
三
改
正
草
案
に
お
い
て

少
午
裁
判
所
法
第
一
次
官
本
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
ι

山
現
し
た
椛
想
が

こ
こ
に
は
、

ひ
と
つ
の
版
理
的
な
構
造
が
浮
か
び
卜
．
が
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
少
午
の
健
全
な
育
成
」
を
同
る
た
め
の
援
助

は
、
「
な
ご
や
か
な
ふ
ん
同
気
」
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
不
可
欠
な
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
場
か
ら
は
公
益
を
代
氏
し
犯
非
を
訴
追
す

る
者
を
排
除
す
る
必
要
が
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
過
去
の
犯
罪
の
追
及
で
は
な
い
場
で
あ
っ
て
こ
そ
は
じ
め
て
、
「
な
ご
や

か
な
ふ
ん
同
気
」
を
も
っ
た
場
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
、

少
年
を
一
例
の
独
立
し
た
人
格
を
有
す
る
主
体
と
し
て
尊
重
し
、
自
ら
の

力
に
よ
る
立
ち
直
り
を
信
頼
し
尊
重
す
る
人
間
行
動
科
学
に
基
礎
を
置
く
援
助
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
り
、
「
少
年
の
健
全
な
育
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成
」
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
で
あ
る
。

日
本
国
憲
法
ド
の
新
し
い
少
年
法
の
理
念
が
ケ
ー
ス
・
ワ
ー
ク
理
論
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と
結
び
つ
く
に
は
、
公
益
を
代
表
し
犯
罪
を
訴
追
す
る
検
察
官
を
排
除
し
、
「
な
ご
や
か
な
ふ
ん
同
気
」
を
も
っ
た
審
判
の
場
を
確
保
す

る
こ
と
が
必
．
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
国
家
の
権
威
を
象
徴
す
る
の
で
は
な
い
「
少
年
の
健
全
な
育
成
」
と
い
う
日
的
規
定
、
「
な
ご
や
か

九大法学77号

な
ふ
ん
凶
気
」
に
お
い
て
審
判
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
の
規
定
、
そ
し
て
科
学
的
福
祉
主
義
を
支
え
る
規
定
は
、
少
年
裁
判
所

法
第
一
次
案
に
お
い
て
必
然
的
に
川
時
に
出
現
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
出
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
四
八
年
五
月
五
日
付
の
「
少
年
刑
事
事
件
特
別
処
理
法
第
一
次
案
」
は
、
「
（
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
が
｜
引
用
者
）
少
年
裁

判
所
の
組
織
・
権
限
の
ほ
か
保
護
処
分
の
子
続
、
成
人
の
刑
事
事
件
、
少
年
の
刑
事
事
件
を
合
ん
で
お
り
、
名
称
と
内
容
と
の
聞
に
甚

だ
し
い
不
調
和
が
存
在
し
て
い
る
」
こ
と
か
ら
「
少
年
裁
判
所
法
第
二
次
案
」
と
二
本
立
て
の
立
法
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
二
本
立
て
の
草
案
に
お
い
て
は
、
理
念
を
頂
点
と
し
た
版
理
的
な
少
年
保
護
手
続
の
構
造
に
つ
い
て
少
年
裁
判
所

法
第
一
次
案
か
ら
の
変
更
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
少
年
保
護
手
続
に
お
け
る
捜
査
と
審
判
を
め
ぐ
る
構
造
を
考

え
る
と
き
、
「
少
年
半
件
特
別
処
開
法
第
一
次
案
」
が
「
少
年
裁
判
所
法
第
二
次
案
」
と
は
別
立
て
の
法
案
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
示
唆
的

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
少
年
事
件
特
別
処
埋
法
第
一
次
案
」
が
少
年
に
関
す
る
「
被
疑
事
件
の
子
統
」
を
規
整
す
る
一
方
で
、
「
少
年
裁

判
所
法
第
二
次
案
」
が
審
判
手
続
を
規
整
す
る
と
い
う
立
法
形
式
白
体
が
、
家
庭
裁
判
所
へ
事
件
が
送
致
さ
れ
た
後
に
手
続
は
新
た
な

6 
段
階
に
入
り
、
審
判
手
続
に
お
い
て
は
捜
査
機
関
の
関
与
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
、

そ
の
意
味
に
お
い
て
少
年
保
護
手
続
に
お
い

て
捜
査
と
審
判
と
は
断
絶
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
捜
査
を
遂
げ
た
結
果
：
・
こ
れ
を
少
年
裁
判
所
に
送
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
定
が
少
年
刑
事
事
件
特
別
処
理
法
第
一

次
案
に
お
い
て
現
れ
た
．
暦
．
史
的
、
原
理
的
意
義
は
、
す
で
に
明
ら
か
だ
ろ
う
。
少
年
の
人
格
を
尊
前
一
し
、
少
年
自
ら
が
犯
罪
や
非
行
を

克
服
し
て
発
M
脱
し
て
い
く
こ
と
を
承
認
す
る
に
は
、
「
な
ご
や
か
な
ふ
ん
同
気
」
の
下
で
審
理
を
進
め
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に
は
事
件
が
家
庭
裁
判
所
に
送
致
さ
れ
る
と
同
時
に
捜
査
が
終
了
す
る
た
め
の
制
度
的
な
担
保
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
捜



査
を
遂
げ
た
結
果
」
と
規
定
す
る
現
行
少
年
法
第
川
一
条
及
び
第
間
二
条
は
、

現
行
刑
事
訴
訟
法
第
二
間
六
条
と
は
明
確
な
差
違
を
も

っ
て
、

し
か
も
現
行
少
年
法
の
瑚
念
及
び
原
理
的
な
基
本
構
造
と
堅
い
結
び
つ
き
を
も
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

7 

「
本
条
に
よ
っ
て
司
法
警
察
員
が
事
件
を
家
庭
裁
判
所
に
送
致
す
る
の
は
『
捜
査
を
遂
げ
た
結
果
』
で
あ
り
、
こ
れ
を
単
に
『
隈

査
を
し
た
と
き
は
』
（
刑
訴
二
四
六
）
と
し
な
か
っ
た
の
は
、

犯
罪
の
証
拠
固
め
に
つ
い
て
は
捜
査
機
関
を
し
て
卜
分
こ
れ
を
行
わ
し
め
、

こ
の
点
が
不
十
分
の
ま
ま
事
件
が
家
庭
裁
判
所
に
送
致
さ
れ
て
家
庭
裁
判
所
の
取
・
調
が
本
来
の
目
的
と
限
度
を
越
え
て
捜
査
の
性
格
を

!Jl行少年法制定過程から見た拠査と審判の分離

帯
ぴ
、
い
き
お
い
家
庭
裁
判
所
の
保
護
処
分
決
定
機
関
と
し
て
の
本
来
の
機
能
を
著
し
く
阻
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
趣
旨
で

あ
る
」
け

「
若
し
家
庭
裁
判
所
に
送
致
さ
れ
る
以
前
に
十
分
に
捜
査
が
行
わ
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、

家
庭
裁
判
所
の
取
調
が
勢
い
捜
査
の

性
格
を
帯
び
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
家
庭
裁
判
所
の
本
来
の
機
能
を
著
し
く
阻
害
す
る
も
の
で
あ
る
け
家
庭
裁
判

所
か
ら
検
察
行
に
送
致
さ
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
保
護
事
件
と
し
て
終
結
す
る
場
合
に
は
、
家
庭
裁
判
所
に
送
致
と
同
時
に
刑
事
事

件
と
し
て
の
捜
査
が
終
了
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
込
致
以
前
に
十
分
捜
資
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
尚
史
の
こ
と
で
あ
る
」
（
強
調
傍

点
引
用
者
）
。

現
行
少
年
法
施
行
後
間
も
な
い
時
期
に
お
い
て
、
第
川
一
条
、
第
間
二
条
に
関
連
し
て
な
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
指
・
揃
は
、
家
庭
裁
判

所
へ
の
事
件
送
致
と
同
時
に
捜
査
が
終
了
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
リ
、

し
た
が
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
事
件
に
つ
き
捜
査
機
関
は
も

は
や
捜
査
権
限
を
も
ち
え
な
い
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
も
、
杜
撰
な
捜
査
を
糊
塗
す
る
よ
う
な
家
庭
裁
判
所
の
基
本

的
姿
勢
自
体
が
必
然
的
に
現
行
少
年
法
の
理
念
と
紙
触
す
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
原
理
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
少
年
保
護
手
続
に
お

103 

い
て
は
、
公
益
を
代
表
し
犯
罪
を
訴
追
す
る
者
は
存
在
し
え
ず
、
捜
査
は
事
件
の
家
庭
裁
判
所
送
致
と
同
時
に
終
了
す
べ
き
も
の
な
の

で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
少
年
事
件
の
捜
査
は
事
件
を
家
庭
裁
判
所
に
送
致
す
る
前
に
十
分
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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の
で
あ
り
、
社
撲
な
捜
査
を
糊
塗
す
る
よ
う
な
審
判
運
営
は
家
庭
裁
判
所
の
本
来
的
な
機
能
を
害
す
る
の
で
あ
る
。
原
理
的
な
つ
な
が

九人・法学77勾・

り
を
も
っ
た
上
の
よ
う
な
説
明
は
、
「
家
庭
裁
判
所
の
本
来
の
機
能
を
著
し
く
阻
害
す
る
」
姿
勢
を
立
法
的
に
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
「
事

実
認
定
手
続
の
適
正
化
」
論
の
基
本
軸
そ
の
も
の
に
対
す
る
警
鐘
と
し
て
、
余
り
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
加
）
一
九
二
二
年
（
大
正
一
一
年
）
二
川
の
「
少
年
法
案
哩
山
」
は
、
川
少
年
法
第
一
一
七
条
の
立
法
岨
行
に
閑
し
、
「
死
刑
無
期
又
ハ
短
則
三
年
以
上
ノ

懲
役
若
ハ
禁
鋼
ニ
該
ル
罪
ノ
如
キ
ハ
公
益
上
刑
事
手
縦
二
依
リ
之
ヲ
訴
追
ス
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
先
ツ
司
法
機
閥
ヲ
シ
テ
判
断
セ
シ
メ
、
其
ノ
必
要
ナ
キ
場

介
ニ
於
テ
始
メ
テ
少
年
帯
判
所
ノ
保
誠
嵯
分
ニ
付
ス
ル
ヲ
以
テ
ボ
｛
比
一
一
適
セ
ル
モ
ノ
ト
ナ
セ
リ
」
、
「
犯
時
十
六
蹴
以
上
ノ
者
ニ
付
テ
パ
品
川
キ
ニ
述
へ

タ
ル
如
ク
英
米
ニ
於
テ
ハ
原
則
卜
シ
テ
少
年
事
判
ヲ
鴻
サ
サ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
本
案
ニ
於
テ
パ
此
趣
旨
ヲ
参
酌
シ
先
ツ
司
法
機
附
ヲ
シ
テ
制
事

子
縦
ヲ
偽
ス
ヘ
キ
ヤ
否
ヤ
ヲ
判
断
セ
シ
ム
ル
ヲ
相
常
卜
認
メ
タ
リ
」
と
記
述
す
る
。
川
少
年
法
ド
に
お
い
て
少
年
審
判
所
が
行
政
機
関
で
あ
っ
た
こ

と
が
、
検
終
日
光
議
制
度
の
ひ
と
つ
の
即
日
山
と
さ
れ
た
こ
と
を
税
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
森
山
明
編
著
『
日
本
立
法
資
料
全
集
叩
大
正
少
年
法
（
卜
）
』

信
山
社
（
一
九
九
四
）
九
三
間
頁
を
参
照
。

（
幻
）
森
川
川
制
許
・
前
拍
資
料
集
（
下
）
一
九
九
問
詰
（
Mm
）
九
二
川
区
。
な
お
、
川
少
年
法
第
六
二
条
は
、
一
九
一
八
年
（
大
正
七
午
）
九
川
二
七

日
の
「
少
年
法
案
（
大
正
七
年
九
月
二
七
日
案
こ
に
お
い
て
、
第
六

O
粂
と
し
て
初
め
て
姿
を
現
し
た
。
一
九
一
九
年
（
大
正
八
年
）
七
月
七
日
の

「
少
年
法
案
（
法
律
取
調
委
員
会
最
終
案
こ
の
趣
竹
説
明
を
す
る
「
少
年
法
案
剛
山
（
案
こ
に
お
い
て
も
、
す
で
に
、
一
九
二
二
年
（
大
正
一
一

年
）
二
日
の
「
少
年
法
案
理
山
」
と
川
じ
説
明
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
森
川
明
編
著
『
日
本
立
法
資
料
全
集
山
大
正
少
年
法
（
上
）
』
信
山
社
（
一

九
九
三
）
同
八
四
頁
を
参
照
。

（
お
）
山
寸
e
M
m
克
彦
・
前
掲
論
文
一
九
九
附
註
（
刊
）
一
二
一
九
（
坑
木
仲
恰
一
制
許
・
前
相
川
一
九
九
七
此
（
9
）
コ
二
氏
、
守
口
噌
克
彦
・
前
崎
洋
一
九
九
八

証
（
叩
）
二
三
六
貞
）
。

（M
U
）
守
何
克
彦
・
前
倒
論
文
一
九
九
州
詑
（
叩
）
コ
二
貝
の
苅
（
初
）
（
荒
木
仲
恰
編
者
・
前
相
川
一
九
九
七
註
（
9
）
川
九
百
の
註
（
別
）
、
守
口
町
ぃ
凡

彦
・
前
拘
制
札
口
一
九
九
八
花
（
叩
）
二
五
六
民
の
証
（
却
）
）
に
よ
れ
ば
、
大
．
止
一
一
年
一
二
月
二
八
日
司
法
次
打
通
牒
保
九
日
ザ
「
少
年
ニ
対
ス
ル
刑
事

事
件
取
扱
－
H
ニ
閑
ス
ル
件
」
、
大
正
二
一
年
一
月
一
二
日
司
法
省
通
牒
刑
五
間
四
号
「
不
起
訴
処
分
ニ
付
ス
ヘ
キ
少
年
犯
罪
事
件
ニ
閑
ス
ル
件
」
、
大

．
比
二
一
年
一
川
一
五
日
保
護
課
長
通
牒
保
三
九
世
「
少
年
ニ
対
ス
ル
不
起
訴
処
分
打
ハ
公
判
無
罪
刑
事
事
件
記
鉢
ノ
送
付
又
ハ
警
察
行
持
ノ
同
シ
タ
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ル
即
決
処
分
ノ
通
知
ヲ
受
ケ
タ
ル
州
場
介
ニ
於
ケ
ル
事
件
収
機
む
ニ
閃
ス
ル
件
」
と
い
う
通
牒
が
山
さ
れ
て
い
た
。
「
［
州
説
会
］
少
年
法
同
年
を
川
胤

し
て
」
ケ
ー
ス
研
究
二
一
六
り
（
一
九
七
一
）
二
ア
一
三
民
も
参
照
。

（初）

G
H
Q
の
立
川
が
検
察
行
止
議
制
度
の
山
崎
止
と
全
件
送
致
主
義
の
採
別
に
と
ど
ま
ら
ず
、
検
察
行
を
徹
底
的
に
帯
判
廷
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
唱
』
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
阻
み
難
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
実
質
的
な
議
論
の
士
俵
が
逆
送
基
準
に
か
か
わ
る
「
屯
罪

2
Z
Cコ
て
こ
の
範
凶
に
移
さ
れ

た
よ
と
に
関
し
て
は
、
四
ッ
谷
巌
『
年
長
少
年
事
件
の
取
扱
に
閥
す
る
諸
問
題
』
司
法
研
究
報
告
書
第
六
輯
第
一
せ
二
九
瓦
一
二
｝
一
一
ー
一
二
頁
、

柏
本
F
秋
「
少
年
法
の
で
き
る
ま
で
」
刑
政
七

O
巷
一
サ
（
一
九
・
K
九
）
一
二
五
頁
、
「
［
座
品
会
］
少
年
法
印
年
を
同
断
し
て
」
一
九
七
一
花
（
却
）

一一

O
l二
一
貞
を
参
照
。
柏
木
下
秋
「
少
年
法
の
位
山
市
づ
け
に
つ
い
て
」
刑
法
雑
必
一
八
巻
三
・
向
け
（
一
九
七
二
一
二
五
民
は
、
家
庭
批
判
所
の

光
治
制
度
が
ル
イ
ス
の
蛇
案
に
息
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
述
べ
た
上
で
、
日
本
側
と
し
て
も
、
刑
事
処
分
と
保
識
処
分
と
の
選

択
を
少
年
仲
批
判
所
に
与
え
る
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
に
は
附
則
と
し
て
兜
論
が
な
か
っ
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
川
）
法
務
行
刑
事
同
『
少
年
法
及
び
少
年
院
法
の
制
定
閣
内
係
資
料
集
』
少
年
法
改
正
資
料
第
一
ザ
（
一
九
七

O
）
三
問
。
三
五
民
。

（
花
）
法
務
行
刑
事
同
・
前
掲
資
料
集
一
九
七

O
註
（
剖
）
三
六
頁
以
ド
を
参
照
。

（
ね
）
法
務
行
刑
事
川
・
山
拠
資
料
集
一
九
七

O
註
（
剖
）
問
一
頁
以
．
十
0

・
｝
こ
で
の
反
論
の
焦
点
は
、
少
年
審
判
所
が
保
護
処
分
を
行
う
こ
と
は
憲
法

違
反
で
は
な
い
と
い
う
ミ
と
や
少
年
寄
判
所
が
保
護
処
沙
を
行
う
こ
と
は
適
当
な
制
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
吋
て
ら
れ
て
い
る
。

（
出
）
法
務
行
刑
事
同
・
前
掲
資
料
集
一
九
七

O
註
（
剖
）
一

O
九
頁
以
下
。

（
祁
）
「
少
年
刑
事
事
件
の
特
別
処
則
及
び
成
人
起
訴
桝
子
計
の
保
識
い
閃
す
る
法
作
案
」
は
、
第
三
朱
、
第
附
条
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に

制
定
し
た
。
「
．
川
法
野
山

M
Uは
、
少
午
の
被
騒
が
件
に
つ
い
て
州
市
を
逃
げ
た
結
果
、
附
金
以
下
の
川
に
あ
た
る
坪
を
犯
し
た
も
の
と

ι料
す
る
と
き

は
、
よ
れ
を
少
年
法
判
所
に
送
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
犯
罪
の
嫌
騒
が
な
い
場
介
で
も
少
年
紘
判
所
の
事
判
に
付
す
べ
き
事
山
が
あ
る
と
思
料

す
る
と
き
は
、
川
様
で
あ
る
」
（
第
三
条
｝
、
「
検
察
行
は
、
少
年
の
被
疑
事
件
に
つ
い
て
仰
木
川
を
遂
げ
た
枯
県
、
罪
を
犯
し
た
も
の
と
思
料
す
る
と
き

は
、
第
卜
条
第
こ
り
に
脱
志
す
る
場
合
を
除
い
て
、
こ
れ
を
少
年
批
判
所
に
送
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
犯
罪
の
嫌
疑
が
な
い
場
介
で
も
少
年
作
批

判
所
の
審
判
に
付
す
べ
き
事
由
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
同
様
で
あ
る
」
（
第
同
条
）
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
一
九
四
八
年
五
月
二
五
日
付
の
「
少

年
法
案
」
第
四

O
条
、
第
四
一
条
に
継
受
さ
れ
、
現
行
少
年
法
第
四
一
条
、
第
問
二
条
に
至
る
。
法
務
省
刑
事
局
・
前
掲
資
料
集
一
九
七

O
註
（
剖
）

一
一
一
二
丘
、
一
一
－
二
ー
一
三
二
頁
。

（
初
）
刑
事
訴
訟
法
制
定
過
程
研
究
会
「
刑
事
訴
訟
法
の
制
定
過
科
（
了
八
）
」
［
小
田
中
聴
樹
執
事
部
分
］
法
学
協
会
雑
誌
九
六
巻
一
け
す
（
一
九
七
九
）
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八
三
区
を
参
照
。

（
幻
）
刑
事
訴
訟
法
制
定
過
科
研
究
会
「
刑
が
訴
訟
法
の
制
定
過
利
三
六
）
」
［
小
川
中
聴
樹
執
筆
郎
分
］
法
学
協
会
雑
誌
九
孔
巻
九
り
（
一
九
七
八
）

一
六
間
以
を
参
照
。
「
刑
＃
法
草
案
に
対
す
る
修
正
意
見
」
で
は
、
「
れ
件
の
送
致
」
の
ほ
か
、
「
似
勾
刷
m
の
配
新
硝
ボ
」
、
「
変
死
体
の
検
視
に
よ
り
犯

罪
を
発
見
し
た
る
場
合
の
強
制
問
査
」
、
「
検
察
行
の
指
導
権
」
、
「
被
脱
荷
の
保
護
収
容
」
、
「
法
律
上
の
推
定
」
、
「
供
述
を
録
取
し
た
品
川
知
」
、
「
公
判

に
於
け
る
’
H
’H
」、「日紘一・
6

け
の
確
保
」
、
「
保
釈
怖
の
制
限
」
、
「
検
察
行
の
抗
終
陳
述
怖
」
、
「
略
式
命
令
手
続
の
自
活
」
と
い
う
が
．
叫
に
閲
す
る
修
正
－

新
設
を
求
め
る
提
案
及
ぴ
そ
れ
に
か
か
わ
る
「
意
見
」
が
一
刑
さ
れ
て
い
る
。

（
拘
）
刑
引
訴
訟
法
制
定
過
程
研
究
会
・
前
掲
論
文
一
九
七
八
証
（
幻
）
一
六
阿
引
に
よ
れ
ば
、
「
事
件
の
送
致
」
に
関
す
る
「
刑
訴
法
革
案
に
対
す
る
修

．
汁
．
広
見
」
で
の
修
．
止
提
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
第
六
次
案
第
三
二
九
条
へ
の
影
響
の
強
さ
を
知
る
・
』
と
が
で
き
よ
う
。

（
修
正
）

4
法
警
察
山
口
は
犯
罪
を
捜
査
し
た
る
と
き
は
、
犯
人
を
逮
捕
し
た
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
、
す
べ
て
の
事
件
を
検
察
山
口
に
送
致
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
。

司
法
警
察
行
は
犯
人
を
逮
捕
し
た
と
き
は
、
其
の
犯
罪
が
不
成
立
の
場
合
を
除
い
て
警
察
山
口
の
誹
可
を
受
け
た
場
合
に
の
み
之
を
釈
欣

す
る
こ
と
が
出
米
る
。

検
察
行
は
、
微
罪
の
範
同
を
定
め
イ
川
法
瞥
察
行
の
事
件
送
致
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
却
）
ル
イ
ス
改
正
意
見
に
対
し
て
は
、
一
九
四
七
年
五
月
三
日
付
の
「
少
年
法
の
改
正
草
案
に
対
す
る
ル
イ
ス
博
士
の
提
案
に
つ
い
て
の
意
見
」
を
通

し
て
司
法
大
臣
行
房
保
護
課
に
よ
り
反
論
が
な
さ
れ
た
後
、
同
年
六
日
二
日
付
の
「
現
在
の
少
年
審
判
所
を
し
て
保
護
処
分
を
行
わ
せ
る
こ
と
の
よ

し
あ
し
に
つ
い
て
」
に
よ
り
さ
ら
な
る
反
論
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
前
符
の
文
書
は
、
「
司
法
宵
は
、
ル
イ
ス
提
案
が
少
年
帯
判
を
『
紘
判
所
』
に
行

わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
十
分
な
理
解
を
欠
い
て
い
た
」
た
め
に
、
専
ら
「
少
年
審
判
所
」
に
つ
い
て
の
論
行
が
M
開
閉
さ
れ
て
お
り
、

「
4
の
点
の
く
い
迎
い
は
、
ほ
ど
な
く
川
服
に
な
」
っ
た
た
め
に
、
「
少
年
審
判
所
」
が
保
護
処
分
を
行
う
こ
と
の
A
H
憲
性
に
焦
点
を
中
l

て
た
後
円
の

文
品
川
が
作
成
さ
れ
た
（
松
尾
浩
也
・
前
掲
論
文
一
九
七
五
桂
（
叩
）
二
六
七
I

二
六
八
貞
）
と
与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
六
月
二
日
付
の
文
九

は
、
誠
一
諭
の
焦
点
を
修
正
し
た
k
で
五
川
三
日
付
の
文
汗
の
内
特
を
補
充
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
検
察
山
口
先
議
制
度
の
廃
止
と

い
う
形
で
検
察
行
の
権
限
に
ま
で
踏
み
込
む
ル
イ
ス
改
．
止
提
案
に
対
し
、
－
h
川
三
日
付
の
文
洋
に
お
い
て
司
法
行
が
そ
の
維
持
を
阿
ろ
う
と
し
た
こ

と
は
、
本
質
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

他
万
で
、
刑
事
訴
訟
法
制
定
子
統
に
お
け
る
「
刑
訴
法
午
案
に
対
す
る
修
正
意
見
」
で
は
、
「
が
件
の
送
致
」
に
附
す
る
「
修
正
」
と
「
怠
見
」
の



現行少年法制定過程から見た捜査と審判の分離107 

山
山
川
に
お
い
て
、
「
検
察
行
の
指
導
権
」
に
つ
い
て
、
検
察
行
が
司
法
警
察
行
に
刈
し
指
導
権
を
も
つ
こ
と
を
明
文
化
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
主
張
さ

れ
、
次
の
よ
う
な
「
怠
見
」
が
M
開
閉
さ
れ
て
い
る
。
「
犯
罪
の
川
荒
川
は
公
訴
怖
を
行
ふ
前
徒
で
あ
っ
て
、
検
察
行
が
山
市
ら
犬
れ
を
行
ふ
職
此
を
与
え
ら

れ
、
日
川
つ
之
を
行
ふ
に
当
っ
て
便
宜
主
義
の
制
度
が
保
川
せ
ら
れ
る
以

t
検
察
日
が
其
の
職
権
行
使
に
必
要
な
る
限
度
に
於
て
司
法
瞥
察
官
の
犯
罪

問
先
に
対
し
統
制
力
を
持
つ
べ
き
4
と
は
、
側
め
て
山
当
然
な
こ
と
で
あ
る
。
之
れ
な
く
し
て
は
、
検
察
行
の
公
訴
権
行
使
と
一
ぶ
っ
て
も
有
名
無
主
で

あ
り
叫
ん
凡
主
義
制
度
作

ιの
怠
義
を
失
ふ
で
あ
ら
う
」
（
刑
引
＃
訟
法
制
定
過
科
研
究
会
・
前
倒
論
文
一
九
七
八
一
正
（
幻
）
一
六
一
子
一
六
川
以
）
。

犯
罪
の
訴
追
に
関
す
る
限
り
検
察
行
が
唯
一
の
公
益
の
代
表
訴
で
あ
り
、
か
つ
絶
対
の
責
任
者
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
基
盤
と
し
た
検
察
行
の
権

制
維
持
・
強
化
の
表
現
と
し
て
、
双
方
の
制
定
過
科
子
統
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
主
張
が
同
時
期
に
同
じ
品
開
構
造
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
と
考
え
る

事
｝
と
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

（
刊
）
現
行
少
年
法
は
、
特
に
、
証
人
尋
問
や
鑑
定
、
通
訳
、
捜
索
、
検
証
と
の
関
係
、
抗
告
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
川
少
年
法
に
比
べ
て
手
続
を

形
式
化
し
て
い
る
。
ニ
れ
ら
の
胤
定
を
新
設
す
る
際
に
は
、
刑
事
訓
訟
法
草
案
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
「
川
入
品
吋
川
・

鑑
定
・
通
訳
・
翻
訳
」
に
関
す
る
規
定
、
「
検
証
」
に
関
す
る
規
定
は
、
一
九
問
八
年
同
月
五
日
の
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
に
お
い
て
新
設
さ
れ
（
第

一
九
条
、
第
二

O
条
）
、
少
年
刑
事
事
件
特
別
処
理
法
第
一
次
案
と
同
日
付
で
作
成
さ
れ
た
一
九
四
八
年
五
月
五
日
の
少
年
裁
判
所
法
第
二
次
案
に
お

い
て
は
、
検
証
に
加
え
て
押
収
と
掩
索
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
第
一
九
条
）
。
よ
れ
ら
は
、
一
九
阿
八
年
二
月
七
日
の

G
H
Q提
出
来
に
は
見
受

け
ら
れ
な
い
規
定
で
あ
る
。
法
務
省
刑
事
局
・
前
掲
資
料
集
一
九
七

O
註
（
訂
）
七
九
l

八

O
頁
、
一

O
三
頁
。

（
引
）
少
年
刑
事
事
件
特
別
処

m法
第
一
次
案
は
、
対
象
年
齢
な
ど
を
胤
山
記
す
る
「
第
一
章
総
則
」
、
事
件
の
送
致
と
現
行
犯
逮
捕
、
少
年
の
身
柄
拘
束
、

少
年
此
判
所
か
ら
検
察
行
へ
の
事
件
送
致
（
逆
送
）
を
定
め
る
「
第
二
市
被
疑
事
件
の
子
続
」
、
他
の
被
行
人
と
子
続
を
分
離
し
た
審

m、
減
川
を

脱
走
す
る
「
第
三
市
裁
判
所
に
お
け
る
特
別
処
瑚
」
、
成
人
と
区
州
さ
れ
た
執
行
、
仮
出
獄
、
仮
出
獄
期
間
の
終
了
を
定
め
る
「
第
間
車
刑
の
執

行
」
、
人
の
資
怖
に
附
す
る
法
令
の
適
川
、
保
品
処
分
が
な
さ
れ
た
と
き
は
確
定
判
決
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
と
い
う
胤
定
ご
が
．
小
川

m効
に
附

す
る
胤
山
季
、
時
効
の
中
断
な
ど
か
ら
成
る
「
第
五
世
雑
則
」
、
こ
れ
ら
に
「
附
川
」
を
加
え
た
、
全
一
八
条
か
ら
成
る
。
法
務
宵
刑
事
同
・
前
川
向
資

料
集
一
九
七

O
註
（
剖
）
一

O
九
氏
以
下
を
参
照
。

｛
花
）
守
同
克
彦
『
少
年
の
非
行
と
教
育
」
動
車
耽
H
J
M
W

（
一
九
七
じ
）
一
札
二
氏
以
．
卜
、
特
に
一
七
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
位
）
守
川
町
克
彦
・
前
掲
洋
一
九
七
七
詑
（
位
）
一
八
六
百
以
以
下
。

（
“
）
法
務
行
刑
事
川
・
前
拠
資
料
集
一
九
七

O
抗
（
剖
）
七
九
以
、
八
二
百
川
。
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（
日
刊
）
少
年
法
第
三
改
正
草
案
第
川
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
の
「
憲
法
第
八
十
二
条
第
二
項
他
品
川
に
掲
げ
る
罪
を
犯
し
た
少
年
は
、
こ
れ
を
刑

悦
・
処
分
に
付
す
る
。
」
（
第
一
頃
）
、
「
十
六
歳
以
上
で
、
死
刑
又
は
無
期
刑
に
あ
た
る
罪
を
犯
し
た
少
年
は
、
第
二
卜
八
条
（
警
察
官
又
は
検
察
官
の

送
致
）
及
ぴ
第
二
十
九
条
（
裁
判
所
の
送
致
）
の
場
介
を
除
い
て
、
こ
れ
を
刑
事
処
分
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
第
二
項
）
。
法
務
省
刑
事
同
・

前
掲
資
料
集
一
九
ヒ

O
花
（
泊
）
間
六
頁
。

（
判
）
森
川
宗
一
「
少
年
法
制
定
過
程
覚
え
書
⑥
成
人
の
刑
事
事
件
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
四

O
号
二
九
八
九
）
八
七
頁
（
森

m宗
一
『
附
け
た
る
心
（
下
）
』

信
山
社
ご
九
九
一
）
一
三
七
氏
以
下
｝
は
、
ア
メ
リ
カ
標
準
少
年
裁
判
所
法
で
も
明
確
に
規
定
し
て
い
な
か
っ
た
抗
告
を
け
本
側
の
立
法
関
係
者

が
規
定
し
た
こ
と
、
少
年
の
側
だ
け
で
な
く
検
察
官
に
も
抗
告
権
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
は
、
立
法
当
時
は
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て

L
ヲ
Q

（
灯
）
相
本
千
秋
・
前
掲
論
文
一
九
五
九
誼
（
却
）
二
三
頁
。
な
お
、
内
藤
文
質
「
新
少
年
法
立
案
の
経
過
」
家
庭
裁
判
月
報
五
巷
八
号
（
一
九
五
三
）

同
九
頁
は
、
「
川
年
（
一
九
州
八
年
｜
引
刑
者
）
二
日
六
日
、
少
年
裁
判
所
法
の
完
成
提
案
（
本
柄
小
に
い
う
「
G
H
Q提
案
」

l
引
川
村
）
が
交
付

さ
れ
た
の
で
、
矯
正
川
で
は
、
直
ち
に
少
年
裁
判
所
法
と
少
年
刑
事
事
件
特
別
処

m法
と
を
並
行
立
案
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
記
述
し
て
い
る
。

よ
れ
に
よ
れ
ば
、
少
年
事
件
特
別
処
理
法
は
、
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
と
同
時
に
立
案
作
業
に
若
子
さ
れ
た
よ
と
に
な
る
。

そ
の
後
、
一
九
問
八
年
札
川
二
二
日
に
、
例
設
が
予
定
さ
れ
て
い
た
少
年
此
判
所
と
当
時
の
家
事
裁
判
所
と
を
あ
わ
せ
て
家
峰
紘
判
所
が
創
設
さ

れ
る
4
と
に
な
り
、
家
庭
裁
判
所
の
組
織
及
び
権
限
な
ど
が
裁
判
所
法
に
組
み
込
ま
れ
る
一
方
で
、
少
年
裁
判
所
法
案
中
の
そ
の
他
の
規
定
と
少
年

の
刑
引
引
件
を
規
幣
す
る
法
案
と
が
あ
わ
せ
て
少
年
法
案
と
し
て
一
本
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
リ
、
川
年
・
九
川
二
・
K
H
少
年
矯
正
い
同
立
法
部
の
子
に
よ

る
「
少
年
法
案
」
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
内
藤
文
質
・
前
掲
論
文
一
九
五
三
四
九
頁
を
参
照
。

（
判
｝
剛
雌
前
一
光
・
内
藤
文
民
・
森
川
宗
一
・
問
ッ
谷
縦
『
少
年
法
』
有
斐
間
（
一
九
孔
六
）
三
三
川
1

三
三
・
h
．H
。

（
羽
）
柏
木
千
秋
『
新
少
年
法
概
説
』
立
化
書
房
（
一
九
四
九
）
一
同
八
i

一
阿
九
頁
。
最
高
裁
判
所
事
務
総
同
家
庭
局
『
少
年
法
概
説
』
家
庭
裁
判
資
料

一
間
サ
｛
一
九
五
二
九
三
l

九
問
討
も
第
問
二
条
に
関
連
し
て
同
様
の
指
摘
を
す
る
。



現
行
少
年
法
第
一
六
条
の
意
義
｜
｜
ケ

l
ス
・
ワ
ー
ク
と
援
助
・
協
力
｜
｜

前
立
に
お
い
て
は
、

引
行
少
年
法
第
川
一
条
、
第
間
二
条
の
な
義
を
把
出
し
、

引
行
少
年
法
が
予
定
す
る
少
年
以
識
手
続
は
舵

査
と
審
判
と
が
切
り
離
さ
れ
て
い
る
構
造
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
舷
認
し
た
。
そ
こ
で
の
検
討
過
程
か
ら
れ
ず
と
明
ら
か
と
な
っ
た
よ

、
フ
に

一
九
四
八
年
四
月
瓦
日
付
の
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
に
お
い
て
は
、
す
で
に
現
行
少
年
法
の
埋
念
的
、
原
理
的
崎
牙
を
認
め

現行少年法制定過程から見たrM査と審判の分離

う
る
。
少
年
続
判
所
法
第
一
次
案
に
お
い
て
は
、
そ
れ
以
前
の
平
定
と
比
し
て
明
ら
か
に
け
的
焼
定
が
変
遷
を
遂
げ
て
い
る
こ
と
が
舷

認
で
き
、
そ
れ
と
川
時
に
、
「
な
ご
や
か
な
ふ
ん
川
気
に
お
い
て
」
事
判
を
行
う
と
い
う
審
判
の
方
式
を
定
め
る
川
判
定
と
訓
汽
の
科
学
、
正

義
を
定
め
る
規
定
が
山
呪
し
、
検
察
行
を
審
判
延
か
ら
排
除
す
る
桃
造
が
よ
り
一
一
肘
強
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
九
九

O
年
以
高
裁
決
定
が
仰
木
札
機
関
へ
の
補
充
拘
査
依
頼
の
・
万
法
と
し
て
挙
げ
る
現
行
少
年
法
第
一
六
条
は
、
本
米
的
に
は
、
ま

さ
に
こ
の
川
町
の
中
心
と
な
る
ケ
ー
ス
・
ワ
ー
ク
思
恕
と
街
械
な
問
述
を
も
っ
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
帯
判
の
方
式
と
科

学
主
義
と
を
似
期
的
に
架
橋
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
規
定
の
沿
革
と
そ
れ
を
文
え
る
思
恕
に
遡
り
、
そ
の
川
印
刷
を
雌
認

し
な
が
ら
特
に
ふ
た
つ
の
事
柄
に
議
論
の
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ひ
と
つ
は
、
特
に
援
助
の
相
手
・
万
と
し
て
現
行
少
年
法
第

一
六
条
第
一
項
が
「
警
察
行
」
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
と
関
連
す
る
「
警
察
官
」
に
よ
る
具
体
的
な
援
助
内
容
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

従
来
の
通
説
的
見
解
が
第
一
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
を
「
特
別
規
定
」
と
「
一
般
脱
定
」
と
理
解
し
て
き
た

m山
な
ら
び
に
そ
の

m

解
の
前
提
と
な
る
条
件
で
あ
る
。

2 

現
行
少
年
法
第
二
ハ
条
は

一
九
二
二
年
（
大
正
一
一
年
）
に
公
布
さ
れ
た
川
少
年
法
第
二
五
条
を
ひ
と
つ
の
治
不
と
す
る
。
川
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少
年
法
第
二
五
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
た
。
「
少
年
審
判
所
及
少
年
保
護
司
ハ
其
ノ
職
務
ヲ
行
フ
ニ
付
公
務
所
又
ハ
公
務
日
ニ
対
シ



A
H
V
 

1
i
 

1
i
 

蝋
託
ヲ
伐
シ
乳
、
ノ
他
必
要
ナ
ル
補
助
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
」
。
こ
の
よ
う
に
川
少
年
法
第
二
五
条
は
、
少
年
寄
判
所
や
少
年
保
護
司
が
そ

の
職
務
を
行
う
際
に
、
公
務
所
や
公
務
員
に
対
し
必
要
な
補
助
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
行
の
規
定
券
二
般
的
・
抽
象
的
な
形
で
規
定

し
た
。

｝しkW学77日・

川
少
年
法
第
二
五
条
の
具
体
的
な
立
法
趣
行
は
、
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
第
間
五
川
帝
同
議
会
に
提
出
さ
れ
た
一
九
二
二
年

一
一
川
の
少
年
法
案
内
山
を
子
懸
り
と
し
よ
う
。
少
年
法
案
町
山
は
、
川
少
年
法
第
二
五
条
の
立
法
趣
行
を
次
の
よ
う
に
説
川
し
て
い
る
。

「
本
保
ハ
法
律
上
ノ
扱
助
ヲ
規
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
少
年
寄
判
ニ
付
テ
ハ
時
－
一
成
ハ
本
人
ノ
使
索
又
ハ
川
行
ニ
付
キ
警
察
力
ヲ
．
嬰
ス

ル
コ
ト
ア
ル
へ
ク
、
成
ハ
市
町
村
役
場
ニ
…
出
合
シ
テ
其
身
分
附
係
ヲ
調
官
ス
ル
ヲ
．
要
ス
へ
ク
、
其
他
各
種
ノ
公
務
所
又
ハ
公
務
此
ニ
針

シ
必
要
ナ
ル
扱
助
ヲ
求
ム
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
完
全
ニ
職
務
ヲ
遂
行
ス
ル
能
ハ
サ
ル
へ
シ
。
同
テ
本
保
二
一
於
テ
少
年
審
判
所
蚊
－
一
少
年
保
護

－
目
岬
｝

一
一
川
ハ
綿
テ
ノ
公
務
所
又
ハ
公
務
員
ニ
封
シ
必
要
ナ
ル
嘱
託
ヲ
伐
シ
其
他
ノ
補
助
ヲ
求
メ
得
ヘ
キ
行
ヲ
規
定
セ
リ
」
。
こ
こ
で
は
、
職
務
の

遂
行
を
完
全
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、

少
年
審
判
所
や
少
年
保
護
川
は
、
す
べ
て
の
公
務
所
や
公
務
員
に
対
し
必
要
な
嘱
託
を
な
し
、

援
助
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
こ
と
に
立
法
趣
行
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
例
示
と
し
て
、
少
年
審
判
に

つ
い
て
は
時
と
し
て
「
本
人
ノ
捜
索
又
ハ
川
行
ニ
付
キ
」
警
察
力
が
必
．
安
と
な
り
う
る
こ
と
、
あ
る
い
は
身
分
関
係
を
調
査
す
る
た
め

に
山
町
村
役
場
へ
の
服
会
が
必
．
裂
と
な
り
う
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
す
で
に
徽
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
川
少
年
法
下
に
お
い
て
、
少
年
審
判
所
や
少
年
保
護
川
へ
の
媛
肋
と
し
て
瞥

察
力
の
必
．
要
性
が
具
体
的
に
恕
山
記
さ
れ
た
の
は
、
「
本
人
ノ
愉
悦
し
京
又
ハ
同
行
」
に
つ
い
て
で
あ
り
、
揃
茂
木
u
一
般
で
は
な
い
。
川
少
年
法
に

お
い
て
少
年
保
兆
四
川
の
職
務
内
存
と
さ
れ
た
の
は
、
官
官
判
資
料
の
地
集
や
観
察
事
務
の
遂
行
（
第
二
三
条
第
一
項
）
、
そ
し
て
本
人
の
川
行

（
第
三
六
条
）
で
あ
っ
た
か
ら
、
本
人
の
摘
は
索
又
は
同
行
に
関
す
る
特
察
力
の
必
要
性
や
身
分
関
係
を
凋
資
す
る
た
め
の
市
町
村
役
場
へ

の
照
会
と
い
う
少
年
法
案
瑚
山
の
掲
げ
る
例
示
が
抗
接
的
に
怠
識
さ
れ
た
の
は
、
主
に
は
、
少
年
保
護
司
の
職
務
と
の
か
か
わ
り
に
お



い
て
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
殊
に
、
瞥
察
力
に
よ
る
「
援
助
」
の
意
義
が
意
識
さ
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
審
判
の
た
め
に
本
人
の
身

柄
確
保
が
必
要
な
場
合
に
お
け
る
「
本
人
ノ
捜
索
又
ハ
同
行
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

少
年
法
第
二
五
条
を
「
同
行
」
と
の
関
連
で
捉
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

川
少
年
法
の
概
説
者
げ
が
旧

3 

こ
の
よ
う
に
、

川
少
年
法
第
二
五
条
に
よ
る
援
助
と
し
て
瞥
察
力
の
必
要
性
が
特
に
恕
定
さ
れ
た
の
は
、
審
判
の
た
め
の
身
柄

確
保
に
か
か
わ
る
「
本
人
ノ
捜
索
又
ハ
同
行
」
に
関
し
て
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

旧
少
年
法
第
二
五
条
と
の
対
比
に
お

い
て
現
行
少
年
法
第
二
ハ
条
の
条
文
構
造
を
瞥
見
す
る
だ
け
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
旧
少
年
法
第
二
五
条
が
一
般
的
、
抽
象
的
な
「
補

助
」
に
関
す
る
規
定
の
み
を
山
f

向
い
て
い
た
の
に
対
し
、

呪
行
少
年
法
第
一
六
条
は
、
「
援
助
・
協
力
」
に
関
す
る
ふ
た
つ
の
条
項
を
も

現行少年法制定過程から兄た問ti.と審判の分離

ち
、
援
助
や
協
力
の
相
手
方
と
そ
の
内
容
の
具
体
化
を
図
っ
て
い
る
。

別
行
少
年
法
の
制
定
過
科
に
お
い
て
、
按
助
・
協
力
に
附
す
る
条
文
の
構
造
に
こ
の
よ
う
な
変
化
が
決
定
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
る

の
は
、
ま
さ
に
、
新
し
い
少
年
法
の
理
念
的
・
原
埋
的
な
萌
芽
が
兄
ら
れ
る
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
に
お
い
て
で
あ
る
。

一
九
四
七

一
九
四
八
年
一
月
二

O
H付
の
少
年
法
第
三
改
正
草
案
と
い
う
そ
れ
ま
で
の
草
案
は
、
旧
少
年

法
第
二
・
h
条
の
恭
一
本
柄
造
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぎ
、
一
般
的
・
抽
象
的
な
「
補
助
」
や
「
似
託
」
を
規
定
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
れ

に
対
し
、
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
は
、
「
援
助
・
協
力
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
「
少
年
裁
判
所
か
ら
調
査
及

年
一
月
七
日
付
の
少
年
法
改
正
草
案
、

ぴ
監
察
の
た
め
、
瞥
察
職
員
、
保
護
監
察
店
、
保
護
委
員
、

児
童
制
祉
司
又
は
児
草
委
員
に
対
し
必
要
な
援
助
を
求
め
た
と
き
は
、

そ

そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
、
公
務
所
、

の
求
め
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
第
一
二
条
第
一
項
）
。
「
少
年
裁
判
所
は
、

公
私
の
川

体
、
学
校
、
病
院
、
事
業
所
に
必
要
な
協
力
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
第
一
二
条
第
二
項
）
。
こ
こ
で
、
第
一
二
条
第
一
項
に
よ
っ
て

吋
汗
さ
れ
る
「
瞥
察
職
員
、
保
護
院
察
山
口
、
保
護
委
川
、
児
市
一
福
祉
叶
凡
は
児
童
委
員
」
に
対
す
る
少
年
裁
判
所
に
よ
る
援
助
依
頼
の
内

111 

容
は
、
「
調
査
及
ぴ
監
察
の
た
め
」
の
も
の
で
あ
り
、

日
的
、
相
手
方
と
も
に
明
確
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
第
一
二
条
第
二
項
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も
、
「
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
」
と
規
定
し
、
協
力
内
容
は
一
般
的
、
抽
象
的
で
あ
る
点
で
そ
れ
以
前
の
平
案
に
お
け
る
規
定
と
の

九大法学77号

共
通
性
を
保
っ
て
い
る
も
の
の
、
協
力
の
相
手
方
を
「
公
務
所
、

公
私
の
同
体
、
学
校
、
病
院
、
事
業
所
」
と
定
め
限
定
的
な
規
定
と

な
っ
て
い
る
。

少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
と
同
日
付
で
作
成
さ
れ
た
「
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
の
注
訳
」
の
記
述
か
ら
も
確
認
で
き
る
よ
う
に
、

一
九
州
九
年
二
月
七
日
付
の
「
少
年
裁
判
所
法
に
関
す
る

G
・

H
・Q
・
の
提
案
」
（
以
下
、
「
G
H
Q提
案
」
と
略
記
す
る
）
の
強
い
影
響
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

G
H
Q提
案
中
の
各
条
項
と
少
年
裁

一
般
的
な
事
制
と
し
て
、
こ
の
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
に
つ
い
て
は
、

判
所
法
第
一
次
案
の
各
規
定
と
の
相
互
対
応
関
係
を
示
す
こ
と
を
け
的
と
し
て
作
成
さ
れ
た
「
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
の
注
訳
」
は
、

「
注
釈
」
を
附
す
る
必
要
性
と
い
う
観
点
か
ら
「
ま
え
が
き
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
提
案
（
G
H
Q提
案
1

引
用

者
）
は
、
形
式
内
容
に
余
り
H
本
向
で
な
く
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
日
本
の
法
律
に
す
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
っ
て
、
現
に
少
年
裁
判

所
法
第
一
次
案
も
、
文
章
の
表
現
や
条
文
の
組
み
立
て
万
に
お
い
て
は
提
案
と
相
吋
異
な
っ
て
い
る
し
、
内
容
的
に
も
提
案
の
趣
円
を

変
更
し
た
点
が
多
少
は
あ
る
の
で
あ
る
が
、
而
も
、
他
而
、
こ
の
提
案
は
相
当
に
決
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
む
や
み
に
変
更
す

る
、
」
と
は
版
め
て
附
雌
な
実
的
に
あ
る
」
。

つ
ま
り
、

G
H
Q提
案
を
そ
の
ま
ま
日
本
の
法
律
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
一
万
で
、

少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
に
と
っ
て
、

G
H
Q提
案
は
「
相
当
に
決
定
的
な
も
の
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
「
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
の
注
訳
」
は
、
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
第
二
一
条
に
つ
き
、
「
こ
れ
は
第
十
五
郎
の
以
後
の
文

章
及
ぴ
第
二
十
節
の
前
文
に
相
当
す
る
」
と
述
べ
、
こ
の
条
項
が
G
H
Q提
案
第
一
五
節
な
ら
び
に
第
二

O
節
中
次
の
箇
所
と
か
か
わ

り
を
も
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
U

す
な
わ
ち
、
「
恥
祭
と
訓
査
（
司

g
g
z
oロ
自
己

E
5笠
宮
巴

g
）
」
を
規
定
す
る
第
一
．

km小

の
「
す
べ
て
の
自
治
体
警
察
、
国
家
地
方
警
察
若
し
く
は
そ
の
他
の
保
安
官
史
は
、
監
察
及
び
調
査
の
官
史
の
要
求
が
あ
れ
ば
、
そ
の

職
務
の
遂
行
を
援
助
す
る
」
と
い
う
筒
所
で
あ
り
、
「
審
即
と
処

m
2
8
1認
さ
仏
巴
山
岳

g
E
oロ
）
」
を
定
め
る
第
二

O
節
小
の
「
帯

m



に
当
た
っ
て
は
、
法
判
所
は
行
状
研
究
家
寄
与

R
Z
R
2克
三
、
約
神
医
学
行
、
調
古
川
口
、
医
学
上
の
専
門
家
、
検
れ
の
助
一
一
一
日
を
う
け

そ
の
符
帖
一
以
械
の
ロ
ペ
C
勺
〉
月

ω
委
員
会
t
h
し
く
は
そ
の
委
け
は
、
職
け
は
、
福
祉
機
関
又
は
判
事
が
必
．
耐
火
と
芯
め
る
そ
の
他
の
咋
門
家
咋
の

肋
パ
と
岡
山
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
以
下
で
は
、

G
H
Q提
案
中
の
当
該
筒
所
の
附
凶
行
を
把
糾
し
た
し
で
、

少
午
此
判
所
法
第
一
次
家
に
お
け
る
規
定
の
趣
行
を
昨
認
し
よ
う
H

4 

ま
ず
、

G
H
Q鈍
案
第
一
．
h
．
節
に
お
い
て
必
定
さ
れ
た
「
す
べ
て
の
自
治
体
符
察
、
川
川
家
地
万
警
察
行
し
く
は
そ
の
他
の
保
安

行
史
」
が
行
う
援
助
内
脊
を
確
認
し
よ
う
。

f~fj- 少年法；t;1れi：過引から見た問先と審判の分雌

「
監
察
と
調
査
（
勺

g
g
z。コ
2
2ロ
足
笠
宮

z
g）
」
を
定
め
る
G
H
Q提
案
第
一
五
節
の
第
二
項
は
全
体
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
定

め
る
の

部
（
「
政
判
所
の
監
察
調
任
部
宅

g
g
z。コ
ω
邑

Z
Z笠
宮
色
。
コ
ロ
告
。
ユ
ヨ
g
c」
｜
引
川
折
）
の
報
行
と
記
録
は
機
街
の
柿
仰
と
み
な
さ
れ
公
長

さ
れ
な
い
。
監
察
及
ぴ
調
査
の
官
史
は
裁
判
所
の
令
状
そ
の
他
の
子
続
を
執
行
す
る
権
限
を
な
し
、
且
つ
相
当
の
通
告
許
し
く
は
・
』
の
章
の
規
定
に
対
す

る
進
一
以
が
あ
れ
ば
令
状
な
く
し
て
逮
捕
し
令
状
の
発
布
が
あ
る
ま
で
そ
の
析
を
抑
間
し
、
又
判
事
の
命
令
に
従
っ
て
内
己
に
同
す
る
そ
の
他
の
職
務
を
行

う
。
す
べ
て
の
山
治
体
軒
幌
、
同
京
地
万
瞥
山

mrし
く
は
そ
の
他
の
似
官
山
口
史
は
、
監
察
及
び
淵
古
の
ん
H
史
の
．
要
求
が
あ
れ
ば
、
そ
の
職
務
の
逆
行
を
舵

肋
す
る
。

こ
の
よ
う
な
G
H
Q提
案
第
一
札
節
第
二
項
全
体
の
構
造
か
ら
も
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
す
べ
て
の
れ
治
体
幹
・
M
M
、
川
京
地
方

I 13 

そ
の
職
務
の
遂
行
を
掠
肋
す
る
」
と
い
う
附
所

は
、
そ
の
爪
前
の
第
二
文
を
受
け
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
第
二
文
に
よ
れ
ば
、
「
監
察
及
ぴ
調
査
の
有
史
」
白
身
が
令
状
そ
の
他
の

F
統

特
京
行
し
く
は
そ
の
他
の
保
安
行
史
は
、
監
察
及
ぴ
凋
任
の
行
史
の
．
要
求
が
あ
れ
ば
、
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を
執
行
す
る
権
限
な
ら
び
に
一
定
要
件
ド
に
お
い
て
は
無
令
状
の
逮
捕
・
抑
儲
を
な
す
権
限
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。
「
す
べ
て
の
れ
治
体

九大法学77号

警
察
、
国
家
地
方
警
察
若
し
く
は
そ
の
他
の
保
安
官
史
」
に
よ
る
援
助
も
、
こ
の
よ
う
な
強
制
的
な
要
素
を
も
っ
職
務
と
の
関
連
に
お

い
て
規
定
さ
れ
た
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
果
た
し
て
、

G
H
Q提
案
に
お
い
て
「
自
治
体
警
察
、
国
家
地
方
警
察
若
し
く
は
そ

の
他
の
保
安
行
史
」
が
行
う
援
助
内
存
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
の
は
、
「
監
察
及
ぴ
調
査
の
行
史
」
が
行
う
身
柄
確
保
の
た
め
の
一
定

の
強
制
的
な
措
置
を
援
助
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
他
万
で
、
「
帯
即
．
と
処

m
（
Z
g江
口
問
自
己
ロ
2
3
ω
在
。
ロ
）
」
を
規
定
す
る
G
H
Q提
案
第
二

O
節
小
の
当
該
筒
所
に
お
け
る

ど
の
よ
う
な
も
の
が
忽
｛
記
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
「
行
状
研
究

「
助
一
百
と
促
助
」
の
内
容
と
し
て
は
、

家
（

σ
S
2
Z
R
a句
。
ユ
）
、
精
神
医
学
者
、
調
査
官
、
医
学
上
の
専
門
家
」
な
ど
と
い
っ
た
者
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
い
知

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

こ
こ
で
「
援
助
と
助
一
言
」
の
内
容
と
し
て
想
定
さ
れ
た
の
は
、
ぽ
門
学
を
は
じ
め
と
す
る
専
門
的
見
地
か
ら

の
も
の
で
あ
り
、
主
に
は
ケ
ー
ス
・
ワ

l
ク
的
側
而
、
福
祉
的
側
而
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
少
年
裁
判
所
法
第
一

次
案
の
注
訳
」
が
参
照
を
指
示
す
る
G
H
Q提
案
の
「
第
二
十
節
の
前
文
」
全
体
を
見
た
上
で
、

G
H
Q提
案
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
と
い
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
標
準
少
年
裁
判
所
法
一
九
州
三
年
版
（
以
ド
、
「
標
準
少
年
政
判
所
法
」
と
略
記
す
る
）
と
の
対
応
関
係
を
確
認

し、

G
H
Q提
案
中
に
お
け
る
吋
該
附
所
の
以
瑚
的
位
前
づ
け
を
僻
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
審
理
と
処
理
（

Z
gユ
コ
問
自
己
口
一
8
2
E
0
2）
」
を
定
め
る
G
H
Q提
案
第
二

O
節
の
「
前
文
」
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

批
判
所
は
児
童
の
が
件
を
非
形
式
的
ト
刀
法
で
審
理
す
る
。
そ
の
－
r
刀
法
は
決
し
て
刑
事
裁
判
所
の
子
続
に
類
似
す
る
も
の
で
は
な
く
家
族
会
議
の
よ
う
に

行
わ
れ
る
。
裁
判
所
は
審
理
を
続
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
一
般
公
衆
は
閉
め
出
さ
れ
事
件
に
直
悼
恨
の
利
害
関
係
あ
る
人
だ
け
が
立
会
を
一
汗
さ
れ
る
。
児
童

を
介
む
す
べ
て
の
事
件
は
別
々
に
札
つ
成
人
に
対
す
る
が
件
の
帯
聞
と
は
以
別
し
て
事
即
．
さ
れ
る
。
審
即
日
に
当
た
っ
て
は
、
裁
判
所
は
行
状
研
究
家
（

g
g
i
。R



虫
吉
江
）
、
利
神
医
学
布
、
調
流
行
、
医
学
上
の
専
門
家
、
検
事
の
助
一
吉
川
を
う
け
そ
の
符
特
区
域
の
ロ
J

ヘO
司
〉
同

ω
委
員
会
若
し
く
は
そ
の
委
員
、
職
員
、

福
祉
機
関
又
は
判
事
が
必
要
と
認
め
る
そ
の
他
の
専
門
家
等
の
助
言
と
按
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
打
し
裁
判
所
が
児
童
を
非
行
の
あ
る
者
又
は
等

閑
に
附
せ
ら
れ
た
者
と
認
め
る
と
き
は
正
当
に
記
録
さ
れ
た
命
令
に
よ
っ
て
次
の
子
統
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
：
（
略
）

こ
の
条
項
を
標
準
少
年
裁
判
所
法
の
規
定
と
対
比
し
て
み
よ
う
。
審
理
の
方
法
を
述
べ
る
第
一
文
か
ら
第
四
文
ま
で
に
つ
い
て
は
標

現行少年法制定過将かん見た砲1iと審判の分離

準
少
年
裁
判
所
法
の
第
一
九
条
に
お
い
て
、
具
体
的
処
分
決
定
の
内
容
を
定
め
る
第
六
文
に
つ
い
て
は
同
第
二

O
条
に
お
い
て
、
文
言

形
式
が
板
め
て
近
似
す
る
条
項
を
兄
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
問
題
は
、
第
五
文
で
あ
る
が
、
同
様
の
文
言
形
式
を
と
る
条
項
は
、
標
準

少
年
裁
判
所
法
上
に
は
直
接
的
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
審
理
」
を
規
定
す
る
標
準
少
年
裁
判
所
法
第
一
九
条
及
ぴ
「
決
定
」

を
定
め
る
同
第
二

O
条
と
の
関
連
、
な
ら
び
に
そ
れ
ら
の
条
項
に
附
さ
れ
て
い
る
「
説
明
」
の
内
容
に
け
を
や
れ
ば
、

G
H
Q提
案
第

二
O
節
の
第
五
文
は
、
実
質
的
に
は
「
心
身
の
検
査
と
処
置
」
を
定
め
る
標
準
少
年
裁
判
所
法
第
二
五
節
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

G
H
Q提
案
第
二

O
節
第
一
文
か
ら
第
四
文
ま
で
と
適
合
す
る
標
準
少
年
裁
判
所
法
第
一
九
条
の
「
説
明
」
は
、
手
続
の
非
刑
事
的

な
性
格
を
強
調
し
、
「
審
理
は
、
裁
判
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
協
議
（

g
E
。5
5
0）
の
性
格
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
。
・
：
（
中
略
）
非
公
式

の
協
議
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
児
章
及
ぴ
両
親
の
信
頼
感
を
生
じ
さ
せ
、
か
つ
、
事
件
の
適
切
な
処
理
上
最
も
重
要
な
事
案
の
真
相
、

人
格
、
情
緒
の
状
態
及
ぴ
版
閃
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。

G
H
Q提
案
第
二

O
節
第
六
文
と
適
合
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し
、
「
決
定
」
を
定
め
る
標
準
少
年
裁
判
所
法
第
二

O
条
の
「
説
明
」
は
、
「
裁
判
所
は
、
児
竜
の
利
益
の
た
め
最
善
と
認
め
る
方
法
で

児
童
を
取
り
扱
う
広
い
裁
量
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
少
年
裁
判
所
が
行
い
得
る
処
分
は
す
べ
て
刑
罰
で
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
心
身
の
検
査
と
処
置
」
を
規
定
し
、
第
一
項
に
お
い
て
「
裁
判
所
は
、



ro 
－
 l
 

そ
の
裁
判
権
に
ぷ
づ
き
、
審
判
が
行
わ
れ
た
人
物
を
医
川
、
精
神
保
又
は
心
理
学
折
に
検
診
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
る
同
第

九大法学77~｝

一
一
札
条
の
「
説
明
」
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
少
年
裁
判
所
の
け
的
は
児
置
の
犯
罪
を
処
罰
す
る
こ
と
に

あ
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
非
行
の
原
閃
を
発
見
し
、

可
能
な
場
合
に
は
そ
れ
を
取
り
除
く
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
は
、

そ
の
被
保
護
者
と
こ
れ
に
責
任
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
、

刑
事
裁
判
所
で
は
あ
ま
り
必
要
の
な
い
多
く
の
事
柄
を
知
る
必
．
要
が
あ
る
」
。

「
少
年
裁
判
所
の
実
り
多
い
発
版
に
武
献
し
た
の
は
、
保
護
観
察
の
発
展
と
社
会
化
さ
れ
た
子
統
の
利
川
以
外
に
、
心
即
一
学
的
及
び
納

付
阪
中
的
な
研
究
と
処
出
の
川
川
が
附
加
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
か
る
咋
門
的
な
サ
ー
ビ
ス
が
利
川
で
き
る
場
介
に
は
、
そ
の
こ
と

は
、
事
件
の
処
分
並
び
に
非
行
に
対
す
る
判
事
及
ぴ
裁
判
所
職
員
の
似
本
的
な
態
度
に
大
き
な
彬
特
を
与
え
る
。
か
か
る
専
門
的
サ
l

ビ
ス
こ
そ
、
少
年
裁
判
所
の
機
能
が
有
非
判
決
を
下
し
、
処
罰
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
理
解
し
、
援
助
を
与
え
る
こ
と

に
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
の
で
あ
る
」
。
こ
れ
ほ
ど
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
規
定
を

G
H
0・
従
案
が
敢
え
て
除
外
し
て
い
る
と

は
考
え
雌
く
、
審
開
の
あ
り
万
と
日
体
的
な
決
定
と
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
、
「
審
理
と
処
理

2
8ユ
ロ
聞
き
己
口
一
名

g
E
S）
」
を
規
定

す
る

G
H
Q提
案
第
二

O
節
に
組
み
込
ま
れ
た
と
考
え
る
方
が
、
合
理
的
で
あ
る
よ
う
に
岡
山
わ
れ
る
。

で
は
、

な
ぜ
「
審
開
に
中
l
た
っ
て
は
、

裁
判
所
は
行
状
研
究
家
寄
与

2
Z
R
a克
己
、

調
査
山
口
、

の

川
神
保
山
下
打
、

逆
に
、

作
門
家
、
検
引
の
助
一
斉
を
う
け
そ
の
休
日
制
以
械
の
ロ
ペ
。
句
何
回
窃
委
此
会
桁
し
く
は
そ
の
委
川
、
職
日
川
、
制
祉
機
関
V
A
は
判
事
が
必
要
と

認
め
る
そ
の
他
の
咋
門
家
等
の
助
一
一
一
一
川
と
媛
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
条
項
は
、

G
H
Q提
案
第
二

O
節
中
に
規
定
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
必
然
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
審
理
と
処
理
（

E
g－－
£
2
2）一
ω
宮
ω
Z
Z
D
）
」
を

心
川
一
学
や
桁

定
め
る

G
H
Q提
案
第
二

O
節
の
「
前
文
」
の
構
造
自
体
が
、

明
確
な
原
理
的
連
関
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

神
医
学
な
ど
の
専
門
家
の
「
援
助
と
助
吉
川
」
は
、
事
件
の
処
分
や
裁
判
山
口
を
は
じ
め
と
し
た
職
以
に
大
き
な
影
響
を
与
え
う
る
も
の
な

の
で
あ
リ
、
少
年
続
判
所
の
機
能
が
有
罪
判
決
を
下
し
処
刑
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
少
年
を
理
解
し
、
援
助
を
与
え
る



こ
と
に
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
、
刑
罰
主
義
的
思
考
を
遮
断
す
る
こ
と
に
資
す
る
。
刑
罰
を
科
す
の
で
は
な
く
保
護
的
な
処
分
を
行
う

こ
と
、
過
去
の
犯
罪
を
追
及
す
る
の
で
は
な
く
援
助
を
行
う
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

少
年
事
件
の
審
理
の
方
法
は
「
決
し
て

刑
事
裁
判
所
の
手
続
に
類
似
す
る
も
の
で
は
な
く
家
版
会
議
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
」
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
り
、

ま
た
逆
に
、

そ
の
た

め
に
は
俊
助
を
、
五
服
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

G
H
Q提
案
第
二

O
節
は
、
こ
の
よ
う
な
以
理
的
連
関
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
う
る
。

5 

以
上
ま
で
に
、

G
H
Q提
案
第
一
瓦
節
及
ぴ
第
二

O
節
中
、

弘！行少午法制定j品干·，~から見た慢 1t と審判の分離

少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
第
二
一
条
と
か
か
わ
り
を
も
っ
附
所
の

趣
旨
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
繰
り
返
せ
ば
、
第
一
五
節
中
の
記
述
の
焦
点
は
、
一
定
要
件
下
で
「
監
察
及
び
調
査
の
官
史
」

が
行
う
身
柄
確
保
の
た
め
の
強
制
的
措
置
の
「
援
助
」
に
、
第
二

O
節
の
焦
点
は
、
専
門
家
に
よ
る
少
年
の
心
身
の
状
態
の
調
査
、
少

年
の
処
辿
決
定
と
爪
接
か
か
わ
る
「
扱
助
と
助
一
．
一
一
日
」
に
当
て
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

少
年
裁
判
所
法
第
一
次
官
木
第
二
一
条
は

こ
の
よ
う
な
G
H
Q北
案
第
一
・
h
節
、
第
二

O
節
の
強
い
彬
特
を
受
け
て
作
成
さ
れ
て
い

る。

G
H
Q提
案
の
第
一
五
節
と
第
二

O
節
が
、

少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
第
二
一
条
第
一
項
、
第
二
項
に
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に

μ

響
を
与
え
て
い
る
の
か
を
示
す
史
料
は
、
こ
れ
ま
で
に
公
に
さ
れ
て
い
な
い
つ
し
か
し
、
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
第
二
一
条
第
一
項

が
援
助
内
容
を
「
調
査
及
ぴ
監
察
」
に
、
援
助
の
相
手
方
を
「
警
察
職
員
、
保
護
監
察
｛
日
、
保
護
委
員
、
児
窒
福
祉
一
叶
又
は
児
章
委
員
」

に
限
定
し
、
具
体
化
し
て
い
る
こ
と
、
同
様
に
第
一
ご
条
第
二
項
が
協
力
の
相
手
方
を
「
公
務
所
、
八
ム
私
の
同
体
、
学
校
、
病
院
、
事

業
所
」

ハ
ハ
体
化
し
て
い
る
こ
と
に
け
を
’
川
け
れ
ば

に
限
定
し

G
H
Q従
案
に
流
れ
る
忠
恕
は
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
第
二
一
条

に
と
っ
て
「
相
当
に
決
定
的
」
で
あ
っ
た
と
与
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
第
一
一
一
条
第
二
項
に
拘
げ
ら
れ
る
相

F
Hに
行
け
す
れ
ば
、

そ

の
こ
と
は
特
に
第
一
二
条
第
二
項
に
顕
著
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
上
で
、
現
行
少
年
法
第
一
六
条
第
一
項
に
い
う
「
警
察
官
」
に
よ
る
援
助
に
関
連
し
て
い
え
ば
、

117 
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案
が
「
相
当
に
決
定
的
」
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
に
お
い
て
は
、

G
H
Q提
案
か
ら
の
重
大
な
変
化

が
現
れ
て
い
る
。
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
は
、

G
H
Q提
案
と
は
異
な
り
、
無
令
状
の
逮
捕
は
認
め
て
お
ら
ず
、
少
年
保
護
司
に
逮

少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
は
、

G
H
Q提
案
の
「
第
十
五
節
第
二
項
の
第
二
文
」

九大法学77•,;-

捕
・
抑
留
の
権
限
を
与
え
て
も
い
な
い
。
さ
ら
に
、

を
受
け
て
、
「
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
発
し
た
同
行
状
は
、
少
年
調
査
官
、
普
察
職
員
、
保
護
委
員
又
は
児
童
委
員
を
し
て
こ
れ
を
執
行

（
一
助
｝

さ
せ
る
」
と
規
定
す
る
「
同
行
状
の
執
行
」
を
第
一
八
条
に
前
い
て
い
る
。
つ
ま
り

G
H
Q提
案
第
一
五
節
中
、
「
監
察
及
ぴ
調
査
の
官

史
は
裁
判
所
の
令
状
そ
の
他
の
手
続
を
執
行
す
る
権
限
を
な
し
、
且
つ
相
当
の
通
告
若
し
く
は
こ
の
章
の
規
定
に
対
す
る
違
反
が
あ
れ

ば
令
状
な
く
し
て
逮
捕
L
A
m
p
状
の
発
布
が
あ
る
ま
で
そ
の
者
を
抑
留
し
、
又
判
事
の
命
令
に
従
っ
て
自
己
に
属
す
る
そ
の
他
の
職
務
を

行
う
」
と
い
う
筒
所
の
趣
旨
は
、
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
で
は
「
同
行
状
の
執
行
」
に
お
い
て
汲
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

上
で
、
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
は
、
「
援
助
・
協
力
」
を
規
定
す
る
第
一
二
条
第
一
項
に
お
い
て
、
「
調
査
及
び
監
察
の
た
め
」
瞥
察

職
討
は
少
年
裁
判
所
か
ら
の
援
助
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
宵
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。

G
H
Q提
案
第
一
五
節
に
お
い
て
想
定
さ

れ
た
少
年
の
身
柄
確
保
の
た
め
の
警
察
力
の
必
要
性
は
、
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
で
は
「
同
行
状
の
執
行
」
に
尽
く
さ
れ
、
第
二
一

条
第
一
項
に
よ
る
「
警
察
職
員
」
の
援
助
は
「
調
査
及
び
監
察
」
の
た
め
の
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
少
年
矯
正
局
立
法

部
が
作
成
し
た
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
に
お
け
る
「
瞥
察
職
員
」
に
よ
る
援
助
は
、

G
H
Q提
案
の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
そ
れ
よ

り
も
な
お
一
柄
、
福
祉
的
な
側
而
に
か
か
わ
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
援
助
・
協
力
」
に
関
す
る
規
定
が
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
に
お
い
て
条
文
構
造
の
決
定
的
な
変
化
を
見
せ
て
い

る
こ
と
は
、
現
行
少
年
法
の
理
念
及
び
原
理
と
い
う
観
点
か
ら
い
っ
て
も
、
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
。
そ
の
変
化
が
、
必
然
性
を

も
っ
て
、
日
的
規
定
の
明
確
な
変
化
や
審
判
の
方
式
を
規
定
す
る
条
項
、
科
学
主
義
に
則
っ
た
調
査
を
規
定
す
る
条
項
と
と
も
に
少
年

裁
判
所
法
第
一
次
案
に
現
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
規
定
が
科
学
主
義
と
同
時
に
審
判
の
方
式
と
も
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が

6 



確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

「
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
の
注
訳
」
に
よ
れ
ば
、

G
H
Q提
案
第
二

O
節
の
第
一
文
か
ら
第
四
文
ま
で
の
条
項
が
、
「
審
判
は
、
法

廷
又
は
法
廷
外
に
お
い
て
こ
れ
を
行
う
」
、
「
審
判
は
、
な
ご
や
か
な
ふ
ん
囲
気
に
お
い
て
、
懇
切
を
旨
と
し
て
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
、
「
審
判
は
、
こ
れ
を
公
開
し
な
い
」
と
い
う
「
寄
判
の
方
式
」
を
定
め
る
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
第
二
七
条
に
影
響

呪行少｛1'-W;J;1J~ ；品f't\7'J、ん見た随査と審、1~1の分開i

を
与
え
、
川
じ
く
G
H
Q拠
出
来
第
二

O
節
第
六
文
が
、
「
児
竜
一
仙
祉
法
の
知
山
」
を
定
め
る
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
第
二
三
条
な
ら
び

に
「
保
護
処
分
の
決
定
」
を
規
定
す
る
第
二
九
条
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
し
て

G
H
Q提
案
第
二

O
節
第
五
文
が
、
「
援
助
・
協
力
」

を
定
め
る
少
年
裁
判
所
法
第
二
一
条
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
の
「
審
判
の
方
式
」
、
「
保
護
処
分
の
決
定
」
、

「
児
童
福
祉
法
の
措
間
」
や
「
協
力
・
援
助
」
に
影
響
を
与
え
た
条
項
は
、

G
H
Q提
案
に
お
い
て
は
同
じ
節
に
置
か
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
が
形
作
る
原
理
に
お
い
て
、
「
援
助
・
協
力
」
規
定
が
、
科
学
的
福
祉
主
義
を
定
め
る
規
定
と
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
し
f

六
審
判
の
方
式
と
も
密
接
に
か
か
わ
る
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
少
年
裁
判
所
法
第
一

次
案
に
お
い
て
同
時
に
出
現
し
、
あ
る
い
は
変
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

前
章
に
お
い
て
把
握
し
た
ん
や
制
を
も
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
の
全
体
的
な
原
理
が
確
認
で
き
よ

う
。
少
年
寄
判
は
刑
制
を
科
す
こ
と
を
け
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、

犯
非
の
訴
追
を
遂
行
す
る
場
で
も
な
い
υ

少
年
審
判
は
、
少
年
に

対
す
る
俊
助
を
主
限
と
す
る
の
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
人
間
行
動
科
学
に
基
づ
く
科
学
主
義
的
な
訓
育
を
行
い
、
悩
祉
的
な
側
而
に

か
か
わ
る
医
学
、
精
神
医
学
な
ど
の
専
門
家
の
援
助
を
必
．
要
と
す
る
。
少
年
の
人
格
を
尊
重
し
、
こ
の
よ
う
な
専
門
家
の
助
力
を
も
得

少
年
が
主
体
的
に
非
行
を
克
服
す
る
た
め
に
援
助
す
る
に
は
、
「
な
ご
や
か
な
ふ
ん
囲
気
」
を
も
っ
場
が
必
要
な
の
で
あ
り
、

な
が
ら
、
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逆
に
、
医
学
を
は
じ
め
と
す
る
専
門
家
に
よ
る
媛
助
と
協
力
を
得
る
こ
と
に
よ
り
刑
罰
主
義
的
な
思
考
傾
向
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
、

こ
の
よ
う
な
場
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
場
が
確
保
さ
れ
て
こ
そ
少
年
が
主
体
的
に
非
行
を
克
服
で
き
、
ひ
い
て
は
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「
少
午
の
健
全
な
育
成
」
を
凶
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
以
哩
的
連
関
で
あ
る
。
「
瞥
察
官
」
に
よ
る
「
調
脊
及
ぴ
監
察
」
の
た

九大iJピ戸77号

め
の
「
援
助
」
も
、
こ
の
以
理
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
例
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
場
へ
と
呪
れ
な
い
少
年
の
所
在
を
・
訓

査
す
る
な
ど
の
「
媛
助
」
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。

少
年
此
判
所
法
第
一
次
案
に
お
い
て
確
認
で
き
る
こ
の
よ
う
な

m念
と
以
内
が

G
H
Q側
の
見
解
や
ア
メ
リ
カ
標
準
少
年
裁
判
所
法

か
ら
以
必
的
に
も
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、
怖
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
が
ア
メ
リ
カ
側
の
「
押
し
つ
け
」
で
は
な

い
こ
と
は
、
従
米
確
認
さ
れ
て
き
た
事
例
で
あ
る
。
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
が
、

G
H
Q提
案
に
は
明
舵
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
科

学
主
義
的
な
「
調
査
の
方
法
」
を
現
行
少
年
法
第
九
条
と
ほ
ぼ
川
じ
文
言
で
規
定
し
た
こ
と
、
抗
告
権
を
少
年
側
に
の
み
与
え
る
と
い

う
考
え
は
、

G
H
Q提
案
以
前
の
少
年
法
第
三
改
正
草
案
に
お
い
て
す
で
に
現
れ
て
お
リ
、

こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
ら
が
ま
さ
に
現
行
少
年
法
に
ま
で
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
、
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
が
形
作
る
理
念
と
原

ル
イ
ス
改
正
意
見
に
も
全
く
兄
ら
れ
な
い

理
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
か
ら
も
、
従
来
確
認
さ
れ
て
き
た
事
柄
は
裏
付
け
ら
れ
う
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

7

少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
以
降
の
草
案
に
お
い
て
は
、
特
に
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
案
第
二
一
条
第
二
項
に
つ
い
て
若
干
の
、

し
か
し
呪
在
の
解
釈
状
況
か
ら
見
れ
ば
重
大
な
変
化
が
兄
ら
れ
る
η

一
九
四
八
年
五
月
五
日
付
の
少
年
裁
判
所
法
第
二
次
案
第
二

O
条

第
二
川
は
、
「
少
年
裁
判
所
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
、
公
務
所
、
公
私
の
川
体
、
学
校
、
病
院
そ
の
他
に
刈
し
、
必
要
な
協
力

を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
、
按
助
の
利
子
方
を
「
公
務
所
、
公
私
の
川
体
、
学
校
、
病
院
そ
の
他
」
と
定
め
た
り
少
年
裁

判
所
法
第
一
次
案
第
二
一
条
第
二
項
に
お
け
る
「
事
務
所
」
と
い
う
文
一
汽
を
削
り
、
そ
れ
に
代
え
て
「
そ
の
他
」
と
い
う
文
一
円
を
挿
入

す
る
こ
と
で
、
按
助
の
利
子
万
を
一
般
化
し
た
の
で
あ
る
り

従
米
の
通
説
的
見
解
が
、
現
行
法
第
二
ハ
条
第
二
．
岐
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
協
力
の
相
子
方
を
例
示
と
促
え
た
ト
．
で
、
第
一
六
条
第
一

．
唄
と
第
二
．
唄
と
の
関
係
を
「
特
別
規
定
」
と
「
一
般
規
定
」
に
立
つ
も
の
と
即
日
解
し
て
き
た
理
由
の
ひ
と
つ
も
、
こ
の
「
そ
の
他
」
と



い
う
文
言
形
式
に
あ
っ
た
と
忠
わ
れ
る
。
し
か
し

こ
の
よ
う
な
文
コ
一
日
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず

こ
れ
ら
の
条
項
の
関
心
の
中
心
が

少
年
の
心
身
の
凋
任
な
ど
と
布
岐
に
か
か
わ
る
．
院
予
的
見
地
や
悩
祉
的
見
地
か
ら
の
探
助
や
助
言
に
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
く
、

そ
れ
が
ケ

l
ス
・
ワ
ー
ク
の
思
想
に
支
え
ら
れ
た
条
項
で
あ
る
と

m解
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。

そ
も
そ
も
、
従
米
の
通
説
的
見
解
が
、

現
行
少
年
法
第
一
六
条
第
一
．
岐
及
ぴ
第
二
項
を
「
特
別
規
定
」
と
「
一
般
規
定
」
と
埋
解
し

て
き
た
前
提
に
は
、
戸
内
条
項
を
と
も
に
家
低
級
判
所
の
一
仙
社
的
機
能
に
か
か
わ
る
川
判
定
で
あ
る
と
捉
え
る

m
Mが
あ
っ
た
。
川
条
叫
が

「
特
別
規
定
」
と
「
一
般
規
定
」
と
い
う
関
係
に
立
つ
と
い
う
主
必
は
、
こ
の
よ
う
な
前
提
の
上
で
は
じ
め
て
成
り
立
ち
え
た
も
の
な

の
で
あ
る
の
現
行
少
午
法
第
二
ハ
条
第
一
項
と
第
二
項
と
の
関
係
は
、
無
条
件
に
、
単
純
な
「
特
別
規
定
」
と
「
一
般
規
定
」
に
あ
る

ijlfr少年法制定j品f付、ら見たf＇~ti:と審判lの沙雌

と
は
州
併
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

初
代
の
抗
出
裁
判
所
事
務
総
川
家
・
恒
川
長
で
あ
っ
た
ん
子
川
川
潤
問
郎
は

一
九
問
じ
年
一
一
川
に
開
催
さ
れ
た
初
め
て
の
全
川
家

嵯
裁
判
所
長
会
川
に
お
い
て

家
庭
政
判
所
週
日

k
の
指
導
瑚
念
と
し
て

4
1
、’町、．、
1
1ソ
b

k

I

、

H
行

蜘

乎

J
l
N
W
州
U
H
U
H

そ
の
う
ち

家
略
法
判
所
の
独
立
的
性
格
、
民
主
的
性
格
、

（

η｝
 

科
学
的
性
格
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
新
し
い
少
年
法
は
、
．
阪

科
学
的
性

社
会
的
性
怖
を
挙
げ

や
・
心
即
日
予
・
教
育
学
・
社
会
学
な
ど
の
専
門
知
識
を
治
則
し
て
訓
査
を
行
う
行
を
少
年
法
第
九
条
に
規
定
し

少
年
鑑
別
所
に
科
学

的
検
伐
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
の
規
定
を
少
年
審
判
規
則
に
抗
い
て
い
る
。

少
年
の
資
質
の
鑑
別
は

で
き
う
る
限
り
広
範
凶

の
少
年
鑑
別
所
の
協
力
を
得
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が

い
ま
だ
品
寄
リ
に
少
年
鑑
別
所
の
投
出
さ
れ
て
い
な
い
家
・
挺
裁
判
所

少
年
法
第
て
ハ
条
を
印
刷
し

f
j

校、

病
院
等
に
刈
し
鑑
別
に
必
要
な
協
力
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る

と

に
お
い
て
は

こ
こ
で

、
』
の
科
学
的
性
格
が
秘
立
的
性
格
、

千
戸
勺
J
t
L
持、

Z
↑

ι一7
U
H
品
I
K
1

！，，、．‘
rz
’・1d
l

川川。，、
．．
 

f
i
I
M
F
刊
M
H

社
会
的
性
栴
と
川
時
に
家
庭
裁
判
所

民
主
的
性
格
、

の
．
辿
ゃ
い
卜
一
の
指
導
即
日
念
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
・
｝
と
は

先
に
昨
認
し
た
別
行
少
年
法
の
以

m的
述
問
を
川
帥
体
認
す
る
上
で
も
、

tm－
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要
で
あ
る
。
「
組
立
的
作
栴
」
に
関
連
し
て
、
「
家
庭
裁
判
所
は
的
義
に
も
と
づ
く
家
庭
の
調
整
と
少
年
福
祉
の
対
揚
と
を
主
た
る
日
的
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そ
の
子
統
は
す
べ
て
、
な
ご
や
か
な
ふ
ん
同
気
の
う
ち
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
」
た
め
に
、
「
実
体
的
に
真
実
の
発
見

に
よ
っ
て
法
的
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
を
け
的
と
し
、
訴
訟
形
式
の
下
に
事
の
’
口
県
を
決
定
す
る
手
続
を
小
・
核
と
す
る
地
方
裁
判
所
と

は
お
の
ず
か
ら
界
、
な
っ
た
全
く
独
自
の
指
導
内
念
に
よ
っ
て
連
常
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
、
「
民
主
的
性
絡
」
に
関

し
、
「
少
年
寄
判
が
民
間
の
附
託
少
年
保
護
川
、
児
童
委
員
を
は
じ
め
、
公
私
の
同
体
、
学
校
、
病
院
等
の
媛
助
協
力
に
よ
っ
て
行
わ
れ

る
」
こ
と
に
こ
の
性
格
は
去
さ
れ
、
家
庭
裁
判
所
に
つ
い
て
、
冷
厳
な
役
所
と
い
う
観
念
を
払
拭
す
る
た
め
に
も
「
家
庭
裁
判
所
の
審

〉｝

1
v
、

九大i1；学77'.}

判
手
続
の
民
主
的
運
用
は
勿
論
の
こ
と
、
家
庭
裁
判
所
自
体
の
民
主
的
運
用
に
つ
い
て
い
や
が
上
に
も
慎
重
な
考
慮
が
要
請
せ
ら
れ
る
」

と
折
・
制
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
教
育
的
性
栴
」
と
し
て
、
「
湖
水
H

か
ら
始
ま
り
、
寄
判
に
．
や
る
ま
で
の
一
貫
す
る
手
続

は
少
年
を
ど
う
す
れ
ば
教
化
し
り
る
か
の
子
段
、
↑
刀
法
の
発
け
ん
で
あ
る
と
と
も
に
、
制
州
六
お
よ
ぴ
審
判
れ
体
が
教
育
で
あ
り
、
教
化
で

あ
ら
ね
ば
な
」
ら
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
、
「
社
会
的
性
情
」
に
つ
い
て
、
関
係
諸
機
関
と
の
連
携
の
抗
要
性
か
説
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
家
庭
政
判
所
の
連
常
上
の
指
導
哩
念
は
、
有
機
的
述
関
を
も
っ
て
瑚
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
家
庭
裁
判
所
外
か
ら
の

援
助
と
協
力
は
、
こ
こ
で
一
刑
さ
れ
る
よ
う
な
実
質
を
も
っ
家
庭
絞
判
所
の
独
立
的
性
俗
、
民
主
的
性
格
、
科
学
的
性
俗
、
教
育
的
性
格
、

そ
れ
を
担
保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

社
会
的
性
絡
を
支
え
、

現
行
少
年
法
第
一
六
条
は
、
現
行
少
年
法
の
原
理
的
連
関
の
中
心
と
な
る
ケ
ー
ス
・
ワ
ー
ク
に
か
か
わ
り
、
そ
の
な
か
で
も
科
学
主

義
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
「
審
判
の
方
式
」
や
審
判
運
営
、
審
判
の
あ
り
方
と
極
め
て
密
持
な
関
連
を
も
っ
て
い
る
。
援
助
・
協
力
が
医

学
な
ど
の
＃
門
家
に
よ
っ
て
悩
祉
的
側
耐
か
ら
行
わ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
審
判
廷
に
お
け
る
刑
罰
主
義
的
思
考
が
断
ち
切
ら
れ
う
る
の
で

あ
る
り
こ
の
規
定
を
悩
祉
的
な
咋
門
家
に
よ
る
段
肋
や
協
力
で
は
な
く
、
使
査
機
関
へ
の
補
光
地
任
の
「
援
助
」
・
「
協
力
」
依
頼
に
川

い
る
こ
と
は
、
「
な
ご
や
か
」
な
場
を
崩
す
こ
と
に
つ
な
が
り
、
寄
判
延
に
刑
罰
主
義
的
思
考
を
招
米
す
る
こ
と
を
帰
結
す
る
の
で
あ

る
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（
叩
）
一
九
問
八
年
の
公
布
時
に
お
い
て
、
第
一
六
条
第
一
．
摘
は
、
般
助
協
力
の
相
子
万
と
し
て
「
軒
療
行
、
普
然
史
此
、
観
察
山
口
、
保
護
委
H
H
、
児
童

悩
祉
司
川
V
A
は
児
市
委
H
H
」
を
掲
げ
て
い
た
が
、
施
行
後
、
一
九
五
川
年
の
「
瞥
療
法
施
行
に
伴
う
関
係
法
令
の
献
血
即
日

ι関
す
る
法
律
」
第
二

O
条
に

よ
り
、
「
警
察
吏
員
」
が
削
除
さ
れ
、
現
在
の
文
言
と
な
っ
て
い
る
。

（
日
）
柏
木
下
秋
・
前
掲
汗
一
九
問
九
北
（
刊
）
所
収
の
「
少
年
法
隙
文
針
照
表
」
を
参
照
。

（
臼
）
川
少
年
法
第
二
・
h
．
条
の
淵
械
は
、
さ
ら
に
、
谷
川
三
郎
の
子
に
よ
る
一
九
一
川
年
（
大
正
三
年
）
三
川
一
日
付
の
川
少
年
法
案
第
一
次
成
案
の
第

二
六
条
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
後
旧
少
年
法
に
至
る
ま
で
の
草
案
に
お
い
て
は
、
「
補
助
」
を
求
め
る
主
体
に
関
し
若
干
の
文
言
の
修
正

が
問
凶
と
な
っ
て
い
る
が
、
谷
川
家
は
、
川
少
年
法
ま
で
本
質
的
な
つ
な
が
リ
を
も
っ
て
触
・
爪
さ
れ
た
と
い
え
る
。
谷
川
案
に
つ
い
て
は
、
森
川
明

細
許
・
前
拘
資
料
民
（
卜
一
）
一
九
九
三
抗
（
幻
）
三
三
九
．
良
を
参
問
。

（
臼
）
森
田
明
編
著
・
前
掲
資
料
集
（
下
）
一
九
九
四
註
（
部
）
九
三
三
頁
。
な
お
、
一
九
一
九
年
七
月
七
日
の
少
年
法
案
（
法
律
取
調
委
員
会
最
終
法

山
き
を
基
聞
と
し
た
一
九
一
九
年
八
川
の
「
少
年
法
事
即
．
山
（
案
こ
も
、
川
少
年
法
第
一
一
五
条
に
あ
た
る
第
二
八
条
の
立
法
則
山
と
し
て
、
す
で
い

川
内
存
の
川
崎
川
を
行
っ
て
い
る
。
森
川
川
梢
符
・
前
倒
資
料
集
（
上
）
一
九
九
三
此
（
幻
）
問
七
三
氏
。

（M
）
審
判
資
料
の
蒐
集
範
同
に
つ
い
て
、
第
三
二
条
は
、
「
少
年
審
判
所
審
判
ニ
付
ス
ヘ
キ
少
年
・
ア
リ
ト
思
料
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
事
件
ノ
醐
係
及
本
人
ノ
性

行
、
境
遇
、
紙
帳
、
心
身
ノ
状
況
、
教
官
ノ
科
度
等
ヲ
凋
任
ス
へ
シ
」
、
「
心
身
ノ
状
況
ニ
付
テ
パ
成
ル
ヘ
ク
特
師
ヲ
シ
テ
治
－
H
M
ヲ
時
サ
シ
ム
へ
シ
」

と
胤
定
す
る
。
「
少
年
法
案
開
山
」
は
、
本
焼
定
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
本
陣
ハ
事
判
ニ
刷
ス
ル
調
官
引
項
ノ
範
附
ヲ
指
ぷ
シ
タ

ル
モ
ノ
ナ
リ
。
凡
ソ
帯
判
ハ
少
年
ノ
同
シ
タ
ル
行
為
、
少
年
ノ
一
身
上
－
一
剛
ス
ル
全
事
情
ヲ
調
査
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
適
切
ナ
ル
結
果
ヲ
仰
ル
能
ハ
サ

ル
モ
ノ
ト
ス
。
同
テ
本
保
ニ
於
テ
ハ
が
件
ノ
閥
係
ノ
外
本
人
ノ
一
身
上
ノ
事
情
ヲ
隔
別
シ
テ
之
ヲ
規
定
シ
、
以
テ
審
判
ニ
附
シ
調
査
ノ
遺
漏
ナ
キ
コ

ト
ヲ
則
シ
タ
リ
。
向
指
外
附
ノ
例
ニ
従
ヒ
心
身
ノ
状
・
此
ニ
付
テ
ハ
成
ル
ヘ
ク
特
師
ヲ
シ
テ
診
療
ヲ
鴎
サ
シ
ム
ル
コ
ト
ト
時
シ
タ
リ
句
、
」
の
よ
う
に
川

少
年
法
第
三
一
条
い
よ
る
「
審
判
ニ
附
ス
ル
調
査
が
川
ノ
範
附
」
を
与
え
れ
ば
、
少
年
保
護
司
が
非
行
事
実
の
湖
水
川
を
行
う
こ
と
は
怠
識
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
森
田
明
編
著
・
前
掲
資
料
集
（
ド
）
一
九
九
阿
証
（
初
）
九
三
五
頁
。

（
日
）
森
山
武
市
郎
「
少
年
法
』
日
本
評
論
社
二
九
三
八
）
五
六
氏
を
参
照
。
な
お
、
浜
作
一
夫
・
樹
瀬
健
二
・
波
床
H
U
則
・
河
原
俊
也
・
前
掲
書
一

九
九
七
註
（
9
）
一
二

O
以
は
、
川
少
年
法
第
二
五
条
の
援
助
規
定
を
「
川
少
年
法
ド
で
の
れ
実
認
定
」
の
小
で
従
え
る
。
確
か
に
、
そ
よ
で
引
則

さ
れ
る
山
石
村
通
世
『
少
年
法
』
日
本
評
論
社
二
九
二
八
）
九
頁
は
、
旧
少
年
法
第
二
五
条
と
の
関
連
に
お
い
て
、
「
少
年
審
判
所
及
び
少
年
保
護
司

は
其
の
職
務
を
行
ふ
に
付
き
公
務
所
又
は
公
務
此
に
針
し
て
調
査
を
喝
託
し
た
り
、
そ
の
他
必
a

製
な
る
補
助
を
求
む
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
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す
。
例
へ
ば
瞥
山
県
腎
や
椴
事
川
ゃ
ん
日
公
立
の
串
校
等
へ
調
貨
を
嘱
託
す
る
が
如
き
こ
と
が
山
来
る
の
で
あ
り
ま
す
」
と
記
述
し
て
い
る
。
し
か
し
、

「
公
務
所
に
は
当
然
に
警
察
将
や
検
事
同
が
合
ま
れ
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
」
と
し
て
も
、
少
年
法
定
閉
山
の
記
述
内
容
や
川
少
年
法
制
が
実

目
的
に
は
検
察
行
に
よ
る
起
訴
納
予
処
分
の
枠
内
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
川
少
年
法
第
二
・
h
条
の
川
組
関
心
が
ど
れ
だ
け
が
引
火
山
必
定
に
あ

っ
た
か
は
、
疑
わ
し
い
。
ま
た
、
検
察
官
先
議
主
義
を
と
っ
た
旧
少
年
法
下
に
お
い
て
「
公
務
所
に
は
当
然
に
警
察
署
や
検
事
局
が
合
ま
れ
る
も
の

と
解
釈
さ
れ
て
い
た
」
と
し
て
も
、
引
行
少
年
法
の
体
系
の
一
ト
で
、
第
一
六
条
第
二
叫
に
い
う
「
公
務
所
」
に
瞥
療
や
検
察
が
中
l
然
に
合
ま
れ
う
る

と
即
日
解
す
る
こ
と
が
汗
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
そ
う
だ
と
し
て
そ
の
「
協
－
M
」
内
容
に
「
問
先
」
を
合
め
る
斗
と
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
は
、
後
述

の
一
地
リ
同
地
問
が
あ
る
。

（
同
）
日
本
側
に
よ
る
初
め
て
の
少
年
法
改
．
止
草
案
で
あ
る
一
九
問
七
年
（
昭
和
二
二
年
）
一
円
七
日
付
の
少
年
法
改
正
草
案
の
第
三
六
条
は
、
「
少
年
寄

判
官
、
少
年
保
護
司
又
は
少
年
考
査
官
は
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
き
、
公
務
所
え
は
公
務
員
に
対
し
、
制
託
を
な
し
そ
の
他
必
要
な
補
助
を
求
め
る

よ
と
が
で
き
る
」
と
胤
定
し
、
パ
十
寝
中
に
山
守
川
職
と
し
て
の
「
少
午
与
夜
行
」
の
味
川
を
新
た
に

F
定
し
た
・
』
と
を
よ
の
刷
判
定
に
も
反
帆
さ
せ
て
は

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
制
判
定
の
形
式
と
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
川
少
年
法
の
基
本
的
な
構
造
と
体
系
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ご
う
と
し
た
少
年
法
改
正
草

案
の
性
栴
が
本
規
定
に
も
強
く
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
一
九
問
八
午
一
月
二

O
日
付
の
少
年
法
第
三
改
正
草
案
も
、
「
少
年
審
判
日
及
び
少
年
調
査

山
口
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
、
公
務
所
又
は
公
務
員
に
嘱
託
し
、
そ
の
他
必
要
な
補
助
を
求
め
る
、
』
と
が
で
き
る
」
（
第
一
向
条
）
と
焼
定
す

る
に
と
ど
ま
る
け
法
務
行
刑
事
同
・
前
掲
資
料
集
一
九
じ

O
杭
（
汎
）
二
二
氏
、
川
八
引
を
参
照
。

（
幻
）
法
務
行
刑
事
川
・
前
柑
資
料
集
一
九
七

0
・d
（
引
）
八

O
H。

（
開
）
法
務
計
刑
事
同
・
前
掲
資
料
集
一
九
七

O
抗
（
泊
）
九
五
頁
。

（
印
）
法
務
行
刑
事
川
・
前
拠
資
料
集
一
九
七

O
此
（
汎
）
九
一
託
。
同
資
料
集
九
－
K
』
九
六
以
も
参
照
。

（
ω）
法
務
行
刑
事
川
・
前
掲
資
料
集
一
九
七

O
詑
（
汎
）
六
七
頁
。

（
引
）
相
本
千
秋
・
前
倒
論
文
一
九

H
九
九
此
（
却
）
二
二
ぃ
氏
、
柏
木
千
秋
・
前
掲
論
文
一
九
七
一
説
（
却
）
二
二
子
二
一
問
γ
川
、
森
川
宗
一
「
少
年
法
制

定
過
科
覚
、
ぇ
乃
さ
②
法
制
定
の
経
緯
と
立
法
の
苦
心
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
三
六
日
す
こ
九
八
九
）
六
六
頁
を
参
照
。
な
お
、
第
二

M
同
会
衆
議
院
司
法

委
員
会
議
録
第
四
八
号
（
一
九
問
八
年
七
月
二
日
）
一

O
頁
に
お
け
る
政
府
説
明
委
員
内
藤
文
質
に
よ
る
説
明
も
参
照
。

ア
メ
リ
カ
相
準
少
年
続
判
所
法
一
九
州
三
年
改
訂
版
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
品
い
け
川
批
判
所
事
務
総
川
山
氷
山
地
川
「
ア
メ
リ
カ
標
準
少
年
肱
判
所
法
（
一

九
四
三
年
改
訂
版
こ
家
庭
裁
川
川
報
・
h
O巷
九
ザ
（
一
九
九
八
）
二
じ
た
氏
以
ド
を
参
照
。
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（
臼
）
法
務
省
刑
事
局
・
前
掲
資
料
集
一
九
七

O
誌
（
引
）
六
九
頁
。
な
お
、
本
資
料
集
に
お
い
て
は
、
「
審
即
日
と
処
理
（

Z
gユ
コ
ぬ
き
牛
豆
告
g
x一三）」

を
定
め
る
G
H
Q
U案
の
条
叫
が
「
mw卜
九
節
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
「
第
一
一
十
節
」
の
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
で
あ
る
と
号
え
ら
れ
る
。
矯
．
止
協
会
制
「
少

年
矯
・
止
の
近
代
的
凶
開
』
（
一
九
八
問
）
七

o
i
Hも
参
照
。

（
臼
）
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
家
・
版
局
・
前
掲
翻
訳
一
九
九
八
註
（
臼
）
三

O
七
l

三
O
八
頁
。

（
ω）
故
山
裁
判
所
事
務
総
川
家
峰

M
・
前
掲
制
訳
一
九
九
八
註
（
臼
｝
コ
二
二
頁
。

（江川）

μ
山
内
政
判
所
が
務
総
日
川
山
・
朱
・
脳
同
・
的
措
制
沢
一
九
九
八
－
d
（
引
｝
コ
二
七
百
川
。

（
一
凶
）
法
務
行
刑
事
吋
・
前
掲
資
料
集
一
九
七

O
此
（
出
）
九
一
頁
、
七
九
氏
を
参
照
。

（
訂
）
法
務
省
刑
事
同
・
前
掲
資
料
集
一
九
七

O
註
（
訂
）
九
二
頁
、
九
六
頁
を
参
照
。

（
侃
）
相
本
千
秋
・
山
川
梢
論
文
一
九
五
九
説
（
却
）
二
五
．
良
、
森
川
宗
一
・
前
掲
論
文
一
九
八
九
誌
（
引
）
ペ
じ
．
良
（
森
川
宗
一
・
前
掲
品
川
一
九
九
一
読

（
柑
）
一
一
・
h
H以
ド
）
を
特
に
参
照
。
ま
た
、
柏
木
千
秋
・
前
仙
論
文
一
九
丘
九
此
（
初
）
二
二

H
は
、
少
年
政
判
所
法
郁
一
次
案
の
作
成
経
枠

に
つ
き
、
「
法
文
の
整
理
・
推
岐
は
す
で
に
第
二
次
案
（
本
稿
で
い
う
「
少
年
政
判
所
法
第
一
次
案
」

l
川
川
行
）
作
成
に
あ
た
っ
て
あ
る
料
度
済
ん

で
い
た
の
で
む
し
ろ
G
H
Q案
を
ど
の
程
度
ま
で
修
正
し
て
本
認
を
得
る
か
と
い
う
点
が
問
題
と
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

｛

ω）
「
少
年
政
判
所
法
第
一
次
案
の
注
沢
」
は
、
現
行
少
年
法
第
九
条
に
あ
た
る
少
年
政
判
所
第
一
次
案
第
一
間
条
に
つ
い
て
、
「
爪
擁
・
』
れ
に
相
吋
す

る
節
は
（
G
H
Q提
案
に
は

l
引
川
島
）
な
い
が
、
必
要
で
あ
る
と
思
う
」
と
記
述
し
て
い
る
。
法
務
行
刑
事
川
・
前
拠
資
料
集
一
九
七

O
詑
（
引
）

九
O
H。

（刊）

G
H
Q従
案
よ
り
前
に
作
成
さ
れ
た
一
九
問
八
年
一
川
二

O
H
付
け
の
保
護
課
立
法
部
に
よ
る
少
年
法
第
三
改
．
止
平
案
は
、
第
六
五
条
に
「
抗
止
H

」

に
関
す
る
脱
定
を
置
き
、
次
の
よ
う
に
定
め
た
。
「
少
年
悼
批
判
岬
の
決
定
に
対
し
て
は
、
決
定
を
受
け
た
打
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
、
保
佐
人
作
し
く

は
弁
護
人
た
る
附
添
人
か
ら
、
出
等
裁
判
所
に
刈
し
、
一
週
間
以
内
に
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
似
し
、
弁
漫
上
た
る
附
添
人
は
、
そ
の
他
の

抗
行
怖
打
が
共
に
川
・
一
小
し
た
な
忠
に
反
す
る
よ
と
は
で
き
な
い
」
。
法
務
行
刑
事
川
・
前
掲
資
料
集
一
九
七

O
誌
（
引
）
・
h
七
氏
。
抗
行
怖
に
つ
い
て

は
、
花
（
M
刊
）
も
参
照
。

（
礼
）
法
務
省
刑
事
局
・
前
掲
資
料
集
一
九
七
一
証
（
別
）
一

O
三
頁
。
そ
の
後
、
こ
の
焼
定
は
、
一
九
四
八
年
五
月
二
五
日
付
の
少
年
法
案
第
二
川
条
、

少
年
法
を
改
正
す
る
法
仲
案
第
一
六
条
と
し
て
継
換
さ
れ
、
現
行
少
年
法
第
二
ハ
条
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
焼
定
形
式
は
、
提
助
・

協

h
の
相
子
万
の
義
務
を
定
め
る
と
い
う
形
か
ら
、
家
庭
裁
判
所
を
依
相
主
体
と
し
て
、
家
庭
裁
判
所
が
相
子
万
に
提
助
を
さ
せ
、
協
力
を
求
め
る
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こ
と
が
で
き
る
と
い
う
形
へ
と
変
遷
し
て
い
る
。
法
務
省
刑
事
局
・
前
掲
資
料
集
一
九
七
一
註
（
剖
）
一
一
コ
子
一
二
阿
．
良
、
一
五
三
頁
参
照
。

（
η
）
附
藤
重
光
・
内
藤
文
質
・
薩
川
宗
一
・
問
ッ
谷
雌
・
前
掲
市
一
九

H．
六
一
叫
（
刊
）
三
九
頁
は
、
「
司
法
的
機
能
」
と
「
行
政
的
機
能
」
（
「
ケ
ー
ス
・

ワ
ー
ク
機
能
」
）
の
交
錯
点
に
関
す
る
記
述
の
中
で
「
子
統
的
な
も
の
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
協
力
主
義
」
を
挙
げ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
少

年
事
判
の
行
政
的
機
能
は
、
ケ
ー
ス
・
ワ

l
ク
的
機
能
と
も
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
ケ
ー
ス
・
ワ

l
ク
の
瑚
論
に
よ
っ
て
内
的
資
源
（
本
人
の
能
力
）

及
び
社
会
資
雌
を
綜
合
的
に
活
川
し
て
は
じ
め
て
有
効
適
切
な
る
を
仰
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
抗
も
税
近
な
る
社
会
資
胤
で
あ
る
保
滝

打
そ
の
他
関
係
人
技
ぴ
少
年
鑑
別
所
、
保
護
観
察
所
、
児
世
相
談
所
、
少
年
院
、
教
護
院
等
の
少
年
保
護
機
関
・
施
設
は
も
と
よ
り
、
お
よ
そ
保
護

と
関
係
の
あ
る
公
務
所
、
公
私
の
同
体
、
学
校
、
病
院
等
の
積
極
的
な
援
助
協
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
年
審
判
の
能
率
的
、
経
済
的
、
効
果

的
な
実
施
は
、
こ
れ
等
関
係
人
並
び
に
関
係
機
関
投
ぴ
施
設
の
媛
助
協
力
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
づ
け
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
法
及
ぴ
胤

則
は
、
法
一
六
条
を
は
じ
め
こ
れ
等
の
援
助
協
力
に
関
す
る
各
樟
の
規
定
を
お
い
て
い
る
」
。
団
藤
重
光
・
森
田
宗
一
『
新
版
少
年
法
［
第
二
版
］
』

有
斐
聞
こ
九
八
問
）
一
三
三
頁
は
、
第
一
六
条
の
全
体
的
な
趣
行
に
関
連
し
、
「
家
・
厄
裁
判
所
は
、
一
両
に
は
裁
判
所
と
し
て
の
受
動
的
な
性
格
を

有
し
て
い
る
が
、
他
面
に
は
社
会
的
機
関
た
る
積
極
性
を
有
し
て
い
る
。
本
条
の
よ
う
な
規
定
を
よ
く
活
用
し
て
そ
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
」
と
述
べ
る
。
柏
木
千
秋
も
、
第
一
六
条
第
二
項
に
閲
し
、
「
こ
れ
は
『
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
」
で
あ
る
か
ら
、
調
査
、
帯
判
及
び

観
察
を
合
み
そ
れ
よ
り
は
範
囲
が
噴
い
」
と
述
べ
た
上
で
、

H
．K
も
屯
要
な
も
の
と
し
て
、
少
年
鑑
別
所
に
鑑
別
を
求
め
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
柏
木
千

秋
・
前
掲
書
一
九
四
九
註
（
却
）
一
二

O
頁。

（
ね
）
下
川
川
淵
問
郎
「
家
裁
の
窓
か
ら
』
法
伸
文
化
社
（
一
九
六
九
）
二
一
九
一
以
。

（
刊
）
下
川
川
潤
四
郎
・
前
掲
芹
一
九
六
九
註
（

η
）
一
二
六
貞
以
ド
。
な
お
、
同
書
二
ニ
二
頁
1

一
三
三
頁
は
、
こ
こ
で
の
「
教
育
的
性
格
」
に
つ
き
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
わ
た
く
し
は
こ
の
教
育
的
性
格
と
い
う
許
集
を
他
う
と
き
、
ソ
シ
ア
ル
・
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
と
い
う
常
葉
を
使
う
べ
き
で
あ

っ
た
が
、
し
か
し
昭
和
二
問
年
頃
は
一
般
的
に
は
ソ
シ
ア
ル
・
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
と
い
う
一
言
葉
が
あ
ま
り
持
及
し
て
お
ら
な
か
っ
た
時
代
だ
っ
た
の
で
、

敢
え
て
使
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
「
い
う
ま
で
も
な
く
家
庭
裁
判
所
の
機
能
は
司
法
的
機
能
と
ソ
シ
ア
ル
・
ケ

l
ス
ワ
ー
ク
的
機
能
の
二
つ
に
分

か
れ
て
い
る
が
、
前
打
は
家
嵯
裁
判
所
も
続
判
所
で
あ
る
か
ら
当
然
見
え
て
い
る
機
能
で
あ
っ
て
改
め
て
強
調
す
る
必
．
耐
火
も
な
か
っ
た
が
、
後
針
に

つ
い
て
は
、
従
米
の
政
判
所
の
政
判
行
始
め
一
般
職
此
に
あ
ま
り
税
し
み
の
あ
る
機
能
で
な
か
っ
た
の
で
、
無
意
識
的
に
は
多
少
の
則
解
は
あ
っ
て

も
、
意
識
的
に
は
こ
れ
を
完
全
に
珂
解
し
得
な
い
靴
い
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
機
能
の
発
揮
こ
そ
家
庭
裁
判
所
の
耐
円
で
あ
る
こ
と
を
強
訓
し
た
次

第
で
あ
る
。
」



む
す
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
、
特
に
現
行
少
年
法
ド
に
お
け
る
補
充
捜
査
の
可
否
と
関
連
し
て
論
じ
ら
れ
る
少
年
法
第
四
一
条
、
第
問
二
条
、
な
ら
び

に
第
一
六
条
の
立
法
約
締
を
迫
い
、
そ
れ
を
子
懸
り
に
、
現
行
少
年
法
の
瑚
念
と
原
町
を
昨
体
認
し
た
。

今
一
度
そ
の
開
念
と
原
瑚
を
確
認
し
よ
う
。

日
本
川
恵
法
下
に
お
け
る
現
行
少
年
法
の
「
少
年
の
健
全
育
成
」
と
い
う
理
念
は
、
側

IJlfr少年法制定過程から見た地1tと審判の分離

人
と
し
て
の
少
年
の
人
格
の
尊
重
、
自
ら
非
行
を
克
服
し
て
い
く
主
体
と
し
て
の
少
年
へ
の
伝
頼
と
い
う
点
に
お
い
て
、
原
崎
的
に
ケ

ー
ス
・
ワ
ー
ク
用
論
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
人
間
行
動
科
学
に
足
踏
を
山
き
な
が
ら
、
ま
た
医
学
な
ど
の
専
門
家
に
よ
る

援
助
を
も
受
け
な
が
ら
、
少
年
を
一
例
の
独
立
し
た
人
格
を
有
す
る
個
人
と
し
て
尊
重
し
、
れ
ら
の
力
に
よ
る
立
ち
直
り
を
．
信
頼
し
尊

屯
す
る
と
い
う
ケ
ー
ス
・
ワ
ー
ク
に
基
づ
く
援
助
は
、
「
な
ご
や
か
に
」
審
聞
を
行
う
場
を
要
求
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
場
か
ら

は
、
公
前
を
代
ぷ
し
犯
罪
を
訴
追
す
る
折
を
排
除
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
刑
問
主
義
的
な
思
考
を
遮
断
し
、
こ
の
よ
う
な
場
を
確
保
す

る
た
め
に
も
医
学
を
は
じ
め
と
す
る
専
門
家
に
よ
る
福
祉
的
側
面
に
か
か
わ
る
協
力
が
必
要
で
あ
っ
た
。
逆
に
、
過
去
の
犯
罪
を
追
及

す
る
の
で
は
な
い
場
で
あ
っ
て
こ
そ
は
じ
め
て
、
白
ら
非
行
を
克
服
し
て
発
展
し
て
い
く
主
体
と
し
て
少
年
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で

あ
り
、
専
門
家
の
協
力
を
仰
な
が
ら
、
「
少
年
の
健
全
な
育
成
」
を
述
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
を
．
要
求
し
た
。
少
年

の
人
栴
を
尊
重
し
、
少
年
’
H
ら
が
犯
非
や
非
行
を
克
服
し
て
発
展
し
て
い
く
こ
と
を
承
認
す
る
に
は
、
審
判
を
「
懇
切
を
行
と
し
て
、

な
ご
や
か
に
」
行
う
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
事
件
が
家
庭
裁
判
所
に
送
致
さ
れ
る
と
同
時
に
捜
査
が
終
了
す
る
と

い
う
制
度
的
な
担
保
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
現
行
少
年
法
第
四
一
条
、
第
間
二
条
な
ら
び
に
第
一
六
条
に
引
き
つ
け
て
い
え
ば
、

127 

「
彼
査
を
遂
げ
た
結
果
」
事
件
を
家
庭
裁
判
所
に
送
致
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
拠
査
を
終
了
さ
せ
、
公
益
を
代
表
す
る
犯
罪
の
訴
追
者
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を
排
除
し
た
審
判
手
続
に
お
い
て
家
庭
裁
判
所
外
か
ら
の
福
祉
的
な
援
助
を
も
得
な
が
ら
ケ

l
ス
・
ワ
ー
ク
を
十
分
に
行
う
、

そ
し
て

九大法学77り

ま
た
こ
の
よ
う
な
援
助
が
あ
る
か
ら
こ
そ
審
判
廷
に
お
け
る
刑
罰
的
思
考
を
遮
断
で
き
、
「
な
ご
や
か
」
な
場
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
よ
う
な
以
理
的
構
造
な
の
で
あ
る

引
行
少
年
法
制
定
作
業
の
品
終
段
階
で
あ
る
第
二
凶
同
会
衆
議
院
司
法
委
員
会
に
お
い
て
、
政
府
委
員
で
あ
っ
た
佐
藤
雌
佐
は
、

現

行
少
年
法
が
家
庭
裁
判
所
に
よ
る
独
占
的
な
事
件
の
割
り
振
り
を
制
度
的
に
担
保
し
た
こ
と
を
「
少
年
に
対
す
る
刑
事
政
策
上
、
ま
さ

に
州
則
的
な
立
法
」
と
却
し
た
。
な
ぜ
現
行
少
年
法
は
「
州
期
的
な
立
法
」
た
り
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
虞
犯
事
件
に
ま
で
符
轄
を
及
ぼ

し
た
現
行
少
年
法
第
三
条
な
ら
び
に
得
判
の

H
式
を
規
定
す
る
第
二
二
条
の
趣
行
に
附
す
る
政
府
委
け
は
帝
雌
三
郎
の
次
の
よ
う
な
説
明

（ママ
V

が
、
こ
の
間
い
に
対
す
る
核
心
的
な
川
泣
け
を
川
怠
し
て
い
る
。
「
家
庭
裁
判
所
と
い
う
も
の
は
、
必
来
の
裁
判
所
と
は
、
そ
の
処

mの
心

構
え
で
も
、
ま
た
形
式
に
お
き
ま
し
で
も
、
別
例
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
・
：
（
中
略
）
．
要
す
る
に

少
年
の
た
め
に
保
護
を
す
る
裁
判
所
で
あ
り
ま
し
て
、
万
事
明
る
く
、
不
愉
快
な
冷
た
い
感
じ
を
も
た
な
い
よ
う
な
法
判
所
に
い
た
し

た
い
。
：
・
（
中
略
）
そ
う
し
て
少
年
に
つ
き
ま
し
て
は
、
絶
対
に
刑
罰
権
は
行
使
し
な
い
裁
判
所
で
あ
り
ま
す
」
。
「
こ
の
家
嵯
裁
判
所

は
、
従
来
外
部
か
ら
と
も
す
る
と
見
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
冷
や
か
な
暗
い
と
い
う
感
じ
を
全
然
も
た
な
い
、
万
し
ゃ
が
川
る
い
、
そ
し
て

チ
供
に
決
し
て
不
愉
快
な
印
象
を
輿
え
な
い
、
新
し
い
日
本
の
裁
判
制
度
に
、
一
つ
の
州
期
的
な
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
が
、
・
：
（
中
略
）
気
分
も
な
ご
や
か
な
明
る
い
裁
判
所
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
。
こ
う
い
う
考
え
で
、
そ
の
一
つ
の
項
目
と
し
て
二

十
二
怖
が
規
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
」
。
引
行
少
年
法
は
、
す
べ
て
の
少
年
が
主
体
性
を
認
め
ら
れ
え
、
少
年
れ
ら
が
非
行
を

克
服
し
発
凶
し
て
い
く
た
め
の
即
．
念
を
も
ち
似
即
．
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
次
の
よ
う
な
主
張
も
あ
リ
え
よ
う
。
現
行
少
年
法
制
定
時
に
お
い
て
は
、
激
し
く
非
行
事
実
の
存
否
が
争
わ
れ
る
よ
う

な
事
態
は
予
想
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
現
在
の
問
題
状
況
と
は
前
提
を
異
に
す
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
、



そ
れ
以
前
の
話
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
招
く
原
因
の
所
在
が
再
確
認
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
真
の
問
題
は
、
捜
査
段
階
に
こ
そ

作
す
る
の
で
あ
る
u

街
京
で
の
取
調
べ
を
市
祝
す
る
れ
れ
小
心
の
捜
査
と
、
そ
こ
で
作
成
さ
れ
た
訓
内
に
依
拠
す
る
調
汗
裁
判
と
い
う

現
実
、
そ
し
て
被
疑
者
・
被
告
人
が
主
体
性
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
現
実
が
刑
事
訴
訟
子
統
に
も
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
少
年
子
続

の
構
造
を
変
革
し
て
も
川
越
は
解
決
し
な
い
ば
か
り
か
、
逆
に
本
質
的
な
矛
盾
が
拡
大
し
か
ね
な
い
。
そ
し
て
、
現
行
少
年
法
は
、
社

棋
な
捜
貨
に
対
し
て
、
非
行
事
実
の
．
小
存
花
を
閉
山
と
す
る
．
小
処
分
決
定
を
制
度
的
に
川
立
す
る
一
万
で
、
そ
れ
を
糊
喰
す
る
審
判
述

常
を
予
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る

引行少年法制定過f1llJミら比た捜J'tと審判の沙離

ま
た
、
少
年
の
子
統
的
椛
利
似
附
と
い
う
観
点
か
ら
も
間
．
旭
が
提
起
さ
れ
え
よ
う
。
し
か
し
、
核
心
に
お
い
て
、
少
年
に
対
す
る
子

統
的
権
利
保
陣
に
と
っ
て
呪
行
少
年
法
の
埋
念
と
原
理
が
無
力
で
あ
る
と
は
忠
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
少
年
の
主
体
性
の
，
本
認
あ
る
い

ケ
ー
ス
・
ワ
ー
ク
思
想
と
適
正
予
統
保
障
と
の
問
に
交
錯
点
を
採
る
こ
と
こ
そ
が
肝
要
で
あ
ろ
う
の

は
そ
の
昨
保
と
い
う
観
点
か
ら
、

M
U
宵
段
階
で
加
な
わ
れ
た
少
年
の
主
体
性
を
審
判
段
附
で
川
復
す
る
こ
と
や
寄
判
延
に
お
け
る
少
午
の
主
体
性
の
実
質
的
な
雌
保
、
少

年
に
対
す
る
「
適
正
」
な
手
続
的
権
利
の
実
質
的
な
保
障
、
ひ
い
て
は
真
の
真
実
の
発
見
の
た
め
に
も
、
少
年
に
対
す
る
子
統
的
権
利

保
附
に
は
、
ケ
ー
ス
・
ワ
ー
ク
川
知
山
と
共
通
す
る
基
盤
が
．
小
可
欠
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

法
制
審
議
会
に
お
い
て
日
本
弁
護
士
連
介
会
が
主
長
し
た
子
続
二
分
論
に
対
し
最
高
裁
判
所
が
低
抗
を
示
し
た
背
後
に
は
、

少
年
｛呆

議
子
統
に
お
い
て
事
実
認
定
と
処
遇
の
決
定
と
を
分
か
つ
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
う

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
求
め
ら
れ
る
の
は
、
逆
に
、

ケ
ー
ス
・
ワ
ー
ク
的
要
素
を
土
台
と
し
た
少
年
へ
の
実
町
的
な
椛
利
保
防
な
の
で
あ

る
。
現
行
少
年
法
の
理
念
と
原
理
を
堅
持
し
、
少
年
自
ら
が
主
体
性
を
も
っ
て
手
続
に
参
加
し
う
る
形
で
権
利
保
障
を
実
質
化
す
る
こ

と
で
そ
れ
を
よ
リ
山
か
な
も
の
と
す
る
こ
と
こ
そ
が
、

改
革
の
方
向
性
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

129 

呪
行
少
年
法
の
即
．
念
と
そ
れ
に
連
な
る
原
即
日
は
、

犯
罪
の
訴
追
者
の
寄
判
関
与
を
予
定
し
て
い
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
検
察
宵



130 

の
関
与
を
し
止
法
的
に
企
凶
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
的
抗
が
整
合
性
を
も
ち
う
る
の
か
、

別
行
少
年
法
の
理
念
と
版
即
日
か

比大法学77守

ら
の
位
置
づ
け
を
積
極
的
に
示
す
必
要
が
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
位
前
づ
け
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
現
行
少
年
法
の
理
念
と
．
ぬ
瑚
に

代
作
す
る
も
の
が
柿
鰍
的
に
提
示
さ
れ
る
必
．
繋
が
あ
る
。
「
適
正
な
事
実
認
定
」
論
な
ら
び
に
法
制
審
議
会
の
「
事
実
認
定
子
統
の
適
正

化
」
論
が
附
黙
の
う
ち
に
前
提
と
す
る
積
極
的
実
体
的
真
実
主
義
的
な
「
必
保
護
」
主
義
で
は
、
現
行
少
年
法
の
理
念
に
は
代
わ
り
え

一－、。

犬
d
L

（布）
（祁）

（

η）
 

郁
二
川
川
会
衆
議
院
司
法
委
此
会
議
録
第
三
六
サ
（
一
九
問
八
年
六
日
一
九
日
）
六
氏
。

第
二
凶
同
会
衆
議
院
司
法
委
員
会
議
録
第
阿
七
号
（
一
九
四
八
年
七
月
一
日
）
二
頁
。

郁
二
川
凶
会
衆
議
院
司
法
委
H
H
会
議
録
第
問
じ
号
（
一
九
州
八
年
七
月
一
日
）
阿
頁
。

（
一
九
九
九
年
一
川
五
日
悦
梢
）

川
札
占
函
門
ふ
久
、

M
M
H
H

リ，
．．
 
何
E

．，，e
E

’

｛
附
記
｝
本
州
は
、
文
部
行
科
学
研
究
的
補
助
金
（
特
別
研
究
員
焚
励
的
）
の
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

一
九
九
九
年
一
月
二
一
日
、
法
制
審
議
会
は
、
少
年
法
部
会
の
作
成
し
た
「
少
年
審
判
に
お
け
る
事
実
認
定
子
続
き
の
一

肘
の
適
正
化
を
凶
る
た
め
の
少
年
法
の
幣
備
等
に
関
す
る
．
要
綱
竹
子
（
案
こ
を
総
会
に
お
い
て
一
括
保
決
し
、
質
成
一
六
、
反
対
三
で

同
時
川
仇
し
た
の



少
年
法
制
定
経
過
年
表

引行少年法制定過F付、ら見た砲11:と審判の分離

一一語九 R JL ¥ rじl7・一語九
年月

JJ JJ 主？ご主空主 Jl月 JJ ; J JJ、一！！ 芝二一草＝ 開円

古法布車れふIIミ

項置要間連事

一
月

II 

二A 「刷 『占刷直件

一二~ 「法J出軍刑’］~一1ー＇，！ 「法事訴訟草事lflJ（一問二九1コ＇，： 「説t刑E軍； （二三三O八：，： 7「J事刷訟事平LF 「訟酬」d訟改d軍刷事曹F「法曲網」刷l訟軍i叫目＇.＇も「J法位」府A針:: ~~－ ~ 法家r,・ •. 

~ に 法苧案

す同事次I事， δ自ど宰k 百号百型 II翌

陣」意見るヒー
~ 一~ 一次）’定 ） ー次案） ） 次京） （八 （八 ；し~ 
」）」」」fl1J二

-i 六

楠a省大t医J 七J 
七 Fl I I 
日））

II 

A 句uた’~ ~＼ の作lsX. 甲I上開J町F 

年制作少法定麹

~ 「？塙院：よ＞l・ ~ に作っ 地戯Ji '・ ’ J 
百l説 。 て ー年少ー可 ~ 

131 



132 九大法学77号

！こi

教
育
基
本
法
公
布
（
法
作
第
二
五
H
V
）

（
三
日
一
二
一
日
）

学
校
教
山
口
出
公
布
（
法
作
第
二
六
日
V
｝

（
三
日
コ
二
日
）

此
判
所
法
公
布
（
法
作
第
五
九
条
）

（
問
月
一
六
日
）

検
察
庁
法
公
布
（
法
作
第
六
一
条
）

（
問
月
一
六
日
）

日
本
川
悲
法
施
行
（
γ
九円一一一日）

114 
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沿
い
が
川
政
判
所
培
地
（
八
月
間
日

一O
川

州
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
作
（
法
作

第
一
二

O
H
V）
公
布
（
一

O
川
二
六
い
）

一
一
月

一
二
月

児
品
川
制
祉
法
（
法
作
第
一
六
凹
口
V
）
公
布

（
一
二
月
二
一
川
）

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
作
（
法
律

郁
二
二
ニ
サ
）
公
街
（
一
二
月
一
二
日
｝

「
刑
事
訴
訟
法
案
（
第
六
次
案
こ
（
三
月
）

「
刑
事
訴
訟
法
改
正
法
律
案
要
綱
」
（
六
月
二
五
日
）

「
刑
引
訴
訟
法
草
案
（
第
七
次
定
こ

（
八
月
一
六
日
1
九
月
一
二
日
）

「
刑
事
訴
訟
法
草
案
（
第
八
次
案
こ
（
一

O
H
一日）

「
刑
事
訴
訟
法
草
案
（
第
九
次
提
こ

（

－

O
月
二

O
日）

「
刑
事
訴
訟
法
改
正
法
作
案
要
綱
」
（
一

一
月
七
日
）

民
間
的
報
部
公
安
課
航
獄
破
ル
イ
ス
博
士
「
少
年
法
改
正
広
見
」

（
二
月
二
六
川
）

司
法
大
川
官
．
M
保
護
説
「
少
年
法
の
改
正
午
案
に
対
す
る
ル
イ
ス

博
士
の
提
案
に
つ
い
て
の
広
兄
」
（
五
月
一
三
日
）

司
法
大
凶
行
一
切
保
協
同
派
「
引
血
の
少
年
市
判
刈
を
し
て
保
持
処

分
を
行
わ
せ
る
ζ

と
の
よ
し
あ
し
に
つ
い
て
」
（
六
川
二
日
）
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刑
引
訴
訟
法
改
正
小
市
議
会

（一－一川二一一一日
1
問
H
・K
M
）

州
市
訴
訟
法
改
・
止
協
議
会
（
第
一

M
l
a
一
六
川
）

（
問
月
一
三
日

1
五
月
五
日
）

刑
訴
小
委
民
会
（
五
月
八
日

i
ニ
O
H

「
刑
事
訴
訟
法
を
改
正
す
る
法
作
官
」
問
識
に
付
議

（・h
．川二・
h
．U
）

「
州
市
ド
川
訟
法
を
改
正
す
る
法
作
京
」
同
会
に
蛇
山

（・h
川
ニ
ベ
日
）

「
州
市
川
訟
法
を
改
．
iw．
す
る
法
作
」
（
附
和
二
三
年

法
作
第
二
斗
ご
と
公
術
（
七
月

j
O
H
）

保
措
法
立
法
部
「
少
年
法
第
三
改
．
K
市
宮
」
（
一
月
二

O
川）

仰山川崎北
L

仏
法
郎
「
少
年
比
判
所
に
問
す
る
じ
・

H
－
Q
の
品
定
」

（
二
川
七
川
）

少
年
版
正
川
立
法
部
「
少
年
比
判
所
法
第
一
次
官
」
（
問
川
行
日
）

少
年
矯
正
同
立
法
部
「
少
年
法
判
所
法
第
一
次
京
の
注
訳
」

（
問
川
札
口
）

少
年
続
正
同
立
法
部
「
少
年
法
判
所
法
第
二
次
官
」
（
・
札
口
五
日
）

少
年
矯
正
川
立
法
部
「
少
年
刑
事
事
件
特
別
処
開
法
第
一
次
定
」

（
五
月
五
日
）

少
年
崎
正
防
庁
一
法
部
「
少
年
刷
引
引
件
の
処
明
及
び
成
人
起
訴

掛
川
子
者
の
保
護
に
閲
す
る
法
作
家
」
（
・
h
H
一
O
日）

少
年
矯
正
同
立
法
部
「
少
年
法
案
」
｛
札
円
二
－
K
H
）

「
少
年
法
を
改
正
す
る
出
作
京
」
附
品
決
定
（
h

ハ
川
一
問
日
）

「
少
年
法
を
改
正
す
る
出
作
主
」
川
会
提
出
土
ハ
川
一
六
日
）

衆
議
院
泊
過
（
じ
川
問
日
）

参
議
院
一
地
過
（
じ
川
－
K
U｝

「
少
年
法
を
は
一
止
す
る
法
作
」
（
附
利
二
三
一
年
出
作
第
一
h

川八日
V
）

公

ω（
七
川
一
五
．
H
）
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一
九
四
九
年

（
昭
和
二
四
年
）

少
年
院
法
随
行
（
一
円
一
日

刑
事
訴
訟
法
を
改
正
す
る
法
作
施
行
（
一
日
一
日
）

刑
事
訴
訟
規
則
施
行
（
一
月
一
日
）

九大法学77号

少
年
法
を
改
正
す
る
法
作
胞
行
ご
円
一
日
）

少
年
務
判
規
制
施
行
（
一
月
一
日
）

＊
本
年
去
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
「
少
年
法
の
幡
史
と
改
正
の
動
向
（
年
去
こ
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
五
三
号
（
一
九
六
六
）
一

O
O頁
以
下
、
佐
々
木
敏
「
現
行
少

年
法
成
立
の
経
緋
に
つ
い
て
」
家
調
協
雑
誌
問
号
（
一
九
七
ご
九
八
頁
以
下
、
井
上
正
仁
「
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
三
年
法
律
第
二
ニ
一
号
）
制
定
過
程
年
表
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
五
五
一
号
（
一
九
七
四
）
五
九
頁
以
下
を
特
に
参
照
し
た
。




